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要旨 

 

本研究は、特養の介護職は利用者の尊厳をどのように意識しているかを明らかにすることであっ

た。 

調査 1:医中誌 26 件、Pub Med2 件の先行研究から個人の尊厳に対する認識の歴史は浅く「主に

自己決定が尊厳の西洋思想」と「主に人間らしさが尊厳の日本思想」に認識の違いがあった。 

調査 2:介護職 217名のアンケート調査（回収率 9.2%）から利用者の尊厳を大切に介護している介

護職は 32.3%であった。 

調査 3：介護職 8名のインタビュー調査から 12のカテゴリーが抽出され、尊厳を尊重することと

して【一般の人と同じ扱い】をする、【やりたい事を叶えること】【その人らしさ】を大切にする

こと。尊重できていないこととして【介護職の好ましくない言動】や【介護職の主観的な考え方】

が語られた。 

医療の生命の尊厳を考える上で、人間や高齢者の尊厳の認識の歴史は浅く、西洋と日本の認識の

違いもあり、特養の利用者の尊厳に対して意識の高い介護職は少数であることが明らかになった。 
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For the dignity of users in nursing homes for the elderly 

Research on awareness of care workers 

 

 

Summary 

 

This study was to clarify how nursing care workers are aware of the dignity of care recipients. 

Survey 1: According to the previous studies of 26 medical journals and 2 Pub Meds, the history of recognition 

of individual dignity is short, and there was a difference in perception between "Western ideology regarding 

dignity is mainly on self-determination" and "Japanese ideology about dignity is mainly on humanity". 

Survey 2: From a questionnaire survey of 217 care workers (recovery rate: 9.2%), only 32.3% of care workers 

value the dignity of users. 

Survey 3: Interviews with 8 care workers extracted twelve categories of terms; to respect dignity, value to 

[Treat the same as ordinary people], [Grant what care receivers want to do], and respect [One’s personality]. 

[Unfavorable behavior] and [Subjective way of thinking] of long-term caregivers were excerpted as matters 

that are not considered respectfully. 

In considering the dignity of life-support medical treatments, on account of the short history of the recognition 

of elderly’s dignity in the nursing-care field and different perceptions in between Western and Japanese 

ideologies, it became clear that only a small number of long-term care workers are highly aware of the dignity 

of special nursing home users. 
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第 1章はじめに 

Ⅰ．研究の背景 

 介護の書物や教育研修の中では、看護など他の領域と同様に必ずといってよいほど、利用者

の「尊厳を尊重する」ように言われ、介護福祉士養成テキストにおいて黒澤(2013)は 1)、人間の尊

厳とは、人間が個人として尊重されるということであり（憲法第 13条）、「個人として」というの

は、言い換えれば、「その人らしい」ということである、と述べている。介護従事者はすべてこの

ことを当然のこととして納得しているように見受けられる。しかし現実に目をむけると、尊厳の

尊重とは正反対といえる「虐待」は依然として多く発生し、厚労省(2020)の 2)、報告によると平成

30年度の 621件から令和元年の 644件と年々増加傾向を示して止む気配がない。 

このことは、「尊厳を尊重する」ということが理念としては受け入れても実践の場面では必ずし

も尊厳が意識されているわけではないことを示しているといえる。 

 身体的暴力をふるうような虐待は別にして、もっとありふれた状況に「おむつの定時交換」が

ある。これはほとんどすべての特別養護老人ホームで行われているが、おむつを定時にしか交換

しないもので、その間の尿便が体に付着したままでいるという、このような扱いはその人の尊厳

を尊重していないことにならないのか、という疑問が湧いてくる。 

 虐待といい、おむつの定時交換といい、そこには理念と実践のギャップがあると思われてなら

ないのである。つまり、尊厳を尊重するという誰にとっても当然のことと思われている理念を、

介護職はどのように意識しているのか、その実態を知ろうとする試みである。 

 研究を進める上でまず必要なことは、「個人の尊厳」とは、いつの時代から言われ始めてどのよ

うなことであるのかについて、関連する先行研究の文献などからできるだけ明確にする必要があ

る。その上でケアの分野で介護職は、尊厳を尊重するということをどのように意識しているのか、

また尊厳を尊重できていないということをどのように意識しているのかを調査する必要がある。 

介護職は、利用者の尊厳を尊重するということを理念としては概括的には同意していても、日々

のケアの中では必ずしも常に尊厳を意識していないのかもしれない。そうであるならば介護職た

ちの尊厳に対する意識を知る必要がある。以上を本研究の背景として進めていきたい。 
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Ⅱ．本研究の目的 

 

1.本研究の目的 

特別養護老人ホームの介護職は、利用者の尊厳をどのように意識しているかを明らかにする。 

 

 1）調査 1(文献レビューの目的)  

 医中誌、メディカルオンライン、Pub Med から、歴史的背景を踏まえ人の尊厳に対する意識に

関する先行研究を明らかにすることを目的とした。 

 

 2)調査 2(量的研究の目的） 

 特別養護老人ホームの介護職は利用者の尊厳をどのように意識してケアを行っているかを、量

的研究を通じて明らかにすることを目的とした。 

 

 3)調査 3(質的研究の目的) 

 特別養護老人ホームの介護職は利用者の尊厳をどのように意識して実際の現場でケアを行って

いるのかを、質的研究を通じて明らかにすることを目的とした。 

 

2．研究の仮説 

 特別養護老人ホームの介護職は、利用者に対するケアの中で、利用者の尊厳とは何か、利用者

の尊厳を尊重するケアとはどういうケアなのか、という意識が低いのではないかと考えた。 

 また尊厳について個々の介護職が自分なりにある認識をもち、その認識をもとに介護を行って

いるのではないかと考えた。 
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3．研究の構造 

 

1）研究デザイン 

本研究は、文献レビューと量的研究と質的研究から成り立っている。 

 

2）研究の構成 

調査１では、介護と尊厳について先行研究をレビューした上で尊厳に関連する社会的な動きと

年代の流れを調査した。調査２では、全国の特別養護老人ホームの介護職を対象にアンケート調

査を行い、利用者の尊厳をどのように意識しているかを調査した。調査３では、アンケート調査

から承諾が得られた介護職とスノーボールサンプリングによる介護職にインタビュー調査を通じ

て、利用者の尊厳を尊重している意識と利用者の尊厳を尊重していない意識を調査した。 

これらから、特別養護老人ホームの介護職の利用者の尊厳に対する意識の研究を構成した(図 1)。 

 

図 1.研究の構造図 

 

4.用語の定義 

 本研究では、以下のように用語を定義する。 

先行研究から本研究では、「人の尊厳」をケアに固定したうえで身体的な尊厳・精神的な尊厳・

社会的な尊厳を人の尊厳と定義する。 
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第 2章 調査 1 文献レビュー 

 

Ⅰ.研究方法(文献レビュー) 

 

1）調査方法 

 オンラインによる先行研究検索のレビュー。 

 

2）調査対象文献 

 ケアに関して人の尊厳に対する意識に関連する先行研究 

 

3）調査期間 

 調査期間は 2021年 7月～12月に実施した。 

 

4）対象期間 

 先行研究の検索対象期間は 2021年以前 

 

5）先行研究検索方法 

 1.先行研究検索方法 

医中誌 WEB版、メディカルオンライン WEB版を用いて、先行研究検索を行った。 

「尊厳」「意識」「介護」のキーワードを用いて AND検索を行い、「原著」で絞り込んだ結果、医中

誌 50件、メディカルオンライン 118件、が該当した。 

さらに Pub Med WEB版を用いて、先行研究検索を行った。 

「Awareness」「Dignity」「Care worker」「Nursing home」のキーワードを用いて AND 検索を行っ

た結果、29件が該当した。 
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6)先行研究の抽出方法 

医中誌 50件、メディカルオンライン 118件、Pub Med 29件の合計 197件を対象とした。一次

スクリーニングで要旨（Abstract）を読み、尊厳に対する意識にかかわりのある先行研究に絞り

込みを行い、医中誌 26件、メディカルオンライン 4件、Pub Med 2件を抽出した。なおメディカ

ルオンライン 4件は医中誌と重複しているため、合計 28 件の先行研究を分析対象とした（図 2）。 

 

 

 

採用基準 

・研究の目的、研究方法、結果に整合性があること 

・ケアの分野における尊厳に対する意識の記述があること 

・引用文献、参考文献との整合性があること 

・医中誌とメディカルオンラインは原著論文であること 

・Pub Medは Abstractも対象とした 

除外基準 

・データ収集、分析方法が明確でないもの 

 

図 2. 先行研究の抽出方法 

 

7)分析方法 

 抽出した先行研究の内容検討を行い、先行研究の本文または要旨（Abstract）、結果より、尊厳

の意識について記述のあるものを抽出して一覧表を作成した。また、時代背景を分析するため、

海外と日本国内を対象に、尊厳に関連する社会の動きの年表を作成して、抽出した先行研究の発

表年と照らし合わせて分析した。 
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Ⅱ.調査 1結果(文献レビュー) 

 

1．調査 1結果(文献レビュー) 

研究目的に関連した、介護における利用者の尊厳の意識に関する先行研究は以下の通りである。 

 

1）医中誌 26件の先行研究（キーワード：「尊厳」「意識」「介護」） 

調査対象になった先行研究の 26件は、量的研究が 17件、質的研究が 5件、実践報告が 4件で

あった。研究の年代別では 2014年と 2018年が各 5件と一番多かった。また研究報告の分野は、

看護が 22件と一番多く、介護 3件、医師 1件であった(表 1の目的欄に、看護＜看＞、医師＜医

＞、介護＜介＞と記載）。 

 

表 1.医中誌の尊厳の意識に関する先行研究一覧表（26件） 

 

テーマ 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 尊厳の意識
論文

no

在宅医療・

看護学生

看護学生の在宅及び入院中の療養老人イ

メージについて　在宅看護論の教育内容

探求に向けての一考察

Author：橋本 泉(松阪看護専門学校), 斎

藤 好子

Source：三重看護学誌(1344-6983)3巻2

号 Page77-86(2001.03)

論文種類：原著論文

M大学医学部看護学科

1年生81名に対して

＜看＞看護学生が抱く在宅医療

老人イメージを明らかにし,在宅

看護論の教育内容を検討した.

アンケート調査 老人との同居経験は,「役に立つ」「家族にとっ

て必要な存在である」「自己決定権がある」と

いうように老人の価値や存在を強く意識すると

いう影響を与えていた.学生全体の傾向として老

人の尊厳を重んじる気持ちや暖い眼差しがあっ

た。

49

長期意識障

害・看護支

援

長期意識障害患者のQOL改善のための看

護支援法の開発(第1報)　家庭訪問調査

による現状(Development of a nursing

support method for the improvement in

QOL of a person with prolonged

disturbance of consciousness: The 1st

report: The present condition by at-

home visit investigation)(英語)

Author：Hidaka Kikue(筑波大学 人間総

合科学研究科), Kamiya Katsuko,

Hayashi Keiko, Matsuda Yoko

Source：The Society for Treatment of

COMA11巻 Page89-94(2002.07)

論文種類：原著論文

長期意識障害と診断さ

れ,家庭で療養を受けて

いる患者22名とその介

護者を対象として,

＜看＞長時間の意識障害を持つ

患者の身体状態や、その患者の

世話をする患者さんの自宅を訪

問し、調査を行いました。

患者の健康状態と介護方法を

アンケート調査。そのに訪問

して聞き取り調査。

長期の意識障害の患者に関わる専門家にとっ

て、患者の回復と家族の期待を受け入れ、患者

のQOLを改善するための支援システムを調査

し、回復の可能性を高めることが患者の尊厳を

守ること（という意識）。

47

アルツハイ

マー・終末

期医療

アルツハイマー病の病名告知と終末期医

療に関する介護家族の意識調査

Author：山下 真理子(済生会中津病院 神

経内科), 小林 敏子, 松本 一生, 藤野 久美

子

Source：老年精神医学雑誌(0915-

6305)15巻4号 Page434-445(2004.04)

論文種類：原著論文

アルツハイマー病(AD)

患者の介護家族38人

(女性28人,男性10人)を

対象に

＜看＞アルツハイマー患者を身

近に介護している家族を対象に

患者の終末期医療に関する家族

の考え方について調べた。

AD患者に対する病名告知の是

非,ADの終末期医療内容につい

て質問紙調査。

,ADの病名告知に関しては現時点の患者に対し

ては39%,患者が病初期であったならば74%の家

族が患者への病名告知を希望,家族自身がADに

罹患した場合は97%で告知を希望する。痴呆高

齢者の生活の質や尊厳ある終末を保障するた

め。

48

在宅患者の

志向・訪問

看護

事例からとらえた訪問看護の方向性　高

齢期にある在宅酸素療養者の事例から

Author：小路 ますみ(福岡県立大学 看護

学部家族・在宅看護学講座), 松原 まな

み, 渕野 由夏, 大倉 美鶴, 末田 明美, 吉田

光子, 宮本 安子

Source：福岡県立大学看護学部紀要

(1348-8104)2巻1号Page11-19(2004.09)

論文種類：原著論文

塵肺,肺結核により在宅

酸素療養している75歳

男性(S氏)

＜看＞本研究の目的は，高齢期

にある在宅酸素療養患者（Ｓさ

ん）の「志向（ある目的に向け

られた意識）」（松村1989）か

ら，訪問看護の方向性を導き出

すことにある。

半構成的質問法による面接調

査を行い,療養上の困難や訪問

看護に対する要望を聴取した.

その逐語録から,KJ法でいう

「志」を表す文脈単位を決定

し,100個の質的データを抽出,

質的データの4段階のグループ

編成をへてS氏の志向を導出し

た.

Ｓさんの志向は，「人間としての尊厳を全うし

たい」「祖母や母に育まれ，頑張ってきた自分

を認めて欲しい」「子供らには，親としての存

在感を保ちたい」「最期まで，人に迷惑をかけ

ず，自分のことは自分で責任をもって生きた

い」（という意識）

45

終末期医

療・看護職

員

抑制解除に対する看護職員の意識改革を

試みて　転倒リスク及び不潔行為のある

脳梗塞後遺症患者の抑制解除から

Author：田中 光子(崎陽会日の出ヶ丘病

院)

Source：日本精神科看護学会誌(0917-

4087)49巻2号 Page434-438(2006.12)

論文種類：原著論文

対象は「高齢者の終末

期医療」に関するアン

ケート調査に同意の得

られた高齢患者 148 名

（患者群），患者の家

族 76 名（家族群），

医師 105 名（医師

群），看護師 784 名

（看護師群）および介

護職員 193 名（介護職

員群）である．

＜看＞病棟職員に対して、身体

拘束中の患者の抑制解除に向け

た指導・実践を行い倫理観を高

める。

アンケート調査 人が人を治療や看護を理由にして尊厳性を無視

してむやみやたらに拘束してはいけないと痛感

する。（思っている）

40

脱水予防・

看護職・介

護職・栄養

士

介護保険施設における要介護高齢者の脱

水予防のための水分摂取に関する援助の

あり方に関する研究

Author：梶井 文子(聖路加看護大学 看護

学部老年看護学), 亀井 智子, 山田 艶子

Source：大和証券ヘルス財団研究業績集

30号 Page68-73(2007.0+R[-1]C+RC

東京都内の介護保険施

設3施設の計536施設を

対象

＜看＞介護保険施設3施設におけ

る看護職、介護職、栄養士の各

専門職種が現在実施している要

介護高齢者の脱水予防のための

具体的援助方法や課題を明らか

にした。

郵送留置法とフォーカス・グ

ループ・インタビュー。

若いスタッフへの水分摂取の援助に対する重要

性や人としての尊厳あるケアについての教育が

求められた。（という認識）

41
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テーマ 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 尊厳の意識
論文

no

終末期医

療・患者・

家族・医療

従事者

患者、家族および医療従事者に対する

「高齢者の終末期医療」についての意識

調査

Author：水川 真二郎(杏林大学 医学部高

齢医学)

Source：日本老年医学会雑誌(0300-

9173)45巻1号 Page50-58(2008.01)

論文種類：原著論文/比較研究

対象は65歳以上の高齢

患者148名(平均78

歳)、患者を直接介護し

ている家族76名(平均

61歳)、医師105名(平

均54歳)、看護師784名

(平均29歳)、介護職員

193名(平均42歳)の計

1306名であった。

＜医＞患者、家族および医療従

事者に対する「高齢者の終末期

医療」についての意識調査を

行った。

高齢患者と家族および医師を

含めた医療従事者が，「高齢

者の終末期」をどのように捉

え，「高齢者の終末期医療」

において何が最も重要な

要素であると認識しているの

かについてアンケート調査。

「高齢者の終末期医療」の医療環境についてみ

ると，「死に対する不安の解除」「コミュニ

ケーション」「尊厳をもった扱い」の 3 つの要

素は，いずれの群でも大半が最重要と回答し

た。 39

特養実習生

から見た施

設の課題

社会福祉援助技術現場実習生から見た特

別養護老人ホーム職員のレジデンシャル

ワーカーとしての専門職資質をめぐる若

干の課題　学生の自由記述による具体的

把握を通して

Author：大和田 猛(青森県立保健大学 健

康科学部社会福祉学科), 加賀谷 真紀

Source：青森県立保健大学雑誌(1349-

3272)9巻2号 Page109-121(2008.12)

論文種類：原著論文

福祉系4年制大学の学

生

＜介＞福祉系4年制大学の学生が

特別養護老人ホーム等の配属実

習先において、遭遇した実習現

場職員の利用者との関わり場面

の自由記述から、レジデンシャ

ルワーカーとしての専門職資

質、特に利用者の権利擁護や虐

待予防の問題を中心に若干の課

題を検討した。

実習中の職員 が利 用者 に関

わ る行為場 面のありの まま

の姿 を記述させた後 、個別に

面接 。レポートを匿名で処

理。

利 用者 の要 望 に対 してす ぐに対応 す る職員

と半ば無視 してい る ような行動 を とる職員が

い るように思 えた。私 が利 用者 の立場 だっ

た ら、「ないが しろに されてい る」 とい う

印象 を受 ける と思 う。（利用者さんを）ちゃ

ん付 けで呼 ぶ こ とはあ まり良 くない と思 っ

た。。利 用者 は普段 の 自分 に対 す る反応 や

職員 同士 のや り取 りもよ く見 てお り、利用

者 を不安 に させる ような こ とはあ って はな

らない と思 った。

37

スウェーデ

ン・グルー

プホーム・

家族介護者

の意識

スウェーデンにおける認知症高齢者のケ

アシステム及びグループホームケアの現

状

Author：棚崎 由紀子(宇部フロンティア

大学 人間健康学部看護学科), 奥田 泰子,

藤田 佳子, 二宮 寿美, 田中 正子, 野本 ひ

さ, 河野 理恵, 河野 保子

Source：宇部フロンティア大学看護学

ジャーナル(1882-9724)3巻1号 Page47-

54(2010.03)

論文種類：原著論文

方法は、ストックホル

ム県において、認知症

ケア施設の視察と、認

知症グループホームの

caregiver(ケアを提供

する側の人々)2名およ

び介護家族1名へのイ

ンタビューを行った。

＜看＞著者等は、在宅認知症患

者を支える介護家族へのよりよ

いサポートモデルの構築を目指

し、認知症高齢者に対する尊厳

性を主眼とした家族介護者の人

権意識を調査している。今回そ

の一環として、認知症ケアの先

進国であるスウェーデンのケア

システムやループホームの現状

を把握することにより、認知症

高齢者に対する人権的アプロー

チへの示唆が得られるのではな

いかと考え、実施した。

インタビュー調査。 （認知症の母に）「自分の母を少しでも良くし

てもらいたい家族の気持ちはみんな一緒だと思

います。」

31

看護職ケア

マネ・虐待

看護職の介護支援専門員が認識する高齢

者虐待事例ケアマネジメントへの困難と

対処

Author：表 志津子(金沢大学 医薬保健研

究域保健学系), 佐伯 和子, 石原 多佳子

Source：老年看護学(1346-9665)14巻2

号 Page60-67(2010.05)

論文種類：原著論文

調査は居宅介護支援事

業所の介護支援専門員

18名を対象に

＜看＞目的は看護職の介護支援

専門員が認識する高齢者虐待事

例のケアマネジメントにおける

困難や対処を明らかにすること

である。

半構成的面接を行い、質的帰

納的に分析した。

虐待に気づいた介護支援専門員は，【被虐待高

齢者の尊厳を回復する】という認識をもってい

た．

35

介護施設・

看護と介護

管理者・認

知症ケア

K県の介護保険3施設における認知症ケア

に関する看護・介護管理者の認識(第1

報)　認知症に関する教育の実態、ケア

の方向性、行動・心理症状に注目して

Author：田中 ヨシエ(熊本保健科学大学

保健科学部看護学科), 白井 志津子, 山内

庸子

Source：日本看護学会論文集: 老年看護

(1347-8249)41号 Page7-10(2011.03)

論文種類：原著論文

介護老人福祉施設(特

養)116施設、介護老人

保健施設(老健)87施

設、介護療養型医療施

設(療養)116施設の管

理者を対象に

＜看＞介護保険施設の管理者の

認知症ケアに関す認識を明らか

にするため、

質問紙調査を実施した。特養

74施設、老健59施設、療養66

施設からの回答を分析した。

認知症に関する教育の実態は、特養の看護・介

護職の差で「人としての尊厳」で看護が高いの

は、日本看護協会の「看護者の倫理綱領」で最

初に人間としての尊厳が述べられていて、看護

教育や看護の実践の場で「看護の倫理綱領」が

看護職の行動指針として普及啓蒙された結果と

考える。

33

介護施設・

倫理

高齢者ケア施設における倫理的課題に対

する取り組みの検討

Author：石原 弥栄美(介護老人保健施設

サンリバーはつらつ), 坪井 桂子, 佐野 弘

美, 川崎 陽子, 堀田 将士, 横井 惠子

Source：日本看護学会論文集: 老年看護

(1347-8249)42号 Page124-

127(2012.01)

論文種類：原著論文

A県下の介護老人保健

施設2ヶ所に勤務する

看護職13名、介護職27

名、支援相談員2名の

計42名に対して、

＜看＞本研究の目的は，高齢者

ケア施設における倫理的課題を

組織的に共有することで，職員

にどのような影響を及ぼしたか

を明らかにし，また今後組織的

に必要な倫理的課題に対する

取り組みを検討することであ

る。

倫理的課題に関するアンケー

ト調査。アンケートの内容

は、倫理的課題があると考え

られる1事例の考察レポートを

提示し、感想を自由記述で回

答してもらい、その内容をカ

テゴリー化した。

【倫理に適った尊厳ある個別ケア実践への思

い】では，振り返りの機会が高齢者の思いや願

いに寄り添うケアの倫理観を高めることに繋

がった。【倫理に適った尊厳ある個別ケア実践

への思い】の中でも，《その人らしさを尊重し

た個別ケア実践への思い》は看護実践の基盤で

あり，特に高齢者看護ではその人らしい生き方

を支えるために，「自律尊重」の原則に適った

倫理的ケア実践により高齢者の尊厳を擁護する

ことが重要である。

30

介護施設・

介護職・虐

待

介護職員の虐待認識に基づいた高齢者虐

待定義の再構築への試み　「準虐待」の

構造と特徴に着目して

Author：任 貞美(同志社大学 大学院社会

学研究科博士後期課程)

Source：社会福祉学(0911-0232)54巻4

号 Page57-69(2014.02)

論文種類：原著論文

全国の介護老人福祉施

設に勤務する介護職員

5,000人を対象に、質

問紙調査を行い、

1,143人を分析対象と

した。

＜介＞本研究は、「実践上の高

齢者虐待定義の構築」に向け

て、介護職員の虐待認識を基と

に新たに「準虐待」を加え、そ

の構造と特徴を明らかにするこ

とを目的とした。

全国の介護老人福祉施設に勤

務する介護職員5,000人を対象

に、質問紙調査を行い、1,143

人を分析対象とした。

1 ．尊厳 の 侵 害 とは、人前 で排泄 ・入浴介助

や 更衣 な どを行わ ない、 ひ と りの 人 間 と

して の 利 用 者 の 個性が 尊重 さ れ て い ない

、 利用者の 行動 を制限す る と きに利用 者 に

納 得 のい く説明 をし ない 、 利 用 者が 疲れ

た ときに，心 身を休 ませ る 場所が ない、 利

用 者 が 望 む生 き方や 利用 者 の 意思 を通 す

こ とが で きな い 、 利用者の 部屋 を勝手 に他

人 が の ぞ く 、 利 用 者 が ひ と りき りに な

れ る時間 と場所が ない、 利用者 は病気や 障

害 に対応 した 治療 や リハ ビ リ を受 け る こ

とが で きな い、 利用者 の ペ ース で 生 活時

間 を組 み 立 て る こ とが で きな い 、 利用者

が 新 聞 ・雑誌 ・ラ ジ オ ・テ レ ビ等 を自由

に視聴す る こ とが で き な い 、という意識。

25

介護施設・

通所施設・

スピーチ

ロック

スピーチロックを無くす

Author：木幡 信吾(すずかけの郷 介護

課), 嶋崎 尚史, 菅原 孝行

Source：善仁会研究年報(0916-8826)35

号 Page36-39(2014.06)

論文種類：原著論文

施設定員120名、通所

介護定員45名の全ス

タッフ

＜介＞スピーチロックを無くす

取組を行うこと。

アンケート調査。 スピーチロックに取り組むということは、接遇

の面でも利用者の尊厳を守という面でもとても

大切なことである(という意識)。
24

看護と介

護・チーム

ワーク

看護と介護のチームワークに向けて

Author：及川 由香(正心会岡本病院), 小

松 房江, 相澤 加奈

Source：Best Nurse25巻3号 Page73-

70(2014.03)

論文種類：原著論文

対象は医療法人社団正

心会岡本病院1病棟の

ケアワーカー10名(男

性4名、女性6名)で

あった。

＜看＞日々の教務の中でケア

ワーカーの実状や思いを把握

し、働きやすい環境をめざした

看護と介護のチームワークにつ

いて検討した。

対象者へ半構造化面接を行っ

た。分析を行った結果、一次

コードが343、二次コードが

158であった。二次コードから

40のサブカテゴリーが抽出さ

れ、11のカテゴリーにまとめ

られた。

ケアワーカーは介護者として患者の認知機能が

低下し意思疎通を図ることが難しくなっても

【患者とのコミュニケーション】を積極的に

行っており、病気の回復が望めない患者であっ

ても【患者の残存機能】を活かした援助を心掛

けることが【患者の尊厳】を守ることと意識し

ていた。

26
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テーマ 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 尊厳の意識
論文

no

終末期療

養・住民

「周囲に迷惑をかけない死」を理想の死

とする人の終末期療養ニーズ　島根県の

中山間地域での調査から

Author：伊藤 智子(島根県立大学 看護学

部), 加藤 真紀, 阿川 敬子, 諸岡 了介, 浅

見 洋

Source：保健の科学(0018-3342)56巻9

号 Page637-644(2014.09)

論文種類：原著論文/比較研究

島根県江津市中山間地

域において40歳から79

歳までの市民800名

＜看＞理想とする終末・死を

「周囲に迷惑をかけないこと」

と考えている人の特徴、終末期

療養ニーズを明らかにし、療養

者本位の終末期ケアについて検

討を行なう際の基準資料とす

る。

質問紙による郵送調査。 島根県江津市の中山間部に暮らす「迷惑をかけ

ない死を理想とする人」の終末期療養ニーズ

は、訪問看護をはじめとする社会サービスを活

用することで、配偶者や子どもの介護負担を軽

減し、できるだけ自宅において自分の意思で日

常生活を送り、尊厳ある死を迎えることである

と考えられた。（思っていいた）

23

経管栄養・

大学生

高齢者に係わる医療・福祉職の倫理教育

方法の検討(その2)　新聞記事を活用し

たグループ討議における医療的ケアの倫

理教育方法に関する検討

Author：今野 修(秋田看護福祉大学 看護

福祉学部看護学科), 檜原 登志子

Source：Quality of Life Journal15巻1号

Page63-78(2014.09)

論文種類：原著論文

分析対象は,平成25年度

4月に実施したA大学看

護福祉学部福祉学科2

年32名

＜看＞経管栄養法の新聞記事を

読み,「老人20人の消極的安楽死

について考える」の学生の対立

意識・問題意識の思考過程を検

討し,医療的ケアにおける倫理教

育方法に関して検ることであ

る。

グループ討議の記述内容から,

学生の思考プロセスの内容分

析を行った。意味内容が類似

した譖句・文節をグループ化

し,サプカテゴリー、力テゴ

リーを抽出。

「（経過栄養）栄養チューブを用いているとほ

とんどみじめで尊厳がない」また反対意見とし

て「本人の意思、家族の意思があるのであれ

ば、栄養チューブ使用も尊厳があり、本人の理

想とする生き方であると考える」と賛成意見と

反対意見が対立していることがわかる。

19

経管栄養・

大学生

高齢者に係わる医療・福祉職の倫理教育

方法に関する検討(その3)　新聞記事活

用による「倫理的問題意識」の学習を試

みて

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 今野 修

Source：Quality of Life Journal16巻1号

Page60-71(2015.09)

論文種類：原著論文

分析対象は,平成25年度

4月に実施したA大学看

護福祉学部福祉学科2

年32名

＜看＞1 .看護学科2年次生の科目

「老年看護学方法論」で講義の

単元は「日常生活の食事援助」

受講前に、経管栄養法の新聞記

事を課題として読み、は「老人

20人消極的安楽死について考え

る』で、学生の対立意識・問題

意識の思考過程を授業評価レ

ポートの内容分析から検討する

目的とする。

新聞記事を用い、学生の思考

プロセスの内容分析を行う。

「老人加人 極的 死一栄養

チュープ用いずー院長寿命に

任せた」 を読み、贊成・反対

の対立意見と今後の対 考え、

レポートする。自己教育カ育

成の要件となる7項目で分析し

学習効果を評価した。

①経管栄養は人間らしくないという意見②経管

栄養は人問らしく生活するための治療手段であ

るという意見のジレンマ対立意識があった。世

の中には胃ろうがあたかも悪いような風潮があ

るようにおもわれる。患者の可能性を信じ、胃

ろうを行っても「ロから食べることの援助を積

極的に行うべきだと思う。（看護学生）

14

学生・自己

アセスメン

ト

医療福祉職のリスクマネジメント　エイ

ジング論講義にQOL指標を用いて自己ア

セスメントを行う効果

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 庄司 光子, 黒澤

繭子

Source：Quality of Life Journal18巻1号

Page82-92(2017.09)

論文種類：原著論文

A大学看護学科・福祉

学科1年生98名

＜看＞大学課程の看護学科1年次

生と福祉学科1年次生の総合科目

に位置ずけられている授業で

「エイジング論」の科目を受講

した学生が、学生自身のリスク

マネージメントに重要となる、

事故防止のケアを行うための

「三つの枠組み」の一つ「看

護・介護する側のアセスメン

ト」を、QOLの指標を用いて調

査し(無記名、自記式)、今後の

教育の方向性を検討することを

目的とした。

無記名、自記式。 学生の健康さや生活環境の満足・医療サービス

に対して満足度が高さから、QOLの高い生活が

送れることあ今後も尊厳あるケアを提供する基

盤である。

13

グループ

ホーム・介

護職・スト

レス・虐待

認識

認知症グループホームの介護職における

ストレスの実態と虐待の認識との関連

Author：河野 由美子(金沢医科大学 看護

学部看護学科), 桜井 志保美

Source：日本在宅ケア学会誌(1346-

9649)21巻2号 Page67-75(2018.03)

論文種類：原著論文/比較研究

調査は、認知症グルー

プホームの介護職645

人を分析対象者とし

た。

＜看＞認知症グループホームの

介護職に対してストレスの実態

と虐待の認識の関連を明らかに

することを目的とした。

郵送法による無記名自記式質

問紙調査。

虐待に関する個人の認識から、「虐待までいか

ないが，不適切なケアがあると思う。」虐待に

関する職場環境の認識では「自分の働く施設で

は虐待がないと思う。」
12

教科書・認

知症の扱

い・小学生

と大学生

「総合的な学習の時間」とリンクする

「道徳の授業」に向けて　高齢者に関わ

る社会問題(認知症など)の教材から

Author：福島 信也(森ノ宮医療大学 保健

医療学部看護学科)

Source：森ノ宮医療大学紀要12号

Page69-84(2018.03)

論文種類：原著論文

平成30（2018）年度か

ら小学校（中学校は平

成31（2019）年度）で

「特別の教科 道徳」の

教科書ととＡ大学1年

次生において、特別講

義「大学と地域社会」

を受講した学生118名

Ｂ大学2年次生におい

て、「道徳教育の理論

と方法」を受講した学

生17名 大阪市立Ｃ小学

校6年の1学級におい

て、道徳の授業を受け

る児童26名 。

＜看＞「認知症」の人の尊厳の

ある暮らしを担保するために、

地域の担い手の育成を早期に始

める必要があるという観点か

ら、小学校教育において「認知

症」がどのように扱われている

かを明らかにすることを目的と

する。

平成30（2018）年度から小学

校（中学校は平成31（2019）

年度）で「特別の教科 道徳」

とし

てスタートする教科書の教材

ではどのように扱っているか

を調査。現在の子どもたちが

「認知症」に対してどのよう

な意識をもっているかをアン

ケート調査。

8社の教科書を精読した感想は、授業がしやす

いように懇切丁寧な内容になっていることだっ

た。それだけに、「教科書を読んで感想を書い

て終わり」という授業になってほしくないと

願っている。教科書に依存する授業に陥らない

ために、また、高齢者を敬愛し尊厳をもって接

する観点からも、相互に啓発する「総合的な学

習の時間」と「道徳の授業」のリンクした取り

組みを今後の研究を通して明らかにしていきた

い。

11

精神病院・

高齢者転倒

精神一般病棟における高齢者の転倒・転

落調査　背景と要因を分析して

Author：住友 真実(光愛会光愛病院), 有

我 譲慶, 森 美由紀

Source：日本精神科看護学術集会誌61

巻1号 Page342-343(2018.06)

論文種類：原著論文

Ｂ病棟の看護および介

護職員。２か月間に17

件の調査用紙記入が

あった。そのうち15件

を有効回答とした。

＜看＞精神一般病棟における高

齢者の転倒・転落の傾向と要

因，背景を調査・分析し，安

全・安楽，ADLの向上に配慮し

たケアと転倒・転落の予防に役

立てる。

質問紙調査：研究者が作成し

た「転倒・転落に関する調査

用紙」をスタッフに配布し，

転倒・転落事故が発生した時

に，項目の記入を依頼。質問

項目ごとに自由記載欄を設け

た。分析方法：調査項目ごと

に単純集計。自由記載欄につ

いては質的に分析した。

拘束については身体的苦痛や尊厳の問題などが

指摘されている。調査結果でスタッフが意識し

ているように，身体拘束に頼らないケアの工夫

が重要（という意識）である。

7

学生・自己

アセスメン

ト

医療福祉職のリスクマネジメント　エイ

ジング論講義にQOL指標を用いて自己ア

セスメントを行う効果(2)

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 庄司 光子, 黒澤

繭子

Source：Quality of Life Journal19巻1号

Page20-33(2018.09)

論文種類：原著論文

大学課程の看護学科1

年次生と福祉学科1年

次生の総合科目に配置

している授業で「エイ

ジング論」の科目を受

講した学生

＜看＞大学課程の看護学科1年次

生と福祉学科1年次生の総合科目

に配置している授業で「エイジ

ング論」の科目を受講した学生

が、学生自身のリスクマネジメ

ントに重要となる、事故防止の

ケアを行うための「三つの枠組

み」の一つ「看護・介護する側

のアセスメント」を、QOLの指

標を用いて調査し(無記名、自記

式)、今後の教育の方向性を検討

することを目的とした。

無記名、自記式。 学生の健康や生活環境の満足・医療への信頼性

の高さから、QOLの高い生活を送れることが、

今後も尊厳あるケアを提供する基盤であり、自

己アセスメントはケア事故の防止の意識と高齢

者の尊厳を高める。（と思う）

8
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2）Pub Med 2件の先行研究（keywords：Awareness. Dignity. Care worker. Nursing home） 

調査対象になった先行研究の 2件は、質的研究が 2件であった。先行研究の発表年の年代は

2013年と 2015年であった（表 2）。 

 

表 2.Pub Medの尊厳の意識に関する先行研究一覧表（2件） 

 

テーマ 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 尊厳の意識
論文

no

介護職・認

知症・口腔

ケア

生活機能の視点からみた介護職員の認知

症入所者への口腔ケアの認識

Author：蔵屋敷 美紀(福井医療大学 保健

医療学部看護学科), 中村 陽子

Source：北陸公衆衛生学会誌(0386-

3530)45巻1号 Page10-24(2018.10)

論文種類：原著論文

介護福祉士14名(男性4

名、女性10名、平均年

齢40.2±4.7歳)

＜看＞介護職員の認識を通し

て、生活機能の概念、口腔ケア

と生活機能との関係性、そして

口腔ケアの意義を明らかにす

る。

グラウンデッドセオリーアプ

ローチを用いて分析した。

（入所者の尊厳を尊重より）ロ腔ケアで時間を

確認から、「介護職員の役割は,朝,昼タの時間の

流れを口腔ケアからわかってもらうように関わ

る事はとても大切だ。」（入所者の尊厳を尊重

より）「相手の立場で考えるから、ロ腔ケアに

抵抗する認知症入所者は,職員の声かけが命令口

調になっている時がある。もっと相手の立場に

なって考えれば,違った声かけになると思う。」

6

学生・自己

アセスメン

ト

医療福祉職のリスクマネジメント　エイ

ジング論講義にQOL指標を用いて自己ア

セスメントを行う効果(3)

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 庄司 光子, 黒澤

繭子

Source：Quality of Life Journal20巻1号

Page36-51(2019.09)

論文種類：原著論文

「エイジング論」の科

目を受講した学生

＜看＞「エイジング論」の科目

を受講した学生が、学生自身の

リスクマネジメントに重要とな

る、事故防止のケアを行うため

の「三つの枠組み」の一つ「看

護・介護する側のアセスメン

ト」を、QOLの指標を用いて調

査し(無記名、自記式)、今後の

教育の方向性を検討することを

目的とした。

無記名、自記式。 学生の健康や生活環境の満足・医療への信頼性

の高さからQOLの高い生活を送れることが今後

も尊厳あるケアを提供する基盤であり、自己ア

セスメントはケア事故の防止の意識と高齢者の

尊厳を高める（という意識）。
4

特養・新人

介護福祉

士・倫理

特別養護老人ホームにおける新人介護福

祉士の実践と養成教育の課題　倫理綱領

遵守の観点から

Author：織田 なおみ(西野学園札幌医学

技術福祉歯科専門学校)

Source：北海道医療大学看護福祉学部学

会誌(1349-8967)17巻1号 Page23-

33(2021.03)

論文種類：原著論文

本研究に同意を得た特

養に勤務する養成施設

卒業後2年目の介護福

祉士8名

＜看＞特別養護老人ホームに勤

務する介護福祉士養成施設卒業

後2年目の新人介護福祉士の実践

状況を倫理綱領遵守の観点から

整理し、養成教育の課題につい

て示唆を得ることである。

本研究に同意を得た特養に勤

務する養成施設卒業後2年目の

介護福祉士8名に対し半構造化

インタビュー調査。を実施

し、実践状況についてコード

化の後、12のカテゴリー、61

のサブカテゴリーが抽出され

た。

あるべき理想と現実のディレンマとして、自分

の生活と比べると，当たり前のことが当たり前

ではなく，おかしいと感じる施設ケア。利用者

の思いを受け止められず介護者の思いが伝わら

ない歯がゆさ。和気あいあいとした生活支援の

イメージとは違う，介護者主体の支援と現状へ

の戸惑いや，＜統一されているはずのケアのや

り方が，人それぞれ違うということへの疑問や

戸惑い」。人と人とのつながりを育む介護の醍

醐味として利用者の心身状態の向上や気持ちの

変化は介護のやりがい。「施設の運営方針や経

営理念を意識して実践する場面はない」と語っ

ている．「やってもやっても状態が良くならな

かったりっていうことの繰り返しだと，働いて

る側も何やってんだろうと虚しくなる」て＜職

員と利用者ではなく，人と人としての共感や関

わりができ，笑顔や言葉を返してくれることは

介護の達成感＞

1

テーマ
英文　発表年　著者　雑誌名　研

究課題
対象 目的 研究手法　尺度　　統計手法 尊厳の意識 論文no

個人の尊厳・介

護施設・医師

看護師

Can personal dignity be

assessed by others? A survey

study comparing nursing home

residents' with family members',

nurses' and physicians' answers

on the MIDAM-LTC.

Oosterveld-Vlug MG,

Onwuteaka-Philipsen BD,

Pasman HR, van Gennip IE, de

Vet HC.Int J Nurs Stud. 2015

Feb;52(2):555-67. doi:

10.1016/j.ijnurstu.2014.06.007.

Epub 2014 Jun 19.PMID:

25005175

オランダの6つの老人

ホームの一般医療病

棟。参加者：95人の

老人ホームの入所

者、その家族、看護

師、老人介護医

異なる種類の代理人の応答が、

入居者の個人的尊厳を評価する

際の老人ホームの住民の対応と

どの程度対応しているかを探

る。

設計：断面調査。

メソッド：認識率は、尊厳に

関する入所者と代理人回答の

間で計算された 。 介護施設の

場合、31の反応まや経験から

構成され、存在感と尊厳に影

響を与える全体的な個人の尊

厳のための単一の項目とし

た。

家族は、入所者の生活の中で必要とされるものの存在

だけでなく、尊厳への影響を過大評価する傾向があっ

た。しかし彼らは入所者の尊厳がかなり侵害されたと

きに最もよく認識することができたが、医師や看護師

はこれを頻繁に認識できていなかった。医師や看護師

は、特定の項目で特に彼ら自身が関与している入所者

の尊厳に対して影響するケア項目について認識できて

いない傾向にあった。
4

13人の医師と15人の

看護師

尊厳を保つのは、終末期医療の

重要な要素であり、また老人

ホームで与えられるケアの重要

な要素です。個人の尊厳に影響

を与える要因は、老人ホームの

入所者と職員の視点の両方から

研究されています。しかし、老

人ホームのスタッフが毎日の練

習で個々の居住者の個人的な尊

厳を認識し、促進する方法や、

老人ホーム内の尊厳を保つス

タッフの経験についてはほとん

ど知られていません。この研究

の目的は、この中でより多くの

洞察を得ることです。

13人の医師と15人の看護師と

の詳細なインタビューを行っ

た質的記述的なインタビュー

研究。オランダの4つの老人

ホームの一般医療病棟で最近

認められた30人の老人ホーム

入所者の個人的尊厳について

意見を表明。インタビュー

は、テーマ分析の原則に従っ

て文章起こしされ、分析され

た。

あなた自身が扱われたいと思うように他の人を扱う:

それは私にとって尊厳の重要な特徴です。敬意を払っ

て、それは間違いなく私が考える最も重要なことであ

り、敬意を払うアプローチと治療です。(認定看護助

手、25~30年)私はあなたがプライバシーを保護する

ためにできる限りのことをすべきだと思います。だか

ら、あなたが誰かの体を洗う時には、ドアを閉めてお

いてください。それも尊厳の問題です。そして、人々

をミスターまたはミセスと呼び、彼らをまともに扱

う。私がここで言いたいのは、あなたが人々の話をき

ちんと聞くということです。(認定看護助手、60~65

年)個人住民の尊厳と尊厳を守る要素に対する彼らの

見方にはほとんど違いが見つかりませんでした。どち

らも、尊厳に影響を与える身体的および心理社会的側

面に関心を持っていました。

2

介護施設・医師

看護師・尊厳の

認識

Nursing home staff's views on

residents' dignity: a qualitative

interview study.

Oosterveld-Vlug MG, Pasman

HR, van Gennip IE, Willems DL,

Onwuteaka-Philipsen BD.BMC

Health Serv Res. 2013 Sep

16;13:353. doi: 10.1186/1472-

6963-13-353.PMID: 24041222

Free PMC article.
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3）尊厳に関連する社会の動きと先行研究の発表年の年表 

海外と日本国内における尊厳に関する社会の動きと先行研究の発表年を示した。第二次世界大

戦終結から国連憲章、日本国憲法に個人の尊厳が基本原理とされた。その後、WHO設立、国連に

よる「世界人権宣言」を経て、医療分野における「尊厳死」「安楽死」など人間の生命の尊厳か

ら、「終末期医療」「緩和ケア」「認知症ケア」など高齢社会への移行に向けて、人の尊厳につい

ての意識調査が報告されていた（表 3）。 

 

表 3. 尊厳に関連する社会の動きと先行研究の発表年の年表 

 

書籍

年代 海外 日本国内 文献番号)「題名」 海外 日本国内

第二次世界大戦終結 ポツダム宣言受諾

国連憲章・人間の尊厳

（個人の尊厳）を基本原理

1947
日本国憲法・「個人の尊厳」（個人の尊重）と人格価

値の尊重を基本原理

世界保健機構（WHO）設立

国連「世界人権宣言」

1949 世界医師会「医の倫理に関する国際規定」

1950 精神衛生法

1951 世界保健機構に加盟

1963 老人福祉法制定

1972 「恍惚の人」

1975 国連「障害者の権利宣言」

1976 米国「カレン裁判」判決

世界医師会 日本初ホスピス開所

「患者の権利に関するリスボン宣言」 厚労省初めて「ターミナルケア研究」に助成

1982 老人保健法制定

世界医師会「マドリード宣言」 第1回「がん看護学会」開催

（安楽死に関する宣言） 「ホスピスケア研究会」発足

介護福祉士、社会福祉士が誕生

1988 介護福祉士養成教育開始

世界医師会
厚労省「末期医療に関するケアの在り方の検討会」報

告書

「高齢者の虐待に関する香港宣言」 高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略（ゴールドプラン）

1990 WHO「緩和ケアの定義」

1994
新・高齢者保健福祉推進十カ年戦略（新ゴールドプラ

ン）

1996 6)「Beyond Caring」

1997 認知症グループホーム創設

1999 厚労省から「身体拘束禁止」が打ち出される

2000 介護保険法施行

2001 医49.

2002 WHO「緩和ケアの定義」改訂 緩和ケア診療加算の新設 医47.

2003
高齢者介護研究会設置（２０１５年の高齢者介護～高

齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~）

2004 痴呆から認知症に呼称変更 医45.医48.

個人情報保護法施行,障害者自立支援法の成立

地域包括支援センター発足

高齢者虐待防止法施行,バリアフリー法施行 医40.

看取り介護加算新設

2007 医41.

2008 医37.医39.

2010 医31. 医35.

2011 17)「人間の尊厳を問い直す」 医33.

2012 認知症施策5か年計画・厚労省（オレンジプラン） 医30.

2013 P2.

2014
医19.医23.医24.医25.

医26.

2015 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
18)「人間の尊厳を考えるための練習問

題」
P4. 医18.

20)「人間の尊厳と人格の自律」

2017 4)「尊厳概念のダイナミズム」 医13.

2018 医6.医7.医8.医11.

2019 認知症施策推進大綱 医24

2021 5)「尊厳」 医1．

1989

2005

2006

尊厳に関連する社会の動き 先行研究文献

1945

1948

1981

1987
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Ⅲ.調査 1考察(文献レビュー) 

 

調査 1 の目的は、歴史的背景を踏まえ人の尊厳に対する意識に関する先行研究を明らかにする

ことを目的とした。人の尊厳に対する意識調査が時代背景とともにどのようになされてきている

のか、流れを述べる。 

日本国内の先行研究 26 件中 22 件が看護分野からの報告であった。その他は医師 1 件、介護分

野 3 件であった。第二次世界大戦終結後から「個人の尊厳」が国連憲章や日本国憲法の基本原理

になり、朝日新聞出版(2018)の報告では 3)、日本では 1970 年に「高齢化社会」を迎え、1994年に

「高齢社会」2007年に「超高齢社会」に突入したが「高齢社会」「超高齢社会」を迎えるまでの期

間の中で、看護分野で人の尊厳に対する意識の高まりがみられていることが伺える。 

 

１．尊厳に関連する社会の動き（海外・国内） 

Daniel F.Chambliss（1996）らは 4)、両親はもう娘が回復しないと知るとカレンの命をつない

でいる人工呼吸器を外すよう希望して、ニュージャージー州最高裁判所は人工呼吸器を外すこと

を認める判決を下した。「尊厳死」がはじめて裁判で認められたいわゆるカレン裁判の判決(1976

年)を報告している。 

1987 年に世界医師会による「マドリード宣言(安楽死に関する宣言)」、日本では同年に第 1 回

「がん看護学会」が開催された。その後「終末期医療」「緩和ケア」など医療分野における生命の

尊厳へ注目が集まる中で 1989 年「高齢者の虐待に関する香港宣言」「高齢者保健福祉推進十ヵ年

戦略（ゴールドプラン）」が発表されて、超高齢社会へ向かう社会的な意識が高まっている。2000

年の「介護保険法施行」そして 2003年には厚労省内に設置された高齢者介護研究会(2003)より 5)、

「2015年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて～」が発表された。この中で、

高齢者介護の課題としてこれからの目指すべき「高齢者の尊厳を支えるケア」を確立していくた

めには、高齢者介護の現状を踏まえ、そこから導かれる課題を明らかにした上で、高齢者介護の

あるべき姿の実現に向けて、その課題を解決するための具体的な方策を講じていかなければなら

ない、と述べられている。さらに高齢者が自分の持てる力を活用して自立して生活することを支

援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」であると述べら

れている。 

加藤ら（2017）と 6）、マイケル・ローゼン(2021)は 7)、尊厳の概念は、第二次世界大戦後に「国

連憲章」・「世界人権宣言」から「日本国憲法」・「ドイツ連邦共和国基本法」まで法概念として地

位を獲得したとしている。高齢社会（1994）以降、社会的に高齢者を始めとした人の尊厳の意識

が高まり、調査研究が盛んになってきている。調査対象は、医療従事者・患者・家族・学生・介護

職・住民と多岐にわたっている。 
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２．尊厳に対する意識調査（海外・国内） 

海外における先行研究で、Oosterveld-Vlug MGら(2013)は 8)、「あなた自身が扱われたいと思う

ように他の人を扱う(ことが)尊厳の重要な特徴だ。」(認定看護助手)「プライバシーを保護する、

それも尊厳の問題です。そして、人々をミスターまたはミセスと呼び、彼らをまともに扱うこと。」 

(認定看護助手)「個人住民の尊厳と尊厳を守る要素にほとんど違いが見つからない。どちらも、

尊厳に影響を与える身体的および心理社会的側面に関心を持っていた。」と述べている。さらに

Oosterveld-Vlug MGら(2015)は 9)、別の研究で、「家族は、利用者(入所者)の尊厳への影響を過大

評価する傾向があった。医師や看護師は、彼ら自身が関与している利用者(入所者)の尊厳に対し

て影響するケア項目について認識できていない傾向にあった。」と述べ、利用者（入所者）の尊厳

に対する意識は、身内である家族と他人である医師や看護師では認識に大きな違いがあると報告

している。相手の年齢や身体がどのような状況にあっても、自分が扱われたいと思うように扱い、

相手を尊重して話しかけることが大切であり、相手の心身に関心を寄せることの大切さが示され

ている。また身内は利用者(入所者)の尊厳をとても高く意識していて、他人である第三者は医療

従事者であっても身内と比べると利用者(入所者)の尊厳に関する意識が低いというギャップが

2010年代に明らかにされている。 

 日本国内における先行研究について、橋本ら(2001)は 10)、看護学生のアンケート調査から「老

人との同居経験は,「役に立つ」「家族にとって必要な存在である」「自己決定権がある」というよ

うに老人の価値や存在を強く意識しており、「老人の尊厳を重んじる気持ちや暖い眼差しがあっ

た。」と述べている。Hidaka Kikue ら(2002)は 11)、在宅療養の患者に対する看護師への調査から

「患者の QOL を改善、回復の可能性を高めることが患者の尊厳を守ること」と述べ、織田(2021)

は 12)、新人介護福祉士を対象にしたインタビュー調査で「利用者の心身状態の向上や気持ちの変

化は介護のやりがい。」と報告している。患者や利用者の改善、回復、心身の向上が相手の尊厳を

守ることであり、自分たちのやりがいにつながっていると理解できる。 

 終末期医療で、山下ら(2004)は 13)、「痴呆(認知症)高齢者の生活の質や尊厳ある終末を保障（す

べき）。」と述べ、小路ら(2004)は 14)、在宅療養の患者のインタビューで「最期まで人に迷惑をか

けず、自分で責任もって生き(ることが)人間の尊厳を全う（すること）。」と報告している。最期

まで人間らしく、自分らしくいることが尊厳と捉えている。 

 経管栄養と尊厳について、今野ら(2014)は 15)、看護学生を対象にしたグループ討議から「（経管

栄養）栄養チューブを用いているとほとんどみじめで尊厳がない。」また反対意見として「本人の

意思、家族の意思があるのであれば、栄養チューブ使用も尊厳がある」と賛成意見と反対意見が

対立していたと述べている。 

 田中ら(2011)は 16)、認知症に関する教育の実態について特養の看護と介護職の差として、「人と

しての尊厳」で看護が高いのは、日本看護協会の「看護者の倫理綱領」で最初に人間としての尊

厳が述べられていて、看護教育や看護の実践の場で「看護の倫理綱領」が看護職の行動指針とし

て普及啓蒙された結果と考える、と述べている。「看護の倫理綱領」が行動指針として普及啓蒙さ

れた結果、看護における「尊厳」の研究が数多く報告された可能性がある。 

 また海外と日本国内における尊厳に対する意識の違いについて、長町ら(2011)は 17)、日本思想
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と西洋思想について、生命平等主義的な考え方をもつ前者と人間中心主義的な発想の後者とで

は、自然の中での人間の位置づけも人間の尊厳が意味するものも異なっている、と述べている。

さらに岸(2015)は 18)、「人間の尊厳」という概念は現代の政治、医療、福祉の基本的な考えとな

っているにもかかわらず、日本人にとって、とても定義しにくい概念だ、と述べている。尊厳が

西洋の思想を出発点にしていることから、日本人にとって人間の尊厳という概念を深めていくこ

とは、困難な課題になっているのではないかと考えさせられる。加藤ら(2017)によると 6)、「高

齢者の尊厳」がどのように理解されているかを検討した結果として、「高齢者の尊厳」は「尊厳

死」の問題とも密接に関連する。この論点に関して大変興味深かったのは、高齢者介護の現場で

「尊厳」がいわば「らしさ（Iikeness/Wieheit）」として理解されているという事実である。「人

間の尊厳」は「人間らしさ」ということになるわけである。こうした尊厳理解は欧米の議論では

皆無であっただけに、欧米での理解と比較すると規範的機能が弱い理解であるとはいえ注目に値

する、と述べており、やはり欧米と日本国内における尊厳に対する理解の違いが存在していた。

このことは、ミヒャエル・クヴァンテ(2015)によると 19)、自己決定の権利および人間の尊厳が、

自律の思想と密接に結びついていることは、いまや疑いようのないことである、と述べているこ

とから「主に自己決定が人間の尊厳という西洋思想」と「主に人間らしさが人間の尊厳という日

本思想」と、尊厳への認識の違いが捉えられた。 

 

 これらから第二次世界大戦終結から、個人の尊厳が認識され始め、当初は「尊厳死」や「安楽

死」など生命の尊厳が注目されていたが、西洋思想に基づいて、看護を中心にケアの分野におけ

る高齢者の尊厳、人間の尊厳が論点になった調査研究が始まって今日に至っている。しかしなが

ら、日本国内において特別養護老人ホームの介護職を対象とした利用者の尊厳について意識を調

査した研究は検索できなかった。 

 以上のことから介護保険の理念である「尊厳」について、特別養護老人ホームの介護職は利用

者の尊厳をどのように意識してケアを行っているかを明らかにする必要がある。 
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第 3章 調査 2 量的研究 

 

Ⅰ. 調査 2研究方法（量的研究） 

 

 1)調査対象と選定方法 

調査対象は全国 47 都道府県各 5 施設の特別養護老人ホームを、2019 年 8 月時点のワムネット

より、都道府県ごとに順列で 10番目、20番目、30番目、40番目、50番目を選択して合計 235施

設を対象とし、1施設 10名の介護職（常勤・夜勤あり）にアンケートを配布した（2,350名）。 

 

 2）調査方法 

 郵送法による無記名式アンケート調査をした。 

 

 3）調査期間 

 調査期間は 2020年 7月～8月に実施した。 

 

 4）調査項目 

介護職の調査（属性、経験、利用者の尊厳に関する意識のこと） 

「利用者の尊厳を大切に介護していると思うか・利用者の ADL が自立することは尊厳をたもつ有

力な方法だと思うか・自立している利用者よりも全介助の利用者のほうが尊厳に気を配るべきか・ 

マズローの 3 大欲求（自己実現、自尊、所属）を充たすことが尊厳を大切にすることか・空腹、

不快感、苦痛などの生理的状況を解決してあげることが尊厳を大切にすることか・おむつよりト

イレのほうが尊厳をたもちやすいか・おむつ交換は定時より随時のほうが尊厳をたもちやすいと

思うか・食事は常食常菜が尊厳を大切にすることか・食事は自分で食べるよう見守るのが尊厳を

大切にすることか・食事は一口ごとに何を食べるか確認することが尊厳を大切にすることか・車

椅子は本人の尊厳を大切にすることか・歩行器や杖を使って自力歩行は尊厳をたもつのに役立つ

か」 

 

5）分析方法 

 全体の傾向をみるために、単純集計をおこない、利用者の尊厳を大切に介護している項目につ

いて「とてもそう思う」と「少し・あまり・まったくない」の 2 群に分けて各項目と差を検証し

た。（ノンパラメトリック検定）。統計解析には IBM SPSS Statistics22を用いた。有意水準は 5%

とした。 

 

Ⅱ.倫理的配慮(量的研究) 

倫理的配慮としては、調査 2 では無記名式のため個人が特定されないことなどを文章で説明し

た。なお本研究の計画および実施については国際医療福祉大学の倫理審査委員会の倫理審査の承

認を受けて実施した（承認番号 19-Ig-84-2）。 
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Ⅲ.調査 2結果(量的研究) 

 全国の 235施設に勤務する管理者に施設に関するアンケートと、介護職各 10名にアンケートを

配布した結果、25施設（管理者 25名 回収率 10.6%）、介護職 217名（回収率 9.2％）から回答を

得た。 

 

1．介護職の属性 

1）介護職の性別、年齢、保有資格、現在の施設の経験、介護職の経験を一覧に示した。（表 4） 

表 4.介護職の属性 1                                    n=217 

    度数 (%) 

性別       

 
男性 94 43.3 

 
女性 123 56.7 

年齢       

 
20 代 53 24.4 

 
30 代 59 27.2 

 
40 代 55 25.3 

 
50 代 36 16.6 

 
60 代 6 2.8 

 
無回答 8 3.7 

保有資格 （複数回答）   保有 

 
介護福祉士 197 90.8 

 
社会福祉士 6 2.8 

 
ホームヘルパー 57 26.3 

 
介護支援専門員 19 8.8 

 
正看護師・准看護師 2 0.9 

 
社会福祉主事 28 12.9 

 

その他(あんまマッ

サージ師・認知症ラ

イフパートナー・認

知症介助士) 

4 1.8 

 
保有資格なし 2 0.9 

    

    

 

 

 

 



16 

 

介護職の経験年数                                n=217 

  度数 無回答 

平均値

（月） 

中央値

（月） 標準偏差 最小値 最大値 

        

現在の施設の経験 213 4 92.4 79 66.45 2 300 

介護職の経験 208 9 127.8 120 70.90 4 350 

 

2．介護職の意識 

 

1）利用者の尊厳に影響しやすい援助領域と ADL介助の選択 

利用者の尊厳に影響しやすい援助領域の選択（複数回答）と利用者の尊厳により影響しやすい

ADL 介助の選択（複数回答）に関して、尊厳に影響しやすい ADL 介助は、「排泄介助」が 206 件

（94.9%）ともっとも多く、次いで「入浴介助」が 175件（80.6%）であった（表 5）。 

 

表 5.利用者の尊厳に影響しやすい援助領域と ADL介助の選択 

                        ｎ=217 

  
（複数回答） 度数 (%) 

利用者の尊厳に影響しやすい援助領域の選択 ADL の援助介助 182 83.9% 

 
買い物など IADL の援助介助 54 24.9% 

 
趣味などレク活動の援助介助 81 37.3% 

 
散歩など外出支援 49 22.6% 

 
人との交流の援助 2 0.9% 

 
病気の看護・治療の援助 103 47.5% 

  無回答 4 1.8% 

利用者の尊厳により影響しやすい ADL 介助の選択 食事介助 142 65.4% 

 
排泄介助 206 94.9% 

 
歩行介助 36 16.6% 

 
入浴介助 175 80.6% 

 
着替え介助 75 34.6% 

 
洗面歯みがき介助 5 2.3% 

  
無回答 3 1.4% 
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2)介護職が利用者の尊厳についてどのように意識しながらケアをおこなっているか。 

 (1)利用者の尊厳を大切に介護していると思うか 

   利用者の尊厳を大切に介護していると思うかについて「少し思う」が 136名(62.7%)ともっ 

とも多く、次いで「とてもそう思う」が 70名(32.3%)であった。 

 (2)利用者の ADLが自立することは尊厳をたもつ有力な方法だと思うか 

   ADLの自立が尊厳をたもつ有力な方法だと思うかについて「少し思う」が 107名(49.3%) 

でもっとも多く、次いで「とてもそう思う」が 90名(41.5%)であった。 

 (3)自立している利用者よりも全介助の利用者のほうが尊厳に気を配るべきか 

   自立している利用者よりも全介助の利用者のほうが尊厳に気を配るべきかについて「少し 

思う」が 88名(40.6%)ともっとも多く、次いで「あまり思わない」が 66名(30.4%)であった。 

 (4)マズローの 3大欲求（自己実現、自尊、所属）を充たすことが尊厳を大切にすることか 

   マズローの 3大欲求(自己実現、自尊、所属)を充たすように援助することが尊厳を大切に 

することかについて「少し思う」が 117名(53.9%)ともっとも多く、次いで「とても思う」が 

62名(28.6%)であった。 

 (5)空腹、不快感、苦痛などの生理的状況を解決してあげることが尊厳を大切にすることか 

   利用者の空腹、不快感、苦痛などの生理的状況を解決することが尊厳を大切にすることか 

   について「少し思う」が 101名(46.5%)でもっとも多く、次いで「とてもそう思う」が 84 

   名(38.7%)であった。 

 (6)おむつよりトイレのほうが尊厳をたもちやすいか 

   おむつよりトイレのほうが尊厳をたもちやすいかについて「少し思う」が 113名(52.1%)と 

最も多く、次いで「とてもそう思う」が 58名(26.7%)であった。 

 (7) おむつ交換は定時より随時のほうが尊厳をたもちやすいと思うか 

   おむつ交換は定時より随時のほうが尊厳をたもちやすいと思うかについて「少し思う」 

が 104名(47.9%)でもっとも多く、次いで「とてもそう思う」が 88名(40.6%)であった。 

 (8)食事は常食が尊厳を大切にすることか 

   食事の常食は尊厳を大切にすることかについて「あまり思わない」が 121名(55.8%)と 

もっとも多く、次いで「少し思う」が 60名(27.6%)であった。 

 (9)食事は自分で食べるよう見守るのが尊厳を大切にすることか 

   食事は自分で食べるよう見守るのが尊厳を大切にすることかについて「少し思う」が 113 

名(52.1%)ともっとも多く、次いで「とてもそう思う」が 66名(30.4%)であった。 

 (10)食事は一口ごとに何を食べるか確認することが尊厳を大切にすることか 

   食事は一口ごとに何を食べるか確認することが尊厳を大切にすることかについて「少し思 

う」が 112名（51.6%）ともっとも多く、次いで「とてもそう思う」が 69名(31.8%)であった。 

 (11)車椅子は本人の尊厳を大切にすることか 

   車椅子を使うことは尊厳を大切にすることかについて「あまり思わない」が 123 名(56.7%) 

ともっとも多く、次いで「少し思う」が 55名(25.3%)であった。 

(12)歩行器や杖を使って自力歩行は尊厳をたもつのに役立つか 
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   歩行器や杖を使って自立歩行が尊厳をたもつのに役に立つかについて「少し思う」が 116 

名(53.5%)ともっとも多く、次いで「とてもそう思う」が 75名(34.6%)であった(表 6)。 

 

表 6．介護職が利用者の尊厳についてどのように意識しながらケアを行っているか 

           n=217 

 

歩行器や杖を使って自力歩行は
尊厳をたもつのに役立つか

75 (34.6) 116 (53.5) 21 (9.7) 3 (1.4) 2 (0.9)

車椅子は本人の尊厳を大切にす
ることか

8 (3.7) 55 (25.3) 123 (56.7) 27 (12.4) 4 (1.8)

食事は一口ごとに何を食べるか
確認することが尊厳を大切にす
ることか

69 (31.8) 112 (51.6) 33 (15.2) 1 (0.5) 2 (0.9)

食事は自分で食べるよう見守る
のが尊厳を大切にすることか

66 (30.4) 113 (52.1) 32 (14.7) 4 (1.8) 2 (0.9)

食事は常食が尊厳を大切にする
ことか

17 (7.8) 60 (27.6) 121 (55.8) 16 (7.4) 3 (1.4)

おむつ交換は定時より随時のほ
うが尊厳をたもちやすいと思う
か

88 (40.6) 104 (47.9) 19 (8.8) 3 (1.4) 3 (1.4)

おむつよりトイレのほうが尊厳
をたもちやすいか

58 (26.7) 113 (52.1) 39 (18.0) 4 (1.8) 3 (1.4)

空腹、不快感、苦痛などの生理
的状況を解決してあげることが
尊厳を大切にすることか

84 (38.7) 101 (46.5) 28 (12.9) 2 (0.9) 2 (0.9)

マズローの3大欲求（自己実現、
自尊、所属）を充たすことが尊
厳を大切にすることか

62 (28.6) 117 (53.9) 34 (15.7) 1 (0.5) 3 (1.4)

自立している利用者よりも全介
助の利用者のほうが尊厳に気を
配るべきか

38 (17.5) 88 (40.6) 66 (30.4) 21 (9.7) 4 (1.8)

利用者のADLが自立することは尊
厳をたもつ有力な方法だと思い
ますか。

90 (41.5) 107 (49.3) 17 (7.8) 2 (0.9) 1 (0.5)

利用者の尊厳を大切に介護して
いると思うか

70 (32.3) 136 (62.7) 11 (5.1) 0 (0) 0 (0)

項目
とてもそう思う

（％）
少し思う
（％）

あまり思わない
（％）

まったく思わない
（％）

無回答（％）



19 

 

3)利用者の尊厳を大切に介護しているの 2群と各項目との比較 

利用者の尊厳を大切に介護しているに関して、「とてもそう思う」と回答した人は、「少し・あ

まり・まったくない」を選択した人と比較して、利用者の尊厳を大切に介護していると考えられ

る。そのため 2群に分け比較検討を行った。利用者の尊厳を大切に介護しているかについて、「と

てもそう思う」と回答した人は、「少し・あまり・まったくない」の選択をした人と比較して、マ

ズローの 3 大欲求が尊厳を大切にすること、おむつ交換は定時より随時が尊厳をたもつ、食事の

自立が尊厳をたもつ、の 12 項目中 3項目に有意な差が認められた（表 7）。 

 

表 7.利用者の尊厳を大切に介護の 2群と各項目の比較                              n=217 

 

 

 

度数 平均値 中央値 標準偏差 上限 下限 最小値 最大値 p値

68 3.6 4.0 0.58 3.7 3.4 2 4

147 3.2 3.0 0.65 3.3 3.1 1 4

67 2.7 3.0 0.93 2.9 2.4 1 4

146 2.7 3.0 0.86 2.8 2.5 1 4

68 3.3 3.0 0.65 3.5 3.2 2 4

146 3.0 3.0 0.66 3.1 2.9 1 4

68 3.3 3.0 0.70 3.5 3.2 2 4

147 3.2 3.0 0.71 3.3 3.1 1 4

68 3.1 3.0 0.67 3.3 3.0 2 4

146 3.0 3.0 0.74 3.1 2.9 1 4

68 3.5 3.5 0.55 3.6 3.3 2 4

147 3.2 3.0 0.74 3.3 3.1 1 4

67 2.4 2.0 0.78 2.6 2.2 1 4

147 2.4 2.0 0.78 2.6 2.2 1 4

68 3.3 3.0 0.76 3.5 3.1 1 4

147 3.1 3.0 0.69 3.2 2.9 1 4

68 3.3 3.0 0.68 3.4 3.1 2 4

147 3.1 3.0 0.67 3.2 3.0 1 4

67 2.2 2.0 0.67 2.4 2.0 1 4

146 22.2 2.0 0.71 2.3 2.1 1 4

68 3.3 3.0 0.67 3.5 3.2 2 4

147 3.2 3.0 0.66 3.3 3.1 1 4

*  : p < 0.05

** : p < 0.01

車いすの使用は尊厳を大切にす
るか

とてもそう思う
n.s

少し・あまり・まったくない

歩行器や杖の自立歩行は尊厳を
たもつか

とてもそう思う
n.s

少し・あまり・まったくない

食事の自立が尊厳をたもつか
とてもそう思う

*
少し・あまり・まったくない

何を食べるか確認することが尊
厳をたもつか

とてもそう思う
n.s

少し・あまり・まったくない

おむつ交換は定時より随時が尊
厳をたもつか

とてもそう思う
**

少し・あまり・まったくない

食事は常食が尊厳をたもつか
とてもそう思う

n.s
少し・あまり・まったくない

生理的な解決が尊厳を大切にす
ることか

とてもそう思う
n.s

少し・あまり・まったくない

おむつよりトイレ利用が尊厳を
たもつか

とてもそう思う
n.s

少し・あまり・まったくない

全介助者に尊厳を配慮すべきか
とてもそう思う

n.s
少し・あまり・まったくない

マズローの3大欲求が尊厳を大切
にすることか

とてもそう思う
*

少し・あまり・まったくない

ADLの自立が尊厳に有力か
とてもそう思う

n.s
少し・あまり・まったくない

平均値の95％
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Ⅳ.調査 2考察(量的研究） 

 

調査 2 の量的研究の目的は、特別養護老人ホームの介護職は利用者の尊厳をどのように意識し

てケアを行っているかを、量的研究を通じて明らかにすることであった。 

まず介護職が利用者の尊厳に影響しやすいと思っている ADL は排泄介助が 94.9%と最も多かっ

た。さらに尊厳を大切に介護している項目を 2 群に分けて比較を行った結果、有意差がみられた

項目は、マズローの 3 大欲求が尊厳を大切にすること、おむつ交換は定時より随時が尊厳をたも

つ、食事の自立が尊厳をたもつの 3 項目であった。特別養護老人ホームの介護職が利用者の尊厳

に対してどのように意識しているかを考察していく。 

 

利用者の尊厳についてどのように意識しているかの質問に対して、空腹や不快感や苦痛を解決

することが尊厳を大切にすることかの質問に対して「とてもそう思う」は 38.7％と少なく、おむ

つよりトイレが尊厳をたもちやすいかに対しても「とてもそう思う」は 26.7%と少なかった。これ

らの結果から介護される者の自己決定に基づいて利用者の尊厳を意識しているとはいえないので

はないだろうか。 

川井ら(2014)は 20)、社会福祉法第 3条「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内

容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じた自立

した日常生活を営むことができるように支援するもの」と報告している。介護サービスはそもそ

も福祉サービスの一環であり、個人の尊厳は自立した生活を営むことができる支援とある。また

川井ら(2018)は 21)、介護の目的は、介護を必要とする人が、その人らしく尊厳をもって生きられ

るように、生活の質（QOL）の向上をはかることにあると述べている。本研究の結果にある利用者

の ADLの自立が尊厳をたもつ有力な方法かについて「とてもそう思う」（41.5%）より「少し思う」

（49.3%）が多かった。先に述べたように自立した生活を営むことができる支援が尊厳の保持であ

ることを踏まえると、尊厳の保持と ADLの自立が結び付いておらず、意識が低いことが伺える。 

さらに川井ら(2018)は 21)、尊厳を支える介護では、介護従事者が個別の人格や人生のあり方を

理解して尊重する生活援助が望まれ、日常生活行為の最大限の自立を支援することが、介護従事

者として求められていると述べている。また田中ら(2018)は 22)、いかなる状況においても自らの

意思と選択により、自分の人生をつくりあげることこそが個人の尊厳といえると述べている。排

せつ介護や食事介護などの各介護場面に、その理念や価値観が反映されなければならず、介護従

事者にはいっそう高い倫理観が必要だと述べている。一方、日野原ら(2011)は 23)、社会福祉の基

本理念は福祉サービスを必要とする人の「尊厳の保持」が目標である。「人の生活に値する日常生

活を、なにものにも侵されることなく、その人らしく維持できること」、尊厳の保持とは、人間と

して尊ばれ、侵されない存在であることと述べていて「尊厳ある暮らし」のキーになるものが自

己決定権だと述べて、必ずしも家族が利用者本人の立場に立ちその利益を代弁するものではない

として、介護職は「自分らしい生活と人生を地域社会で続けたい」という本人の意思に基づく生

活と人生を支える職であると述べている。 
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これらから言えることは、尊厳は抽象的な理念であり、尊厳の保持・回復を直接の介護サービ

ス（ケアプラン）の目標とするのではないと理解できる。特養の介護職は言葉や理念での尊厳を

知識として知っていてもどのように支援することが尊厳を尊重することなのかが具体的に示され

ていないため、利用者の尊厳を常に大切に介護しているという意識をもった介護職は 32.3%と少

なかったのではないだろうか。 

また、介護職は利用者の尊厳について、マズローの「自己実現欲求」「自尊欲求」「所属欲求」を

充たすように援助することが尊厳を大切にすることである「とてもそう思う」（28.6%）が少なか

った。本嶋(2013)は 24)、「その人らしさ」とはその人が今までに培った価値観や人生観であり，生

き様である。いかなる理由があろうとも、その人の価値観・人生観を尊重し、その尊厳を傷つけ

ることがあってはならない。そのことを知らずして援助のお手伝いをすることはできないと考え、

その人らしさを無視して行う援助は余計なお世話でしかない、と述べている。その人らしく、自

分らしく生きるということは「自己実現欲求」「自尊欲求」「所属欲求」を満たす必要があるが、

そういった意識は非常に低いといえる。 

利用者の尊厳に影響しやすい援助領域と ADL介助の質問では、排泄介助が 206名（94.9%）と一

番多かった。しかし、本研究の利用者の尊厳に影響しやすい援助領域と ADL 介助の質問では、お

むつ交換の定時交換と随時交換では、随時交換のほうが尊厳をたもちやすいと思うか、について

「少し思う・あまり思わない・まったく思わない」が 126名(58.1%)で「とてもそう思う」の 88名

（40.6%）より多かった。高橋(2017)は 25)、要介護高齢者が、気持ち良い排尿ができることは、排

泄における尊厳を守ることであり、要介護高齢者の尿失禁は、尊厳を低下させていたと述べてい

る。 

また食事は一口ごとに何を食べるか確認することが尊厳を大切にすることかについて、介護職

は自分で決めて食べているはずであるが、「とてもそう思う」69名（31.8%）と少ないのは介護職

自身の食事と利用者の食事を別のものと考えていると理解できる。 

前述の通り利用者の尊厳を常に大切に介護しているという意識の介護職は 32.3%と少数であっ

た。調査１の結果にもあるように、「主に自己決定が人間の尊厳の西洋思想」と「主に人間らしさ

が人間の尊厳の日本思想」という尊厳への認識の違いから、介護教育で具体的な指導が難しいと

考えられ、利用者の尊厳に対する意識の高い介護職は少数であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

第 4章 調査 3 質的研究 

 

Ⅰ．調査 3 研究方法（質的研究） 

 

 1)調査対象と選定方法 

調査対象は 47 都道府県の特別養護老人ホーム計 235 施設の介護職各 10 名、合計 2,350 名より

有効回答の 25施設、217名より承諾が得られた 2名とスノーボールサンプリングをインタビュー

調査に追加して計 8 名を対象にインタビューを実施した。アンケート回答者と別にスノーボール

サンプリングを追加した理由は、アンケート回答者のうちインタビュー協力者 14名にオンライン

を含めてインタビュー協力依頼を実施したところ、コロナ禍において施設に訪問してインタビュ

ーできる環境がなく、またオンラインインタビューの環境を利用できる協力者が 2 名であった。

そのため、アンケート調査内容とインタビュー調査内容を書面で示し、説明したうえで、スノー

ボールサンプリングでインタビュー調査を実施した。 

 

2)調査方法 

 質的研究による半構造化インタビューを実施した。 

 

 3)調査期間 

 2021年 8月 3日から 8月 26日に実施した。 

 

4)調査項目 

 介護職向けのインタビュー内容 

1.利用者の尊厳とはどのようなことだと考えているか。 

2.利用者の尊厳を大切に意識して介護しているか。 

3.利用者の排泄の自立が利用者の尊厳にどのように影響するか 

4.利用者の歩行の自立が利用者の尊厳にどのように影響するか。 

上記を介護職が希望する場所もしくはオンラインにて実施した。 

 

5)分析方法 

 インタビューを録音し逐語録を作成した。逐語録を意味のあるまとまりでコード化した。 

コード化した内容を共通する名前をつけてサブカテゴリーとする。さらにサブカテゴリーをまと

めてカテゴリーを作成した。コードからサブカテゴリーの生成段階でインタビュー対象者にメン

バーチェッキングを依頼した。 
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Ⅱ.倫理的配慮(質的研究) 

倫理的配慮としては、調査 3 では音声録音に施設名などの情報や氏名などの個人情報を含めず

に暗号化することを文章などで説明した。なお本研究の計画および実施については国際医療福祉

大学の倫理審査委員会の倫理審査の承認を受けて実施した（承認番号 19-Ig-84-3）。 
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Ⅲ.調査 3結果（質的研究） 

1．研究対象者の概要 

インタビューの協力者は、女性 4 名、男性 4 名であった。年齢は 31 歳～53 歳で、平均年齢 39

歳であった。介護職の経験年数は 3 年～18 年で、平均 10 年であった。また現施設での勤務年数

は 0.5年～13年で、平均勤務年数は 3.5年であった。インタビューの平均時間は 20分であった。

なお対象者 A のインタビューに関して、研究の仮説に誘導してはいけないことを強く意識してし

まい 6 分と短くなった。それを受けて対象者 B 以降は、インタビュー予定時間 20 分を目安に調

査をおこなった（表 8）。 

表 8.介護職の属性 

対象者 性別 年代 介護職経験年数 現施設勤務年数 インタビュー時間 

A 男性 40 歳代 15年 6.5年 6 分 

B 女性 40 歳代 18年 13年 25 分 

C 男性 30 歳代 7年 0.5年 21 分 

D 女性 50 歳代 3年 0.5年 25 分 

E 女性 30 歳代 13年 0.5年 19 分 

F 男性 30 歳代 7.5年 0.5年 24 分 

G 男性 30 歳代 14年 6年 23 分 

H 女性 30 歳代 9年 0.5年 20 分 
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2．介護職における利用者の尊厳に関する語り 

 分析を行った結果、8名の逐語録より 104のコードが抽出され、35のサブカテゴリーを経て 

12のカテゴリーが生成された（表 9）。 

 

表 9.介護職における利用者の尊厳に関するインタビュー カテゴリー一覧 

 

12 のカテゴリーは【介護職の好ましくない言動（22）】【介護職の主観的な考え方（16）】【一般

の人と同じ扱い（10）】【本人の要望が一番（7）】【やりたい事を叶えること（2）】【その人らしさ

（7）】【プライバシーを大切にすべき（5）】【100%は満たせない要望（2）】【望ましいトイレでの排

泄（19）】【意思表示の回復（1）】【歩行の自立は自由（10）】【コロナ禍で自由が制限されて尊厳が

失われている（3）】と命名された。以下に抽出された 12 のカテゴリーについて、記述する。 

文中では、カテゴリーを【 】、サブカテゴリーを≪ ≫、コードを＜ ＞の記号で記し、「 」

は研究対象者によって実際に語られた内容を示す。 

カテゴリー サブカテゴリー コード数

介護職の好ましくない態度 8

介護職の抑制的な言葉づかい 11

利用者の名前の不適切な呼び方 3

利用者の尊厳は介護職の基準でしか守れない 1

利用者の要望を介護職が理解する必要がある 4

利用者のお風呂の回数が少ないのは疑問を感じる 1

介護職の都合で介護していることがある 6

利用者がなんでも自立すべきとは思わない 2

利用者の要望をかなえられなくても切なさを受け止めてあげる 1

気持ちに余裕を持って利用者に接するべきと反省 1

一般人と変わらない配慮をすべき 6

過剰な介護は利用者のADLの低下につながってしまう 1

利用者の嫌なことはしない 2

人でありもののように扱わない 1

本人と家族の尊厳（選択）の衝突に対するジレンマ 4

利用者が意思表示できない場合の主体は誰か 1

利用者本人の意思を尊重できていない 2

やりたい事を叶えること 利用者の要望をかなえたい 2

生きている限りその人らしくあるべき 3

その人らしさを踏みにじらない 3

自立できるようにその人にあったケアが必要 1

プライバシーを大切にすべき 着替えや排泄のプライバシーを守るべき 5

100%は満たせない要望 利用者の要求に100%応えられないことがジレンマ 2

おむつで排泄したい人はいない 4

自分でトイレに行って排泄が望ましい 11

トイレで排泄出来たらうれしいと思う 3

食事する場所で排泄すべきではない 1

意思表示の回復 利用者にしっかり向き合うことが回復につながった 1

歩行の自立で生活が変わる 4

歩けることは喜びにつながる 2

歩行の自立は筋力ややる気につながる 2

歩行の自立でトイレに行ける 1

自由に動けることは重要だが歩行の自立は少ない 1

外出や家族との面会ができない 1

施設に閉じこもり楽しみがない 2

コロナ禍で自由が制限されて尊厳が失わ

れている

介護職の好ましくない言動

一般の人と同じ扱い

本人の要望が一番

その人らしさ

歩行の自立は自由

介護職の主観的な考え方

望ましいトイレでの排泄
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以下にカテゴリーごとのストーリーラインを示した後、該当するカテゴリーに含まれるコード

の生成例を挙げた。 

 

1）【介護職の好ましくない言動】 

 【介護職の好ましくない言動】は、≪介護職の好ましくない態度≫≪介護職の抑制的な言葉づ

かい≫≪利用者の名前の不適切な呼び方≫の 3 つのサブカテゴリーと 22 のコードから生成され

た。 

 

① ≪介護職の好ましくない態度≫ 

≪介護職の好ましくない態度≫は、＜利用者を尊重していない場面は（悪気がないかもしれな

いが）、おふざけみたいな感じで見たことがあるが、あまりよくないのではないかと思う。A-3＞

＜要望があってコール鳴らしているのに直ぐ駆けつければいいけど、他に優先する仕事があれば

そちらを優先したりして応えられなくて、「後でまた来るから待ってて」ということがちょっと多

いと思う。B-4＞＜仕事が忙しいとき（利用者さんの）前を素通りしてまで他の優先する仕事とは

何があるのだろうと思うと、ちょっと考えさせられる。B-8＞＜（利用者の尊厳のイメージとは）

目上の人であるので自分の父母が介護になった時にこういう接し方をしてほしいし、自分の両親

や祖父母がもし施設に入ったとしたならば、大切に扱ってもらえるようなケアを自分がすること

が利用者様の尊厳への対応に繋がると思う。C-2＞＜（介護職が）被り物とか面白いメガネとか顔

につける飾りとかを（つけて介助するのを）利用者さんの顔が笑っていない状態でやって、職員

が笑ったりするのはどうかと思う。C-8＞＜（利用者さんがトイレに）先程行っているわけだし、

ほかの人も（トイレに）連れていってあげないとなった時は、（利用者さんの声が）聞こえないふ

りを僕もやったことがあった。C-9＞＜（介護職の中で）認知症の方に対して、イライラされる方

というのは少なからず（いて）手が出ないまでも声が大きくなるとか、高圧的になるとか、押さ

えつけるとか、あだ名をつけたり）することがあった。D-10＞＜自分が利用者さんの立場だった

ら、その問いかけ、その声かけないんじゃないかな、とか。良かれと思ってボディタッチをする

んだけど、それが本当にその人にとって良いことなのかな、なれなれしいなど、（尊厳を尊重して

いない場面を見たことは）率直に言うとありますが、一応お客様であり人生の先輩なので、その

辺はちゃんと踏まえたほうがいいと個人的には思っている。G-3＞といった 8のコードから介護職

の好ましくない態度によって利用者の尊厳を尊重したケアが提供できていないことが語られてい

た。 

 

② ≪介護職の抑制的な言葉づかい≫ 

≪介護職の抑制的な言葉づかい≫は、＜（利用者さんに）上からもの言ったり、何で（こんな

ことも）できないのなどの言葉が（同僚から）出たとしても注意できない私もダメだと思う。B-7

＞＜利用者さんに怒鳴ったことがあり、本当に恥ずかしいし、ほんと情けないです（し）、すごい

利用者さんに声を荒げたこと（も）あってそれは「ちょっとうるさい」よりももうちょっとひど

い（言葉）であった。C-16＞＜（利用者さんの）若い頃とか、お勤めされてた頃の話を聞くと、言
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葉が親と話してるように友達言葉みたいになっちゃったりする時が多いんですけどこんな話し方

で到底話しできないような方たちの（介護職の方が）尊厳を踏みにじっている一方（なのかと思

う。）C-17＞＜親とかお婆ちゃんがもし施設に入って、職員がそういう風に（なれなれしく）話し

かけると多分僕自身は、ん？（と怒りを覚える）ってなりますし、家族さんの立場に立つと嬉し

くはない（と思う）。C-18＞＜（同僚）職員さんの態度や接遇、言葉遣いが、強い口調になったり

とか命令口調で、「これをしてほしい」「やってくれ」とか、何回も立ったりするときに「座って

下さい」ではなくて、「じゃあそこに座ってて」とかいう場面はあった。E-3＞＜（利用者さんが）

何回も立ち上がって、どうしようって時に「座ってて」と言葉遣いがちょっと強くなっていく（こ

とが）自分の中ではあった。E-4＞＜自分も含めそうなんですけど、時間が決められてる中でいろ

んなことを職員はやらなきゃいけなくて、「ちょっとおねーさん」って呼ばれたときに忙しかった

りすると「ちょっと待って」って言いがちで、ちょっと（利用者さんの）尊厳を損なっているん

じゃないかと思う。F-5＞＜重度の認知症の利用者さんとか職員が思ってる以上に予期せぬ行動し

たりする時「何してるの？」「何やってるの？」「ちょっと待って、何やってるの？」など自分も

含めて言いがちで、そこは尊厳という意味では駄目な部分なのかなと思う。F-8＞＜施設のスタッ

フからすると、気持ちに余裕がないと「ああ、もう何してるのもう」となりがちで、施設内でも

目にしたり自分も「ちょっと座ってて」と言ったりがある。F-9＞＜（利用者さんの尊厳を尊重し

ていない場面として）わかりやすいのは「待ってて、立たないで」「転んじゃうから、危ない、行

かないで」など敬語が使えていないことが多いと思う。H-5＞＜利用者さんが）歩ける方が立ち上

がろうとしたり、歩けなくて立ち上がって怪我につながる可能性があるような行動をしたとき「○

○さんどうしたんですか？なんかしたいことあります？どっか行きたいところあります？」と聞

いたうえで（どこ）行きましょうか？これやりましょうかと言うのが、1番理想だと思うが「〇〇

さん、どうしたの？」と一回ちょっと座ってくれるとか静止をかけてしまうのは、自分自身も気

をつけなければいけない（と思う）。G-15＞といった 11 のコードから、介護職の抑制的な言葉づ

かいにより、利用者の尊厳を尊重したケアが行われていないことが語られていた。 

 

③ ≪利用者の名前の不適切な呼び方≫ 

 ≪利用者の名前の不適切な呼び方≫は、＜利用者さんのお名前を呼ぶ時は基本的に苗字に「さ

ん」付けが原則ですが、学校の先生をされてたから「先生」って呼ばれる方が反応良いという方

がいても「先生」って呼びたいときはケアプランにその文言を入れなければ基本的にはダメです

し、（利用者さんの）下の名前に「ちゃん」とか呼んだり、友達感覚になっているのか、主に言葉

遣いが（悪いのが）多い。G-4＞＜（利用者さんは）弱い立場になっているといってもお客様であ

り尊敬する先輩なので、佐藤さんという人であれば”佐藤さん”と呼んで、下の名前で”何々ち

ゃん”などと呼ぶべきではない（と思う）。H-4＞＜（利用者さんにとって）ちょっと待ってて座

っててっていうのが、実際に、「じゃあどれぐらい待てばいいの」がわからないので「今、これや

ってるから、あと何分待っててください。」というように言い方を考えなければいけない（と思う）。

G-16＞といった 3 つのコードから、利用者の名前の不適切な呼び方により、利用者の尊厳を尊重

したケアが行われていないことが語られていた。 
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2）【介護職の主観的な考え方】 

【介護職の主観的な考え方】は、≪利用者の尊厳は介護職の基準でしか守れない≫≪利用者の要

望を介護職が理解する必要がある≫≪利用者のお風呂の回数が少ないのは疑問を感じる≫≪介護

職や職場の都合で介護しているのはダメだと思う≫≪利用者がなんでも自立すべきとは思わない

≫≪利用者の要望をかなえられなくても切なさを受け止めてあげる≫≪気持ちに余裕を持って利

用者に接するべきと反省≫の 7のサブカテゴリーと 16のコードから生成された。 

 

① ≪利用者の尊厳は介護職の基準でしか守れない≫ 

 ≪利用者の尊厳は介護職の基準でしか守れない≫は、＜介護職の尊厳は自分で守れるが利用者

の尊厳は介護職の基準で守るしかないと思う。A-8＞といった 1つのコードから、利用者の尊厳の

基準は介護職の基準であると語られていた。 

 

② ≪利用者の要望を介護職が理解する必要がある≫ 

 ≪利用者の要望を介護職が理解する必要がある≫は、＜80年 90年生きてきた 29名の利用者さ

んの生活歴をすべて知っているわけではなく、利用者さんを思ってはいても我慢させていること

があるのではないかと思う。B-2＞＜（看取り支援の利用者さんが）またトイレに行きたいとかご

飯食べたいけど、食べ過ぎちゃって吐いちゃって、この位食べれればいいやというので食べたい

のを止めるという場面が何回かあり、自分と利用者さんの中にも感じ方がやっぱり違う部分があ

るのかなと思いどうしたらいいのかなと思った。E-8＞＜特養に入られる方は、基本的に認知症を

持ってらっしゃるのでやりたい事・してもらいたい事っていうのがうまく（言葉で）出てこない

ことがあるから、その人が何を考えているんだろうっていうところまでこっちが考える必要があ

るのかなとは思っている。G-2＞＜食事介助の場合、その人に適してる量か分からずに”とりあえ

ず全部食べさせる”という場合に、食べ過ぎて吐くということもあり、良い量を本人の顔見なが

ら食べさせたり、見極めるのが本当はデイケアとしては正しい（と思う）。H-6＞といった 4 つの

コードから、介護職は利用者の食事や排せつなどの生理的欲求を観察して要望を理解する必要が

あると語られていた。 

 

③ ≪利用者のお風呂の回数が少ないのは疑問に感じる≫ 

 ≪利用者のお風呂の回数が少ないのは疑問に感じる≫は、＜自分たちは毎日お風呂に入ってい

るのに、利用者さんはうちでは毎日お風呂に入っていたのに、（施設では）週に 2回というのは疑

問である。B-6＞といった 1 つのコードから、介護職自身は毎日お風呂に入っていて利用者も自宅

では毎日お風呂に入っていたはずだが、それが施設では週 2 回しか入れないことへの疑問が語ら

れていた。 
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④ ≪介護職や職場の都合で介護していることがある≫ 

 ≪介護職や職場の都合で介護していることがある≫は、＜もう 2度骨折やっているのは、（施設

側の）ミスであり、家族に強く言われたら（また骨折してしまうと）こちらの責任になると思う。

B-10＞＜（仕事を）早く終わらせたいから、（介護職が）自分勝手になり、（仕事を）終わらせれば

（自分が）楽になるだろうと思う時期もあった。C-5＞＜（お風呂に）もう少し入れてあげたいな

と思いながら、でも（入浴介助を）早く終わらせれば褒めてくれる人もいた時もあって、（利用者

ではなく）自分のペースで（仕事を）やっていたと思う。C-6＞＜利用者さんが、楽しく過ごして

いけるように、そういう企画ものを立てるのが職員の仕事なんですけど、時間と職員の数が限ら

れてる中で、（企画を立てるのが）ちょっと難しいのかなと思う。F-7＞＜風呂の声掛けしても「お

風呂嫌だ」っていうかたがいらっしゃる。でも職員の中では今日入ってもらわなきゃダメなんだ

っていう頭でしかなく、（お風呂の）順番とかもその時々に変えてもらっていいのに、職員の自分

の中の流れが「次この人」というのが強く出ちゃうと無理強いしている場合がある。G-5＞＜「こ

れが嫌だ、これが嫌だ」ってなった時に綺麗にしてる事の方が本当は本人も気持ち良いんだろう

な、だけど絶対嫌だって言ってるな、人数が少ない、そうするとできるケアが限られてる本当は

この時間にトイレ行きたいんだろうな。やっぱりいかせてくださいって言って、「ゴメンナサイ、

今私 1 人しかいなくて、見守りが見えなくて…あともう何分待って下さい…」「行きたい」、そら

そうだろうと思いますが、漏れちゃうかもしれない。H-12＞といった 6 つのコードから、介護職

の気持ちや職場の都合で介護していると語られていた。 

 

⑤ ≪利用者がなんでも自立すべきとは思わない≫ 

 ≪利用者がなんでも自立すべきとは思わない≫は、＜（自立に）ならなきゃダメですかってい

う思いもあり、何でも自分で出来るのが自立なのかと、私はこれが食べたいですって言えて、自

分の思いを伝えられている時点で自立ですし、おトイレにご自分の足で行けない方でも掴まって

いただくことができれば、たとえ私たちがパンツのお手伝いしたとしても掴まることが出来てい

れば、それも自立に入っていいんじゃないかなと私は思う。D-15＞＜（排泄がパットの中で失敗

した場合）それがそうならないようになったら、どれほどいいんだろうと思いますけど、そこが

尊厳のなにがしかを決めるんだとしたら、思いやりとかっていうのが尊厳と違う、なんというの

か現場にいると本当に別に（排泄が自立しなくても）いいじゃないと思って（しまうことがある。）

D-17＞といった 2つのコードから、利用者の自立に対して消極的に語られていた。 

 

⑥ ≪利用者の要望をかなえられなくても切なさを受け止めてあげる≫ 

 ≪利用者の要望をかなえられなくても切なさを受け止めてあげる≫は、＜（利用者で）看取り

介護の方が自宅に帰りたい（と言われ）もしかしたら一番叶えて差し上げたい（けど）叶えて差

し上げられない（という）その切なさも丸ごと受け止めるということが尊厳を尊重しているとい

うところなのかと思う。D-4＞といった 1つのコードから、叶えられない要望に対する切なさを受

け止めることも尊厳を尊重することではないかと語られていた。 
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⑦ ≪気持ちに余裕を持って利用者に接するべきと反省≫ 

 ≪気持ちに余裕を持って利用者に接するべきと反省≫は、＜利用者さんの尊厳を守るってこと

は接遇マナーとかが繋がると思うので、改めて自分の介護を振り返ってみると気持に余裕を持っ

て利用者さんに接するべきと反省する。F-16＞といった 1 つのコードから、介護職の気持ちの余

裕が尊厳を守ることに繋がると語られていた。 

 

3）【一般の人と同じ扱い】 

【一般の人と同じ扱い】は、≪一般人と変わらない配慮をすべき≫≪過剰な介護は利用者の ADL

の低下につながってしまう≫≪利用者の嫌なことはしない≫≪人でありもののように扱わない≫

の 4 つのサブカテゴリーと 10のコードから語られていた。 

 

① ≪一般人と変わらない配慮をすべき≫ 

≪一般人と変わらない配慮をすべき≫は、＜利用者の尊厳とは、いやなことも恥ずかしいこと

もあると思うので、一般人と変わらないような配慮をすることである。A-1＞＜利用者は（自分の

要求を）訴えられなかったり、しゃべれない方もいるので、介護側が本人のことを配慮して行う

べきである。A-2＞＜（利用者の）生命としての尊厳っていうことで、高齢者だからとか、介護職

だからとかではなく人が命として生をうけてもっているものっていう風に私は捉えて仕事をして

いる。D-21＞＜集団生活でこういう大きな施設で生活する利用者さんがいっぱい居る中で、高齢

施設に生活している利用者さんじゃなくて、何々さん一個人として接してあげて一個人、ひとり

の人間として、個人を尊重することかなと思う。F-1＞＜（前の施設は介護が重度の）方ばっかり

だったが、もしも障害とか認知（症）がなかったら出来ていることが（できなくても）一緒に寄

り添って「できるかもしれない」と励ましてやってもらって「できた」って言って（あげる）のも

尊厳だと思う。H-1＞＜（利用者さんは）普通の人であり、（自分のことが）できないからといっ

て物とかではないと思うので、やりたくないことでも、もしかしたら本当はやりたいと思ってい

たりするが、基本的には笑顔になっていただくことが大切だと思う。H-3＞といった 6つのコード

から、一般人と変わらない配慮がたらないことから利用者の尊厳を尊重したケアが行われていな

いと語られていた。 

 

② ≪過剰な介護は利用者の ADL の低下につながってしまう≫ 

≪過剰な介護は利用者の ADL の低下につながってしまう≫は、＜介護施設って過剰介護になり

すぎな部分もあって、例えば一人で洗濯物がたためる所を職員がやってあげるんじゃなくて、で

きることはなるべく無理しない範囲で利用者さんにやってもらうべきで、（できることまで）職員

が奪ってしまうと ADL の低下に繋がってしまったりとか、利用者さんが生きる意欲をなくしてし

まうと思う。F-4＞といった 1つのコードから、過剰な介護による ADLの低下から利用者の尊厳を

尊重したケアが行われていないと語られていた。 
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③ ≪利用者の嫌なことはしない≫ 

 ≪利用者の嫌なことはしない≫は、＜自分がされたら嫌なことはしない（ことに気をつけてい

るのは）してほしくないことは生きて行く上において最低限、皆同じようなベースがあるんじゃ

ないかと思う。D-2＞＜（尊厳について）言葉として何か改まった事を言わなければならないと思

ったが、（利用者さんにとって）嫌なことは、なるべく自分はしたくないし相手にとって嫌なこと

はしない。H-14＞といった、2つのコードから、介護職が利用者の立場だったら嫌なことはしない

ということから、利用者の尊厳を尊重したケアが語られていた。 

④ ≪人でありもののように扱わない≫ 

 ≪人でありもののように扱わない≫は、＜利用者の尊厳とは排泄やお着替えなど日々生活する

中で行うことを踏みにじらないことと「もの」のように扱わないことである。C-1＞という 1つの

コードから、利用者は人でありもののように扱わないことで、利用者の尊厳を尊重したケアが語

られていた。 

 

4）【本人の要望が一番】 

 【本人の要望が一番】は、≪本人と家族の尊厳（選択）の衝突に対するジレンマ≫≪利用者が

意思表示できない場合の主体は誰か≫≪利用者本人の意思を尊重できていない≫の 3 つのサブカ

テゴリーと 7のコードから生成された。 

 

① ≪本人と家族の尊厳（選択）の衝突に対するジレンマ≫ 

 ≪本人と家族の尊厳（選択）の衝突に対するジレンマ≫は、＜家族がもう骨折はいやだからト

イレに連れて行かないで（と言われるが）本人は尿意も便意もあってトイレに行きたいと言うの

が（利用者さんには）上手にごまかしてトイレにお連れしていない（のは）家族の意見も大事だ

からだが、本人がトイレに行きたいって言っているのに、なんでトイレダメなのか疑問である。

B-9＞＜本人も（話が）そこそこわかる方でしたが、胃ろう造設は家族さんが決めて、家族から経

口摂取はさせないでくださいということになっている。B-13＞＜（家族から）歩かせないでくだ

さい、車椅子から決して離さないでください（と言われて）ご本人は歩くことが出来、職員が見

守っていれば歩けますよとお伝えしても認めてくださらない。D-6＞＜私たちも自分の尊厳（とし

て）、幸せになりたいとか元気になりたいとか、今日はこうしたい（など、）それが叶えられ、今

この瞬間、お水が飲みたいことが叶えられる（が）（利用者は）ご家族がダメですと言われたらダ

メなのかとか、私たちの一存では決められないという（ジレンマを感じる）。D-8＞といった 4 つ

のコードから、本人と家族の選択が衝突していることから、利用者の尊厳を尊重したケアの提供

の障害になっていると語られていた。 

 

② ≪利用者が意思表示できない場合の主体は誰か≫ 

 ≪利用者が意思表示できない場合の主体は誰か≫は、＜チームカンファがあって、この方はこ

のようにこれから介護して行きます（と決めているが）認知症だったり、ご自分の意見が言えな

い状態にある方のご希望を一体誰が言うのか誰が主体なんだろう？と、現場に居ると思う。D-9＞
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の 1 つのコードから、利用者の意思表示の主体が不明なことから、利用者の尊厳を尊重したケア

の障害になっていると語られていた。 

 

③ ≪利用者本人の意思を尊重できていない≫ 

 ≪利用者本人の意思を尊重できていない≫は、＜家族の介護をしているんじゃなくて、お年寄

りの介護をしてますから本人が第一だと思う。B-11＞＜胃ろう造設した（利用者さんは）本人は

食べたい（のに）今のところ経管栄養だけで終わっている。B-12＞の 2 つのコードから、利用者

本人の意思を尊重したケアができないと語られていた。 

 

5）【やりたい事を叶えること】 

 【やりたい事を叶えること】は、≪利用者の要望をかなえたい≫の 1 つのサブカテゴリーと 2

つのコードから生成された。 

 

① ≪利用者の要望をかなえたい≫ 

 ≪利用者の要望をかなえたい≫は、＜（尊厳は）利用者さん自身がこれがやりたいとか、あれ

がやりたいっていうのはどんどん言ってもらって、叶えてあげたいなと思っている。E-1＞＜僕よ

りも、自分のおじいちゃん、おばあちゃんぐらいの年齢の方達は経験してきたものも違うし、戦

争を体験されている方もいらっしゃるので入居者の方にとって不快なことをしたくない,その人

のやりたいことをやってあげることが（尊厳）を大切にすること（だと思う）。G-1＞といった 2つ

のコードから、利用者の要望を叶えることが利用者の尊厳を尊重したケアであると語られていた。 

 

6）【その人らしさ】 

 【その人らしさ】は、≪生きている限りその人らしくあるべき≫≪その人らしさを踏みにじら

ない≫≪自立できるようにその人にあったケアが必要≫の 3 つのサブカテゴリーと 7 のコードか

ら生成された。 

 

① ≪生きている限りその人らしくあるべき≫ 

 ≪生きている限りその人らしくあるべき≫は、＜利用者の尊厳とはその人が生まれてきて亡く

なるまでその人らしくあること（だと思う）。B-1＞＜尊厳とは、その方がその方として生を受け

たその時点から尊厳というものが生まれているので、そこに存在していただいているっていうこ

とに対して最大限の敬意を払うということ（だと思う。）D-1＞＜（利用者さんが）例えば長年お

店で働いてきた、商売してきた人だったり、例えばホテルにお勤めだったら「じゃあ一緒に行こ

うベッドメイキングしてもらっていいですか？」とか今までの生活歴を大事にしてあげながらそ

の人に合ったケアが必要なのかと思う。F-3＞といった 3つのコードから、生まれてきて生きてい

るだけで利用者には尊厳があること、過去の生活歴を大事にすることが尊厳を尊重すると語られ

ていた。 
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② ≪その人らしさを踏みにじらない≫ 

 ≪その人らしさを踏みにじらない≫は、＜（利用者さん）が今まで生きてきたいろんな人生が

ある中で、その人がその人であったことを踏みにじるような（ことはしてはいけないし）馬鹿に

されていい人は一人もいないと思う。C-4＞＜利用者さんの昔からの暮らしとか生活、自分らしさ

だと表せるようなイメージで、(利用者さんが）短気だったり、こうゆう職業やってたよとか、趣

味とか、どんどん本人から引き出してあげて、それをこちら側がケアしていく、お手伝いしてい

くという方向で考えている。E-2＞＜その人らしさで（ケアを）やりたいなってあったんですけど、

慣れてきてしまうと気持ちを忘れることがたまにあったりして、たまたま他に新人職員さんが入

ってきたときに尊厳とかの話とか（利用者さんの尊厳）のことを再度思い出す。E-9＞といった 3

つのコードから、常に利用者のその人らしさを意識することが尊厳を尊重するケアにつながって

いると語られていた。 

 

③ ≪自立できるようにその人にあったケアが必要≫ 

 ≪自立できるようにその人にあったケアが必要≫は、＜（利用者さんに）高齢になってもその

人らしくいられるように、なるべく自立した生活が送れるように、支援したり、ケアしたり介助

してあげるという、その人に合ったケアが必要なのかなって思っている。F-2＞いった 1つのコー

ドから、自立を獲得するためにその人にあったケアが必要であると語られていた。 

 

7）【プライバシーを大切にすべき】 

 【プライバシーを大切にすべき】は、≪着替えや排泄のプライバシーを守るべき≫の 1 つのサ

ブカテゴリーと 5つのコードから生成された。 

 

① ≪着替えや排泄のプライバシーを守るべき≫ 

 ≪着替えや排泄のプライバシーを守るべき≫は、＜おむつ交換の時にカーテンをしないなど配

慮が足らない場面を見たことがある。A-4＞＜（介護職は）悪気もなくていじわるとかでやってい

るわけではないですけど、（利用者が）着替える時とかおむつ交換の時にカーテンを開けていたり

することがある。C-7＞＜おトイレとかお風呂場は 1番入ってきてほしくないプライベートな空間

に、（介護職が）入って行かなければならない状況をご本人が望んでいるわけがないので、本当に

そこがごめんなさいねという思いである。D-13＞＜（排泄が自立すると）羞恥心っていう部分で

は、（スタッフに）気を使わなくて済むので羞恥心は守られ、下剤を使わなくてよくなったり苦し

い思いをしなくなったり利用者さんの尊厳が守られると思う。F-11＞＜排泄介助であれば（排泄）

してるところを見えないように配慮するとか、一個一個のケアとして人間として最低なことはや

らないというところも尊厳だと思う。H-2＞といった 5つのコードから、着替えや排泄などのプラ

イバシーを守ることが利用者の尊厳を尊重したケアであると語られていた。 
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8）【100％は満たせない要望】 

【100％は満たせない要望】は、≪利用者の要求に 100%応えられないことがジレンマ≫の 1 つ

のサブカテゴリーと 2つのコードから生成された。 

 

① ≪利用者の要求に 100%応えられないことがジレンマ≫ 

 ≪利用者の要求に 100%応えられないことがジレンマ≫は、＜（利用者が）したいと思っていら

っしゃることを全て「いいですよ」という事は、それをしない方がいいこともあり、全て叶えて

差し上げたい（けど）、そうはいかないところはどの職員も多分 1番抱えているジレンマでありス

トレスだと思う。D-3＞＜（利用者を）いくらでも歩かせて差し上げたいですけど、スタッフ人数

が日中限られているため、なかなかそうはいかな（く）もっとご本人様が歩きたい時でも 1 人で

の歩行が困難な方にお付き合いでき（ず）座っていてくださいと言ってしまい、ジレンマ（を感

じている。）D-5＞といった 2つのコードから、利用者の要求を 100%かなえられないことがジレン

マになっていて利用者の尊厳を尊重したケアにつながっていないのではないかと語られていた。 

 

9）【望ましいトイレでの排泄】 

 【望ましいトイレでの排泄】は、≪おむつで排泄したい人はいない≫≪自分でトイレに行って

排泄が望ましい≫≪トイレで排泄出来たらうれしいと思う≫≪食事する場所で排泄すべきではな

い≫の 4つのサブカテゴリーと 19のコードから生成された。 

 

① ≪おむつで排泄したい人はいない≫ 

 ≪おむつで排泄したい人はいない≫は、＜利用者でおむつで排泄したい人はいないと思う。A-

5＞＜（利用者さんの立場に立って自分がおむつしている側で本人だったら）おむつはちょっと恥

ずかしいですし、つらいと思う。C-12＞＜（おむつの中に）ウンチが出るのは気持ち悪いに決ま

ってるし自分はつけたら絶対気持ち悪い（と思うし）「そこで出して」って言われたからってそん

なのすぐに出せないし寝たまま（排泄を）やれと言われたら嫌だろうと思う。H-8＞＜28名の方の

うちオムツを終日つけてないのは 2 人 3 人ぐらいで尿意とか便意がちょっと薄れてきてオムツの

中にしてしまう方が多いが、日々の記録の中から「大体この時間に便がでるのでその前にトイレ

に行ってもらおう」という一日一回はトイレに座るサービスをしているので全員が（おむつの中）

に排泄をするわけではない。G-7＞といった 4つのコードから、おむつで排泄したい人はいないと

いう見解から利用者の尊厳を尊重したケアの一つとして排泄の自立が望ましいと語られていた。 

 

② ≪自分でトイレに行って排泄が望ましい≫ 

 ≪自分でトイレに行って排泄が望ましい≫は、＜身体機能とかで自分でトイレにいけない人は

しょうがないと思うが、自分でトイレに行って排泄（することが）が理想だと思う。A-6＞＜本当

は自分で催して（トイレに）行って出してくるのが一番（で）下の事なんて絶対人に見られたく

ないし触りたくもない（し、）女性である私が利用者さんをみるとき、やっぱり嫌なんじゃないか

なと思う。B-14＞＜歩行器を使うと歩行が安定して、自分でトイレに向かうこともある（ので、）
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失敗しても自分で行くっていうのはいいことだと思う。B-16＞＜（排泄を）人の手を煩わさなく

てできるっていうことは、健康的（だと思う）。D-14＞＜自分もオムツを学生の時につけたことが

あるんですけども、体験した時にすごく気持ち悪い感覚になるので、利用者さんにとってみれば

トイレでちゃんとおしっこができるってすごい大事なことなので、トイレで排泄は自分でさせて

あげたいし、自分で出来ることが本人にとってのヤル気にも繋がってくる（と思う）。E-5＞＜排

泄は基本的には誰にも見られないで 1 人でするもの（なので）自立してなかったりすると、恥ず

かしいとか、おしっこが出ちゃうから飲み物を我慢したり（トイレに）連れてってもらうのも申

し訳ないから我慢してもらしたり（することがある。）F-10＞＜（排泄を）オムツの中にしてしま

うよりおトイレに行って便器内で排泄できた方が、いいにこしたことはない（と思うが現実には

むりなのではないか。）F-12＞＜（排泄の自立は）尊厳であったり自尊心って事にはいい影響しか

ないのかなとは思っていて、自分がもし利用者さんの立場になったら、排泄を誰かに手伝っても

らうっていうのは多分苦痛で、認知症になってもあまり手伝ってはもらいたくない（と思う）。G-

6＞＜法人としてはオムツ 0 を目指したいし、自分の力でトイレに行くのが 1番理想だが、実際僕

がここに入ってからオムツを全く使わなくなった人はいないのでイメージにしかならない。G-8＞

＜（排泄が自立したら）イメージだけど、すごくいきいきされて、すごく元気になって最近調子

良さそうというイメージである。G-9＞＜病院から（入所した時に）この人絶対オムツだよという

人もいたけど車椅子でちゃんと座れるからまずは布パンツにしてパットちょっと当ててみて「あ

れ、意外ともっといけるね。じゃ、ちょっとパット薄くしてみようか」「パットに出ないからやめ

てみようか？」ということがあり「多分そんなに（おむつは）必要ないけどついてるな」という

ことがあり対応は入所のタイミングの時が 1 番やり易かった。H-9＞といった 11 のコードから、

トイレの排泄は自立をともなっていていいことであり、それが実現できると利用者も元気になる

イメージなので利用者の尊厳の尊重につながると語られていた。 

 

③ ≪トイレで排泄出来たらうれしいと思う≫ 

 ≪トイレで排泄出来たらうれしいと思う≫は、＜（おむつの中で）便とかおしっこでもそうだ

けど人は喜ばないし、（介護職が）「うっ」ってなった顔とかも見ていて、ごめんねっていう気持

ちもあるので（利用者が自分で）トイレでできたらうれしいと思う。C-10＞＜おむつだと（介護

を）やる側としては楽ですが、（でも）介護っていう仕事をやっていく上でトイレに連れて行くっ

ていうのはすごく喜ばしいと思う。C-11＞＜（排泄は）ほかの人にやってもらいたくないし、（排

泄介助はほかの人に）見られたくないことなので、ご自身でちゃんと出せれば、気持ちもいいし

1番ご本人にとっても嬉しい（と思う）。H-7＞といった 3つのコードから、トイレで排泄できると

利用者にとってうれしいと思うということから利用者の尊厳と自立の関係に影響があると語られ

ていた。 
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④ ≪食事する場所で排泄すべきではない≫ 

 ≪食事する場所で排泄すべきではない≫は、＜寝床とご飯とトイレは絶対別がいい、それこそ

尊厳の第 1原則で、食べるところで出さないっていうのは大事（だと思う）。D-16＞といった 1つ

のコードから、食事する場所で排泄をするべきではないことが利用者の尊厳を尊重する第 1 の原

則であると語られていた。 

 

10）【意思表示の回復】 

 【意思表示の回復】は、≪利用者にしっかり向き合うことが回復につながった≫の 1 つのサブ

カテゴリーと 1つのコードから生成された。 

 

① ≪利用者にしっかり向き合うことが回復につながった≫ 

 ≪利用者にしっかり向き合うことが回復につながった≫は、＜（改善した利用者に）に対して

職員がすごく一生懸命に向き合って、立って歩くと転んでしまうという方だったので、話し相手

になろう、ドリルをしようとか、排泄介助でも、これは嫌なんだとかいう事がやっぱ向き合って

いると分かってくる（ので）快・不快に対して不快ならやらないでおこうっていう小さな積み重

ねで一年かからないうちに、朝ご挨拶ができるようになってお話できるようになって、名前を覚

えてくださるようになったという凄い回復をされた方がいた。D-12＞といった 1つのコードから、

利用者にしっかり向き合うことでお話ができるようになって回復した方がいたことが語られてい

た。 

 

11）【歩行の自立は自由】 

 【歩行の自立は自由】は、≪歩行の自立で生活が変わる≫≪歩けることは喜びにつながる≫≪

歩行の自立は筋力ややる気につながる≫≪歩行の自立でトイレに行ける≫≪自由に動けることは

重要だが歩行の自立は少ない≫の 5つのサブカテゴリーと 10のコードから生成された。 

 

① ≪歩行の自立で生活が変わる≫ 

 ≪歩行の自立で生活が変わる≫は、＜利用者の（歩行の自立は）自由度が上がり生活が一変す

ると思う。A-7＞＜（歩行が自立すれば）それこそ排泄に繋がるかもしれませんけど、自分でトイ

レに好きな時に行って好きな時に戻って（食事も）自分の足で行って自分の足で戻れたらという

のは最高だと思う。B-15＞＜（歩けると）行きたいところに行けるので、家族さんがどこかへ連

れて行ってあげたいってなった時に、歩けるのは嬉しいと思う。C-15＞＜歩けるっていうことは、

まずは自分の足であそこに行きたいとか、あの海を撮りたいとか、明るい日々が送れるだろうな

と思う。D-18＞といった 4 つのコードから、歩行が自立するとトイレや食事や行きたいところに

好きな時にいけるので生活が一変すると語られていた。 
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② ≪歩けることは喜びにつながる≫ 

 ≪歩けることは喜びにつながる≫は、＜（利用者が）座ったまま動けないことは、褥瘡ができ

たり、血行が悪くなったり、足がむくんだり、体にも良くないので、歩けるとなると怖いなと最

初（は）思っていたが（歩けるのは）嬉しいものである。C-14＞＜（歩行が自立したら）集団の中

が嫌な人もいらっしゃるので自分の好きな時に好きなところに行けて、日向ぼっこをしたりとか

お部屋の中でゆっくり自分の時間を過ごしたりできて、いきいきされると思う。G-10＞といった

2つのコードから、歩行が自立すると嬉しくなりいきいきされると思うと語られていた。 

 

③ ≪歩行の自立は筋力ややる気につながる≫ 

 ≪歩行の自立は筋力ややる気につながる≫は、＜（利用者さんは）歩けるなら歩いてもらった

方が筋力の低下も少しは抑えられる部分もあるし、自分の足でちゃんと歩けると筋力とか ADL に

関してもやっぱり維持が出来ることが一番大事で歩いてるって感覚にも繋がってヤル気とかも出

てくるのかなと思う。E-7＞＜自分で立って歩けないと人の手が必要で、車椅子で連れて行くと、

案外車椅子に優しくない世界であり、自分で立って歩けると、利用者さんの生きる力や意欲にも

なり、行きたい時に自分の足で歩いて行けることによって社会への参加につながる。F-13＞とい

った 2 つのコードから、歩行の自立は利用者の筋力の低下を抑えて意欲にもなるため利用者の尊

厳に影響すると語られていた。 

 

④ ≪歩行の自立でトイレに行ける≫ 

 ≪歩行の自立でトイレに行ける≫は、＜利用者さんは歩きながら運動も兼ねて行けるわけ（な

ので）トイレに連れて（行かれるのは）嬉しいと思う。C-13＞といった 1 つのコードから、歩行

が自立するとトイレで排泄できると語られていた。 

 

⑤ ≪自由に動けることは重要だが歩行の自立は少ない≫ 

 ≪自由に動けることは重要だが歩行の自立は少ない≫は、＜（利用者さんにとって）歩ける、

歩けないにしても自由に動けるってところは重要で、体は元気だけど認知症がきつい人の歩行が

自立という方は、車椅子と歩行と半分くらいで、施設では車椅子自走とかは結構いらしても（自

立）歩行は少ない。H-10＞といった 1 つのコードから、自由に動けることは重要だが歩行が自立

して自由に動ける人は少ないと語られていた。 
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12）【コロナ禍で自由が制限されて尊厳が失われている】 

 【コロナ禍で自由が制限されて尊厳が失われている】は、≪外出や家族との面会ができない≫

≪施設に閉じこもり楽しみがない≫の 2つのサブカテゴリーと 3つのコードから生成された。 

 

① ≪外出や家族との面会ができない≫ 

 ≪外出や家族との面会ができない≫は、＜コロナ警戒で外出や買い物や家族との面会もできな

いため、自由が制限されていると思う。B-3＞といった 1つのコードから、コロナ禍は利用者の外

出や家族との面会も制限されているため利用者の尊厳に影響があると語られていた。 

 

② ≪施設に閉じこもり楽しみがない≫ 

 ≪施設に閉じこもり楽しみがない≫は、＜このコロナ禍という中で個人というよりか施設全体

の問題みたいなところですが、施設に閉じこもりがちで楽しみも何もない状態で、ただただ 1 日

1日が過ぎていくっていうのも利用者さんの尊厳がちょっと失われてると思う。F-6＞＜（通常だ

と）外出計画を立てて、利用者さんと外に出て気晴らしして利用者さんもリフレッシュして自分

もリフレッシュしているが、今コロナの状況で、どうしても外出支援が厳しく箱詰め状態なので、

（利用者さんを）見てて可哀想な生活させているが、逆の立場で利用者さんの立場だったら、こ

んな生活は絶対嫌（だと思う）。F-17＞といった 2つのコードから、コロナ禍で施設に閉じこもり

がちで楽しみがなく可哀想な生活をさせていると語られていた。 
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13）構造図の説明 

介護職は利用者の尊厳を尊重するケアに関して、【一般の人と同じ扱い】をすることや、【やり

たい事を叶えること】や【その人らしさ】を大切にすること、家族の要望よりも【本人の要望が

一番】だと考えていた。また排泄については【望ましいトイレでの排泄】と考え、【意思表示の回

復】が実現したり【歩行の自立は自由】が得られるといった経験をすることにより、自立と尊厳

には密接な関係があると捉えるに至っていた。ただし、虐待と問われかねないような【介護職の

好ましくない言動】や【介護職の主観的な考え方】による介護職本位のケアの提供や着替えや排

せつなど【プライバシーを大切にすべき】など問題点が指摘されていた。また介護職から利用者

に対して【100%は満たせない要望】へのジレンマを感じていた。また環境因子として【コロナ禍

で自由が制限されて尊厳が失われている】など利用者の生活が脅かされていることが示された 

(図 3)。 

 

 

図 3．利用者の尊厳を尊重した意識と尊厳を尊重していない意識の語りの構造図 
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Ⅳ.調査 3考察(質的研究) 

 

本研究の目的は、特別養護老人ホームの介護職は利用者の尊厳をどのように意識して実際の現

場でケアを行っているのか、質的研究を通じて明らかにすることであった。以下に尊厳をどのよ

うに意識しているのかを考察していく。 

 

1） 利用者の尊厳を尊重しているという意識のケアについて 

介護職が考えている利用者の尊厳を尊重するケアとは、【一般の人と同じ扱い】をして【やりた

いことを叶えること】であり、【その人らしさ】を大切にして、家族の要望よりも【本人の要望が

一番】であることであった。 

 【一般の人と同じ扱い】が大切ということは、要介護高齢者である利用者は一般の人と同じ扱

いを受けていない面があると理解できる。佐々木(2010)によると 26)、社会のなかで障害のある高

齢者は「なにも生産しない人」「社会のやっかいになっている人」「認知症だから少しくらい不適

切な対応をされても仕方のない人」などととらえられていることも根底にあるのではないであろ

うか、と述べている。 

 【やりたいことを叶えること】や家族の要望よりも【本人の要望が一番】という点について、

「チームカンファがあって、この方はこのようにこれから介護して行きます（と決めているが）

認知症だったり、ご自分の意見が言えない状態にある方のご希望を一体誰が言うのか誰が主体な

んだろう？と、現場に居ると思う。（D-9）」とあり、 意思表示が難しい利用者の主体は誰なのか

という疑問や、利用者本人の意思に反して家族の要望が優先されることに対して、利用者にケア

を提供している介護職の立場から戸惑いや疑問を感じている状況が浮き彫りにされている。浅見

(2014)によると 27)、胃ろう造設に関して、患者がある程度は意思を表示できる場合には，患者の

意思を尊重すればよいということになるだろう。とはいえ，患者が望んでいることを周囲が尊重

しないケースもあるだろう、と述べている。胃ろうについて本人の意思表示があったとしても周

囲が本人の意思を尊重しないケース、つまり本人の意思に反して胃ろう造設することもあると述

べているのは、本人の身体の問題を本人以外が決めることがあると理解できるが、それではその

人らしさを大切にできないのではないだろうか。 

 【その人らしさ】は、本嶋（2013）によると 24）、「その人らしさ」とは、その人の生き様ではな

いだろうか。その人が今までに培った価値観や人生観であり、その人の生きる様である。そのこ

とを知らずして援助のお手伝いをすることはできないと考える、と述べている。在宅では、利用

者の価値観や生きる様を知る物品や写真などを観察することができるが、介護職も認めているよ

うに「今まで 80 年 90 年生きてきた生活歴があり、私たちは 29 名利用者さんがいるんですけど、

29名分の生活歴が言えるかというと言えないですし、じゃあその人を思っていても我慢させてい

るところがあるのではないかと思う」というように利用者全員の生活歴である生き様を理解でき

ていなければ利用者の望むケアを提供することは難しいということになる。 
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2） 利用者の尊厳を尊重できていないという意識のケアについて 

介護職が考える利用者の尊厳を尊重できていないという意識のケアとは、【介護職の好ましくな

い言動】や【介護職の主観的な考え方】で利用者のニーズを無視することにつながっていた。ま

た【プライバシーを大切にすべき】と自尊心への尊重に配慮が欠けていたり、利用者の【100%は

満たせない要望】による介護職のジレンマや【コロナ禍で自由が制限されて尊厳が失われている】

ことで利用者はかわいそうという意識があった。 

【介護職の好ましくない言動】について、岡本ら(2017)によると 28)、「利用者に対して、ぞんざ

いな受答えをしてしまったことがある」「利用者に対して、命令口調をとってしまったことがある」

など利用者に対する不当な言葉を表現しているため「不当な言葉遣い」と命名した、と述べてい

る。また池田(2010)によると 29)、「認知症なんだから，どうせなに言ってもわかんないんだよ、こ

のババァ」という暴言を直接耳にしたことがある。自分に向けられたものでなくても心が凍てつ

く感覚をもった。排泄に失敗して、恥ずかしさと情けなさに身が縮む思いをしているであろう高

齢者に「大丈夫、またトイレに行きたくなったら無駄でもいいから声かけてね」と言うか、「おむ

つしてるんだから、そこにしちゃってって言ったでしょ。」と言うのか、その言葉かけ一つで、生

きる希望を失ってしまう高齢者もいることをわれわれは心に留めなくてはならない、と述べてい

る。調査対象の介護職からも「（利用者さんに）上からものを言ったり、何で（こんなことも）で

きないの B-7 」「利用者さんに怒鳴ったことがあり、本当に恥ずかしいし、ほんと情けないです

C-16」「何してるの？」「何やってるの？」「ちょっと待って、何やってるの？」など自分も含めて

言いがち F-8」「「待ってて、立たないで」「転んじゃうから、危ない、行かないで」など敬語が使

えていないことが多い H-5」などが報告されているが、利用者が介護職の身内だとすると「親とか

お婆ちゃんがもし施設に入って、職員がそういう風に（なれなれしく）話しかけると多分僕自身

は、ん？（と怒りを覚える）ってなりますし、家族さんの立場に立つと嬉しくはない（と思う）。

C-18」とあり、介護職は施設で他人である利用者にケアを提供するときと、身内にケアを提供し

てもらうときでは、介護職の言葉づかいや態度に求める基準が違っていることが伺える。 

【介護職の主観的な考え方】については、池田(2010)によると 29)、ケアスタッフの士気の低下

や社会的な不信感が募り「仕方ないんだ」「自分だけ言っても無駄さ」などと言う気分が蔓延する

等の指摘を受けながらも、身体拘束はいっこうになくなっていない。ほかにも、アセスメントに

基づかないまま施設側の都合によるナースコールの無視、食事や入浴の際の無理強い等も指摘さ

れている。なかには、BPSD による不穏行動がある認知症者に声かけもせずおむつ交換をしようと

してあらがった高齢者に殴り返して骨折させたという「事故」もある、と報告している。中島(2018)

によると 30)、認知症高齢者の尊厳を守るためには倫理的感受性を高める必要があることが確認で

きた。しかし、実際にはマンパワー不足もあり業務が多忙のため、定期的に倫理カンファレンス

を行う時間がとれない。その中で認知症高齢者の尊厳を守れるよう、個々が倫理を考慮した看護

ケアを実践し、継続していく必要がある、と述べている。介護職の施設で置かれているマンパワ

ーの問題やカンファレンスなど情報共有による意識づけや教育が介護職の考え方に影響を及ぼし

ているかもしれない。それらが不足している状況で、しだいに個人的な考え方が形成されていき

介護職の立場から主観的な考え方に陥っていることも考えられる。また岡本(2017)らは 28)、第 2 
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因子は「他者から見える位置で、利用者の衣類の着脱を介助したことがある」「時間がかかるため、

利用者の衣類の着脱など、できることまで介助したことがある」など、施設や職員の都合を優先

した内容であるため「施設・職員の都合を優先した行為」と命名した。また、第４因子は、「おむ

つ交換の時間は決まっているため、排泄の兆候があっても時間が来るまで交換しなかったことが

ある」「夜間のおむつ交換や排泄誘導を意図的に減らしているのがわかったが先輩なので黙ってい

たことがある」の 2 項目で職員に求められているケアを怠慢により提供されない内容であると考

え、「職員の怠慢」と命名した、と述べていて、【介護職の主観的な考え方】による介護職の都合

や怠慢が利用者の排泄の自尊心を傷つけていることが想定される。 

 【100%は満たせない要望】ことによる介護職のジレンマや【コロナ禍で自由が制限されて尊厳

が失われている】ことで、利用者の尊厳を尊重できない面が報告されているが、環境因子も大き

く影響しているため、利用者の尊厳に対する意識については施設全体で取り組むべき課題ではな

いか、ということが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

第 5章 総合考察 

 

本研究結果から、特別養護老人ホームの介護職は、利用者の尊厳をどのように意識しているか

を明らかにする、という目的に対して、先行研究のレビュー、量的研究、質的研究を通じて考察

していく。 

 

 尊厳の概念は、第二次世界大戦後に「国連憲章」・「世界人権宣言」から「日本国憲法」・「ドイツ

連邦共和国基本法」と 1940 年代後半から尊厳の認識の高まりが始まっていた。ミヒャエル・クラ

ヴァンテ(2015）は 19)、自己決定の権利および人間の尊厳が自律の思想と密接に結びついていると

述べていて、「主に自己決定が人間の尊厳という西洋思想」と「主に人間らしさが人間の尊厳とい

う日本思想」という尊厳への認識の違いが捉えられた。そのため介護教育で具体的な指導が難し

いと考えられ、利用者の尊厳に対する意識の高い介護職は少数であったといえる。 

 黒澤(2013)は 1)、介護過程において、人間としての尊厳の保持・回復を、直接の介護サービス

（ケアプラン）の目標とするのではない。人間の「尊厳」は、あくまで理念として掲げられるも

のだからである、と述べている。理念は掲げるが利用者の尊厳の保持や回復を介護サービス（ケ

アプラン）の目標としなくてもよいということは、知識や概念は持っているべきだが、実際のケ

アにおいて尊厳を意識しなくてもよいと理解できる。 

 また田中ら(2011)は 16)、介護する者が介護される者を見くだしてしまっている状況では、介護

は押しつけのものになり、介護者は要介護者を一方的に操ることになり、そこには、関わり合い

も助け合いもなく、支配し支配される関係しかない。介護者は、要介護者を尊重して介護に従事

しなければならない、としながらも田中らは、どのような関わり方が、要介護者の尊厳が保たれ

る関わり方であるのかという問いには明快に答えることはできないと述べている。つまり利用者

の尊厳を意識して介護に従事しなければならないという、あるべき論を抽象的に示しながらも、

具体的な利用者の尊厳に対してどのように意識するべきなのか、については明確に示すことがで

きないと言っている。実際の現場でケアを提供しなければならない介護職は、利用者の尊厳に対

する意識の在り方を具体的に示されないまま、ケアを提供しなければならず、そのプロセスで【介

護職の主観的な考え方】が育まれていくのではないか。【プライバシーを大切にすべき】について、

先述の通り岡本ら(2017)は 28)、「他者から見える位置で、利用者の衣類の着脱を介助したことがあ

る」「時間がかかるため、利用者の衣類の着脱など、できることまで介助したことがある」など、

施設や職員の都合を優先した内容であるため「施設・職員の都合を優先した行為」と命名し、ま

た「おむつ交換の時間は決まっているため、排泄の兆候があっても時間が来るまで交換しなかっ

たことがある」「夜間のおむつ交換や排泄誘導を意図的に減らしているのがわかったが先輩なので

黙っていたことがある」の 2 項目で職員に求められているケアを怠慢により提供されない内容で

あると考え、「職員の怠慢」と命名した、と述べている。介護職の教育において利用者の尊厳を意

識して行うケアに対して具体的な方法論や取り組み方が明確に示されていないことが【介護職の

主観的な考え方】を生み介護職の都合で行われるケアが発生してしまい、利用者の尊厳が意識で

きないままケアが提供されていることが示唆された。 
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 また高橋(2017)は 25)、要介護高齢者が、気持ち良い排尿ができることは、排泄における尊厳を

守ることであり、要介護高齢者の尿失禁は、尊厳を低下させていたと述べていて、黒田ら(1997)

は 31)、排泄の援助を受けることは、個人の自立を妨げ、結果として羞恥心や自尊心の低下を引き

起こすことにつながりやすいと述べている。 

 また人は食事をするとき、一口ごとに何を食べるか自分で決めて食べているはずである。利用

者の食事は一口ごとに何を食べるか確認することが尊厳を大切にすることかについて「少し思う」

(51.6%)が多いことは、介護職自身の食事と利用者の食事を別のものと考えていて、多くの介護職

は【一般の人と同じ扱い】をして【その人らしさ】を大切にするという利用者の尊厳を意識でき

ていないことが示唆された。このことから、尊厳に関して西洋思想は主に自己決定、日本思想は

主にその人らしさ、と捉え方が異なることや、少しでも自立できることが尊厳に影響を与えるこ

とを特養の施設全体で学ぶ機会を設けることで、介護職の尊厳に対する意識が少しづつ高まるの

ではないかと考えられた。 
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第 6章 結語 

 

①個人の尊厳は、第二次世界大戦終結から認識され始め、当初は生命の尊厳が注目されていたが、

西洋思想に基づく看護を中心に高齢社会への移行とともにケアの分野において高齢者の尊厳、人

の尊厳の調査研究が始まり現在に至っていた。「主に自己決定が人間の尊厳という西洋思想」と「主

に人間らしさが人間の尊厳という日本思想」と尊厳に対する認識の違いから、尊厳のとらえ方が

統一されておらず尊厳の中身の理解が一般的に普及していないことから、介護職の尊厳に対する

意識は低いと捉えられた。 

②利用者の尊厳を大切に介護する意識のある特養の介護職は全体の 32.3%と少数であった。 

③介護職が考える利用者の尊厳に対して、【一般の人と同じ扱い】をすることや、【やりたい事を

叶えること】や【その人らしさ】を大切にすること、家族の要望よりも【本人の要望が一番】だと

意識していた。一方利用者の尊厳を尊重できていないことについて、【介護職の好ましくない言動】

や【介護職の主観的な考え方】によってケアが提供されている点、排せつや着替えなど【プライ

バシーを大切にすべき】という点などが意識されていた。 

以上のことから、医療における生命の尊厳を考える上で、ケアの分野における高齢者の尊厳に

対する認識の歴史は浅く、西洋思想と日本思想の尊厳に対する認識の違いから、ケア分野におい

て尊厳に対する理解が進んでおらず、特養の利用者の尊厳に対して意識の高い介護職は少数であ

ることが明らかになった。 

第 7章 研究の限界と今後の課題 

 

本研究では、個々の介護職によって尊厳に対する意識がさまざまであり、アンケートの回答に

一定の傾向があまりみられない結果となった。また介護職に対するインタビューによる質的研究

では、尊厳を意識したケアの中で【介護職による主観的な考え方】などで尊厳を尊重できていな

いという意識があった。今回は介護職の意識を明らかにする研究であったが、今後は介護職の尊

厳に対するケアの実態を調査する必要がある。また特別養護老人ホームの介護職の利用者の尊厳

に対する意識が個々で違うことについては、施設を経営する経営者の知識や考え方を調査する必

要がある。また本研究では、コロナ禍の影響からインタビュー協力者が少なかったことからオン

ラインインタビューの対応で協力を求めたが介護職自身がオンラインインタビューに対応できる

環境下になく、オンラインインタビューに切り替えてもインタビュー協力者が少なかった。 

利用者の尊厳を尊重する意識の中で、自立が尊厳の尊重につながるという意見があったため、

自立を支援するケアに取組んでいる特別養護老人ホームを対象に調査を行い、研究を深める必要

があると感じている。今後も引き続き、福祉、介護の分野での尊厳に関する先行研究の調査を継

続していく必要を感じている。 
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医中誌 26件の先行研究資料（キーワード：「尊厳」「意識」「介護」） 

 

キーワー

ド
年代順 年代 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 結果　考察　結論

論文

no

在宅看護

論、老人

イメー

ジ、看護

教育、在

宅医療、

入院療養

1 2001

看護学生の在宅及び入院中の療養老人イ

メージについて　在宅看護論の教育内容

探求に向けての一考察

Author：橋本 泉(松阪看護専門学校), 斎

藤 好子

Source：三重看護学誌(1344-6983)3巻2

号 Page77-86(2001.03)

論文種類：原著論文

M大学医学部看護

学科1年生81名に

対して

＜看＞看護学生が抱く在宅医療老人

イメージを明らかにし,在宅看護論

の教育内容を検討した.

アンケート調査を行った. Abstract：調査内容は,学生の背景,在宅療養及び入院療養老人イメージ,「在

宅療養しながら生活している老人になったらどんな老人になりたか」という

視点での自由記載の三つの内容とした.学生は在宅療養老人について「幸せを

感じ,自立度も高く,社会人とのつながりもある.」というように,より健康老人

に近いイメージを持っていた.老人との同居経験は,「役に立つ」「家族に

とって必要な存在である」「自己決定権がある」というように老人の価値や

存在を強く意識するという影響を与えていた.学生全体の傾向として老人の尊

厳を重んじる気持ちや暖かい眼差しがあった.これらから今後の教育内容の視

点が得られた。

49

なし 2 2002

長期意識障害患者のQOL改善のための看

護支援法の開発(第1報)　家庭訪問調査

による現状(Development of a nursing

support method for the improvement in

QOL of a person with prolonged

disturbance of consciousness: The 1st

report: The present condition by at-

home visit investigation)(英語)

Author：Hidaka Kikue(筑波大学 人間総

合科学研究科), Kamiya Katsuko,

Hayashi Keiko, Matsuda Yoko

Source：The Society for Treatment of

COMA11巻 Page89-94(2002.07)

論文種類：原著論文

長期意識障害と診

断され,家庭で療

養を受けている患

者22名とその介護

者を対象として,

＜看＞長時間の意識障害を持つ患者

の身体状態や、その患者の世話をす

る患者さんの自宅を訪問し、調査を

行いました。

患者の健康状態と介護方法に

ついて,アンケートを送付した

後に訪問して聞き取り調査を

行った.

Abstract：その結果,以下の点が明らかとなった.1)患者の平均療養期間は10

年,2)患者は低栄養状態または関節拘縮などの問題があり,生命の危機や介護

困難などに直面している,3)家族による良好な介護の結果,衛生状態は良く,褥

瘡は見られない,4)介護の主体である家族は回復の見込みを持ち,新たな情報

を収集している.職業介護者は患者の尊厳を尊重し,家族の期待を受け入れ,患

者のQOLを改善するための介護法を研究する必要がある。

長期の意識障害の患者に関わる専門家は、患者の尊厳を守り、回復と日々の

取り組みに対する家族の期待を正直に受け入れ、患者のQOLを改善するため

の支援システムを調査し、回復の可能性を高める必要があります。
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アルツハ

イマー

病、介護

家族、終

末期医

療、事前

指示、病

名告知

3 2004

アルツハイマー病の病名告知と終末期医

療に関する介護家族の意識調査

Author：山下 真理子(済生会中津病院 神

経内科), 小林 敏子, 松本 一生, 藤野 久美

子

Source：老年精神医学雑誌(0915-

6305)15巻4号 Page434-445(2004.04)

論文種類：原著論文

アルツハイマー病

(AD)患者の介護家

族38人(女性28人,

男性10人)を対象

に

＜看＞アルツハイマー患者を身近に

介護している家族を対象に患者の終

末期医療に関する家族の考え方につ

いて調べた。

AD患者に対する病名告知の是

非,ADの終末期医療内容につい

て質問紙調査を施行した.

Abstract：,ADの病名告知に関しては現時点の患者に対しては39%,患者が病

初期であったならば74%の家族が患者への病名告知を希望,家族自身がADに

罹患した場合は97%で告知を希望するという結果を得た.家族が患者のために

希望する終末期医療は,経管栄養による延命29%,補液もせず自然経過にまか

せるが26%で多かった.家族自身がADに罹患した場合には半数近くが補液も

せず自然経過にまかせることを希望した.終末期医療について意志表明をして

いる患者は23%であり,87%の家族が意志表明をしておきたいと希望してい

た.痴呆高齢者の生活の質や尊厳ある終末を保障するため,病名告知や終末期

医療に関する事前指示の検討が必要と考えられた。
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在宅酸素

療養患

者，訪問

看護，高

齢期，KJ

法

4 2004

事例からとらえた訪問看護の方向性　高

齢期にある在宅酸素療養者の事例から

Author：小路 ますみ(福岡県立大学 看護

学部家族・在宅看護学講座), 松原 まな

み, 渕野 由夏, 大倉 美鶴, 末田 明美, 吉田

光子, 宮本 安子

Source：福岡県立大学看護学部紀要

(1348-8104)2巻1号 Page11-

19(2004.09)

論文種類：原著論文

塵肺,肺結核によ

り在宅酸素療養し

ている75歳男性(S

氏)

＜看＞本研究の目的は，高齢期にあ

る在宅酸素療養患者（Ｓさん）の

「志向（ある目的に向けられた意

識）」（松村1989）から，訪問看

護の方向性を導き出すことにある。

半構成的質問法による面接調

査を行い,療養上の困難や訪問

看護に対する要望を聴取した.

その逐語録から,KJ法でいう

「志」を表す文脈単位を決定

し,100個の質的データを抽出,

質的データの4段階のグループ

編成をへてS氏の志向を導出し

た.

.Abstract：S氏の志向からとらえた訪問看護の方向性は「心の通う生活・医

療保障への支援」「今を生きることへの支援」「人格の尊厳の重視」であっ

た。

１）今までの生の肯定　Ｓさんの志向は，「人間としての尊厳を全うした

い」「祖母や母に育まれ，頑張ってきた自分を認めて欲しい」と，過去が充

実したものであったこと，その喜びが配偶者との間で分かち合われている様

子が伺われる。２）尊厳の全う　訪問看護師は，Ｓさんが「子供らには，親

としての存在感を保ちたい」「最期まで，人に迷惑をかけず，自

分のことは自分で責任をもって生きたい」という思いを最期までもち続ける

ことができるよう，Ｓさんを核とする家族環境を維持させるための支援者と

してあらねばならない。看護者の倫理綱領の中で，看護者は，人間の生命，

人間としての尊厳及び権利を尊重することを明言している（日本看護協会，

2003）．
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意識改

革、身体

抑制、患

者ー看護

者関係

5 2006

抑制解除に対する看護職員の意識改革を

試みて　転倒リスク及び不潔行為のある

脳梗塞後遺症患者の抑制解除から

Author：田中 光子(崎陽会日の出ヶ丘病

院)

Source：日本精神科看護学会誌(0917-

4087)49巻2号 Page434-438(2006.12)

論文種類：原著論文

対象は「高齢者の

終末期医療」に関

するアンケート調

査に同意の得られ

た高齢患者 148

名（患者群），患

者の家族 76 名

（家族群），医師

105 名（医師

群），看護師 784

名（看護師群）お

よび介護職員 193

名（介護職員群）

である．

＜看＞【目的】病棟職員に対して、

身体拘束中の患者の抑制解除に向け

た指導・実践を行い倫理観を高め

る。

【研究方法】1.結果的研究に

向け、プライマリナースらと

連携をとり患者の安全・安

定・安楽を基調にしたケアの

検討するために、看護職員の

意識改革を試みる。2.抑制を

解除することによる看護職員

の意識の変化を把握し、状況

に応じた指導・実践を行う。

3.倫理的配慮:キーパーソン

へ、プライバシーの保護に関

する説明を行い、承諾を受け

た。又、個人が特定できない

配慮をするとともに、職場内

の個人情報保護法倫理委員会

に届出を出した。

Abstract：【看護展開】介護療養型病棟において、身体抑制をされていた脳

梗塞後遺症で認知症患者のアセスメントを行い、プライマリナースと身体抑

制解除の実践を試験的に展開した。今後の援助に活かす材料となった。今

回、対象になったA氏は日中だけであったが、無抑制の時間帯を得る事によ

り生気を取り戻した表情を見せるようになった。しかし、病棟職員間の抑制

解除による意識は、力動関係により統一したケアの困難さが生じた。【考

察】認知症患者の看護に対しては、尊厳性を前提に患者がとる行動を理解し

ようとする姿勢が大切である。今回の抑制解除の試みのように、患者側に

たったチームケアサービスを提供するには、倫理観をはじめ共通した問題認

識を明確にする事からの取り組みが必要であることが考察された。また、職

員間の信頼関係はもとより、患者-看護者関係によって、患者の入院環境は

左右されるという考察に至った。(著者抄録)我が国の憲法では国民の基本的

人権や自由と権利が保障されている。法律によらず「人の身体を直接拘束し

て自由を奪う事を」=逮捕'と言われている事から3 ) 4 )先の具体的指導にも

挙げたが,人が人を治療や看護を理由にして尊厳性を無視してむやみやたらに

拘束してはいけないと痛感する。それでも尚,転倒転落により生命のリスクが

生じた場合に始めて,止むを得ずの拘束をするに至るのではないかと考える。
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なし 6 2007

介護保険施設における要介護高齢者の脱

水予防のための水分摂取に関する援助の

あり方に関する研究

Author：梶井 文子(聖路加看護大学 看護

学部老年看護学), 亀井 智子, 山田 艶子

Source：大和証券ヘルス財団研究業績集

30号 Page68-73(2007.03)

論文種類：原著論文

東京都内の介護保

険施設3施設の計

536施設を対象

＜看＞介護保険施設3施設における

看護職、介護職、栄養士の各専門職

種が現在実施している要介護高齢者

の脱水予防のための具体的援助方法

や課題を明らかにした。

郵送留置法とフォーカス・グ

ループ・インタビューを実施

した。

Abstract：有効回答者数は420例であった。水分摂取の援助方法の具体的改

善方法は、3食以外の時間に最低3回以上の水分摂取を実施していた。好む飲

み物を多様な方法で多種類準備できること、水分摂取のタイミングの重要性

が明らかになった。スタッフの研修・教育には、今後特に若いスタッフへの

水分摂取の援助に対する重要性や人としての尊厳あるケアについての教育が

求められた。援助者側の課題は、個別性を考慮した水分摂取を目指し、コス

ト面と新情報の収集のための管理者やスタッフの意識改革が必要とされた。

水分摂取の援助方法の具体的改善方法は、3食以外の時間に最低3回以上の水

分摂取を実施していた。好む飲み物を多様な方法で多種類準備できること、

水分摂取のタイミングの重要性が明らかになった。スタッフの研修・教育に

は、今後特に若いスタ ッ フ の水分摂取の援助に対する重要性や人としての

尊厳あるケアについての教育が求められた。
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キーワー

ド
年代順 年代 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 結果　考察　結論

論文

no

加齢，終

末期，

QOL，老

年科医

7 2008

患者、家族および医療従事者に対する

「高齢者の終末期医療」についての意識

調査

Author：水川 真二郎(杏林大学 医学部高

齢医学)

Source：日本老年医学会雑誌(0300-

9173)45巻1号 Page50-58(2008.01)

論文種類：原著論文/比較研究

対象は65歳以上の

高齢患者148名(平

均78歳)、患者を

直接介護している

家族76名(平均61

歳)、医師105名

(平均54歳)、看護

師784名(平均29

歳)、介護職員193

名(平均42歳)の計

1306名であっ

た。

＜医＞患者、家族および医療従事者

に対する「高齢者の終末期医療」に

ついての意識調査を行った。

この研究では，高齢患者と家

族および医師を

含めた医療従事者が，「高齢

者の終末期」をどのように捉

え，「高齢者の終末期医療」

において何が最も重要な

要素であると認識しているの

かについてアンケート調査を

実施した．

「高齢者の終末期」とはどのような状態か”の問いで「日常生活動作

（ADL）の低下」と回答したものに対して，“どのような状態を「高齢者の

終末期」の始まりと考えるか”を尋ねた成績が Table 5である．医師群では

「食事全介助」と回答したものが最も高頻度（52％）であったが，患者群で

は「排泄全介助」（56％），家族群では「排泄全介助」と「食事全介助」と

回答したものが多かった（48％，45％）．また，看護師群では「寝返りがう

てない」（48％），介護職員群では「排泄全介助」と

「寝返りがうてない」と回答したものが多かった（40％）。「高齢者の終末

期医療」の医療行為では，「鎮痛・苦痛除去」を最も重要な要素であると回

答したものが，いずれの群でも多かった．「高齢者の終末期医療」の医療環

境についてみると，「死に対する不安の解除」「コミュニケーション」 ，

「尊厳を ，もった扱い」の 3 つの要素は，いずれの群でも大半が最重要と

回答した。しかし，「整容」や「信条・習慣への配慮」など，日頃から医療

従事者が重要と考えている要素の中には，患者や家族があまり重要視してい

ない要素も含まれていることが明らかになった。
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特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム 、 レジ

デ ン シ ャ

ル ワ ー カ

ー 、権 利

擁 護

8 2008

社会福祉援助技術現場実習生から見た特

別養護老人ホーム職員のレジデンシャル

ワーカーとしての専門職資質をめぐる若

干の課題　学生の自由記述による具体的

把握を通して

Author：大和田 猛(青森県立保健大学 健

康科学部社会福祉学科), 加賀谷 真紀

Source：青森県立保健大学雑誌(1349-

3272)9巻2号 Page109-121(2008.12)

論文種類：原著論文

福祉系4年制大学

の学生

＜介＞福祉系4年制大学の学生が特

別養護老人ホーム等の配属実習先に

おいて、遭遇した実習現場職員の利

用者との関わり場面の自由記述か

ら、レジデンシャルワーカーとして

の専門職資質、特に利用者の権利擁

護や虐待予防の問題を中心に若干の

課題を検討した。

学生 に は、 実習中の職員 が

利 用者 に関わ る行為場 面の

ありの ままの姿 を記述 させ

た。 また、実習終了後 、学生

がレポー トを提 出 した後 、

個 別的 に面接 を し、 レポー

ト内容 の状況 を確 認 。 さら

に提 出 され た レポー トにつ

いて  匿名で処理。個 別 実 習

施 設長 に も学 生 の実 習巡

回指 導 の訪 問 時に担当教 員

よ り直接 、実習終了後 、学

生 には前 述 した レポー トを

提 出させ るた。

Abstract：1)「高齢者の終末期」とは「生命予後の危機」との回答が医師

75%、看護師91%、介護職員73%に対して家族52%、患者61%と有意に少な

かった。「日常生活動作の低下」との回答がそれぞれ23%、8%、24%に対し

て45%、36%と有意に多かった。2)「高齢者の終末期医療」で重要な要素は

「鎮痛・苦痛除去」「死に対する不安の解除」「友人・家族とのコミュニ

ケーション」「尊厳を持った扱い」との回答が各群で多かったが、「信条・

習慣への配慮」との回答は医療群に比し患者・家族群で有意に少なかった。

また、「在宅死」についても同様に患者・家族群で有意に少なかった。利

用者 の要 望 に対 してす ぐに対応 す る職員 と半ば無視 してい る ような行

動 を とる職員が い るように思 えた。私 が利 用者 の立場 だった ら、「な

いが しろに されてい る」 とい う印象 を受 ける と思 う。（利用者さん

を）ちゃん付 けで呼 ぶ こ とはあ まり良 くない と思 っ た。。利 用者 は普

段 の 自分 に対 す る反応 や職員 同士 のや り取 りもよ く見 てお り、利用

者 を不安 に させる ような こ とはあ って はな らない と思 った。
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スウェー

デン、認

知症高齢

者、ケア

システ

ム、ケア

ギバー

9 2010

スウェーデンにおける認知症高齢者のケ

アシステム及びグループホームケアの現

状

Author：棚崎 由紀子(宇部フロンティア

大学 人間健康学部看護学科), 奥田 泰子,

藤田 佳子, 二宮 寿美, 田中 正子, 野本 ひ

さ, 河野 理恵, 河野 保子

Source：宇部フロンティア大学看護学

ジャーナル(1882-9724)3巻1号 Page47-

54(2010.03)

論文種類：原著論文

方法は、ストック

ホルム県におい

て、認知症ケア施

設の視察と、認知

症グループホーム

のcaregiver(ケア

を提供する側の

人々)2名および介

護家族1名へのイ

ンタビューを行っ

た。

＜看＞著者等は、在宅認知症患者を

支える介護家族へのよりよいサポー

トモデルの構築を目指し、認知症高

齢者に対する尊厳性を主眼とした家

族介護者の人権意識を調査してい

る。今回その一環として、認知症ケ

アの先進国であるスウェーデンのケ

アシステムやループホームの現状を

把握することにより、認知症高齢者

に対する人権的アプローチへの示唆

が得られるのではないかと考え、実

施した。

インタビューを行った。 Abstract：インタビューで語られた内容を分析した結果、グループホームに

入居している認知症患者の母親をもつ介護家族の思いとして「情報提供の徹

底」「caregiverとの信頼関係」「母親の望むケアをしてもらいたい」「グ

ループホームの普及」の4点が抽出された。また、caregiver 2名に共通した

認知症ケアの視点として以下の5点が抽出された。1)介護家族との信頼関係

および認知症に対する家族教育。2)認知症高齢者に対する迅速な情報収集と

スタッフ間の情報共有。3)グループホームへの入居後1～2週間の関わりが最

も重要。4)少人数制かつ同じスタッフによるケアの質の保証。5)専門家(正看

護師)のアドバイス。母を望むケアを。「自分の母を少しでも良くしてもら

いたい家族の気持ちはみんな一緒だと思います。」「母はここで死ぬのを望

んでいます。死ぬまでここにいて欲しいと思ってます。」
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高齢者虐

待、介護

支援専門

員、看護

職、困

難、対処

10 2010

看護職の介護支援専門員が認識する高齢

者虐待事例ケアマネジメントへの困難と

対処

Author：表 志津子(金沢大学 医薬保健研

究域保健学系), 佐伯 和子, 石原 多佳子

Source：老年看護学(1346-9665)14巻2

号 Page60-67(2010.05)

論文種類：原著論文

調査は居宅介護支

援事業所の介護支

援専門員18名を対

象に

＜看＞目的は看護職の介護支援専門

員が認識する高齢者虐待事例のケア

マネジメントにおける困難や対処を

明らかにすることである。

半構成的面接を行い、質的帰

納的に分析した。

Abstract：看護職の介護支援専門員は、【虐待の核心に触れられない】、

【虐待者のバリアに気持ちが萎える】という状況であったが、【被虐待高齢

者の尊厳を回復する】という前向きな意識があった。虐待に気づいた介護支

援専門員は，【被虐待高齢者の尊厳を回復する】という認識をもっていた．

これは対人支援専門職の基本的倫理として重要であり，この認識があるから

こそ困難な虐待事例に向かい合っていけるのだと考える．また，介護職の介

護支援専門員も同様に認識しており（Omoteet　al，2007），介護支援専門

員共通の認識であると考える．一方、虐待者が介護者であることから【虐待

者が受け入れるプランにならざるをえない】が、【サービス調整で被虐待高

齢者の命を守る】と認識していた。【介護者を虐待者と認めることへの抵

抗】があり、虐待事例の【家族関係の調整には深入りできない】という認識

があった。しかし、【虐待者とのか細い関係を維持しなければならない】

が、状況を改善するために【虐待者の認識変容を試みる】、【看護判断によ

る介入時期を見極める】という対応への認識があった。看護職の介護支援専

門員が虐待チームの中で協働することにより、看護の機能を用いて医療を切

り口とした介入の可能性が広がることが示唆された。(著者抄録)
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認知症ケ

ア、介護

保険3施

設、看

護、介護

管理者

11 2011

K県の介護保険3施設における認知症ケア

に関する看護・介護管理者の認識(第1

報)　認知症に関する教育の実態、ケア

の方向性、行動・心理症状に注目して

Author：田中 ヨシエ(熊本保健科学大学

保健科学部看護学科), 白井 志津子, 山内

庸子

Source：日本看護学会論文集: 老年看護

(1347-8249)41号 Page7-10(2011.03)

論文種類：原著論文

介護老人福祉施設

(特養)116施設、

介護老人保健施設

(老健)87施設、介

護療養型医療施設

(療養)116施設の

管理者を対象に

＜看＞介護保険施設の管理者の認知

症ケアに関す認識を明らかにするた

め、

質問紙調査を実施した。特養

74施設、老健59施設、療養66

施設からの回答を分析した。

Abstract：認知症に関する教育の実態は、3施設とも「コミュニケーション

方法」を重視していた。認知症ケアの方向性は、「人としての尊厳」「持て

る力を大切にする支援」を重視しており、3施設間の相違はなかった。行

動・心理症状に関して困っていることは、3施設とも「行動障害」「攻撃

性」、次いで「日内リズム障害」であった。認知症ケアの重要3項目選択は,

全体では「人としての尊厳」60 % ,「持てる力を大切にする支援」50 %「持

てる力を大切にする支援」50 %であった。介護職管理者が多い特養における

看護職・介護職の重要項目の比較は,図2 のとおりで,「人としての尊厳」,

「持てる力を大切にする支援」が多く,看護職は「人としての尊厳」が介護職

より23 %多かった。特養の看護・介護職の差で 「人としての尊厳、看護職

が高いのは, 日本看護協会の 「看護者の倫理綱領」のの前文,条文の最初に人

間としての尊厳が述べられており, 看護教育や看護実践の場で「看護者の倫

理綱領」が看護職者の行動指針として普及啓発された結果と考える。
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高齢者、

倫理、教

育、気づ

き

12 2012

高齢者ケア施設における倫理的課題に対

する取り組みの検討

Author：石原 弥栄美(介護老人保健施設

サンリバーはつらつ), 坪井 桂子, 佐野 弘

美, 川崎 陽子, 堀田 将士, 横井 惠子

Source：日本看護学会論文集: 老年看護

(1347-8249)42号 Page124-

127(2012.01)

論文種類：原著論文

A県下の介護老人

保健施設2ヶ所に

勤務する看護職13

名、介護職27名、

支援相談員2名の

計42名に対して、

＜看＞本研究の目的は，高齢者ケア

施設における倫理的課題を組織的に

共有することで，職員にどのような

影響を及ぼしたかを明らかにし，ま

た今後組織的に必要な倫理的課題に

対する

取り組みを検討することである。

倫理的課題に関するアンケー

トを行った。アンケートの内

容は、倫理的課題があると考

えられる1事例の考察レポート

を提示し、感想を自由記述で

回答してもらい、その内容を

カテゴリー化した。

Abstract：結果、【実践を振り返り、倫理を考える機会になった】【倫理的

感受性を高め、課題に取り組む必要性への気づき】【気づいた倫理的課題を

発言することの困難さ】【倫理に適った尊厳ある個別ケア実践への思い】

【専門職として倫理に関する知識の習得、感受性を高める教育の必要性】と

いうカテゴリーが抽出された。倫理的課題に対して今後どのような組織的取

り組みが必要であるかを検討するため、回答者の職種・経験年数を考慮して

分析を行った結果、必要な取り組みは以下の3点に集約された。1)実践を振

り返り、内省の機会をつくる。2)倫理的課題を発言しやすい職場風土の醸

成。3)専門職とて必要な倫理教育を強化する。【倫理に適った尊厳ある個別

ケア実践への思い】は，《その人らしさを尊重した個別ケア実践への思い》

《倫理に適ったケア実践への思い》で構成された。【倫理に適った尊厳ある

個別ケア実践への思い】では，振り返りの機会が職員個々の倫理に適った実

践とは何かを明確にする場となり，さらには高齢者の思いや願いに寄り添う

ケアの倫理観を高めることに繋がった。【倫理に適った尊厳ある個別ケア実

践への思い】の中でも，《その人らしさを尊重した個別ケア実践への思い》

は看護実践の基盤であり，特に高齢者看護ではその人らしい生き方を支える

ために，「自律尊重」の原則に適った倫理的ケア実践により高齢者の尊厳を

擁護することが重要であると考える。
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ド
年代順 年代 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 結果　考察　結論

論文

no

スピーチ

ロック、

拘束、認

知症介護

14 2014

スピーチロックを無くす

Author：木幡 信吾(すずかけの郷 介護

課), 嶋崎 尚史, 菅原 孝行

Source：善仁会研究年報(0916-8826)35

号 Page36-39(2014.06)

論文種類：原著論文

施設定員120名、

通所介護定員45名

の全スタッフ

＜介＞スピーチロックを無くす取組

を行うこと。

アンケート 要旨

スピーチロックとは、言葉による拘束のことを言い、具体的には「そんなこ

とをしちやダメ」「動いたら危ないでしよ」などの声掛けがそれにあたる。

このような強い口調や叱責は、その方の発想や行動を制限することにもつな

がる。また、子供のように扱ったり、一方的な物言いなど、相手の尊厳を奪

うような声掛けや対応もスピーチロックに含まれ、これらの言動は、身体拘

束(フィジカルロック)や薬による拘東(ドラッグロック)と合わせて3大拘束の

一つとされている。

すずかけの郷では、身体拘東ゼロを理念として掲げており、意識を高く持っ

て業務に当たっている。しかし、言葉による拘東というところはまだ意識が

弱く、介護人員の不足や多忙な業務の中、危険回避の為に相手に制限を与え

る声掛けなどが使われる事もしばしばみられた。今回このような言葉による

拘束のゼロを目指して取り組みを行った。スピーチロックに取り組むという

ことは、接遇の面でも利用者の尊厳を守という面でもとても大切なことであ

る。

24

なし 15 2014

看護と介護のチームワークに向けて

Author：及川 由香(正心会岡本病院), 小

松 房江, 相澤 加奈

Source：Best Nurse25巻3号 Page73-

70(2014.03)

論文種類：原著論文

対象は医療法人社

団正心会岡本病院

1病棟のケアワー

カー10名(男性4

名、女性6名)で

あった。

＜看＞日々の教務の中でケアワー

カーの実状や思いを把握し、働きや

すい環境をめざした看護と介護の

チームワークについて検討した。

対象者へ半構造化面接を行

い、介護への思いとチーム

ワークへの思いについて語っ

てもらい、データ収集を行っ

た。データに基づいて分析を

行った結果、一次コードが

343、二次コードが158であっ

た。二次コードから40のサブ

カテゴリーが抽出され、11の

カテゴリーにまとめられた。

Abstract：カテゴリーの内容は、「患者の尊厳」「患者とのコミュニケー

ション」「患者の残存機能」「患者の個別性」「仕事に対する向上心」「介

護職を続けていくことへの不安」「スタッフ間の仲間意識」「時間に追われ

十分なケアが出来ない」「お互いの仕事を助け合う」「ケアの考え方の違

い」「意思の疎通を図りながら業務改善していく」であった。看護と介護が

捉える患者と生活の違いがケアの考え方の違いに繋がっていた。【患者の尊

厳】『安全で丁寧な援助を行う』『患者の尊厳を守る』『親の様子から介護

をイメージしている』　1.介護への思い　1病棟ケアワーカーは介護者とし

て【患者の尊厳】を守ることを大切にし、患者の認知機能か低下し意思疎通

を図ることが難しくなっていても【患者とのコ ニケーション】を積極的に

行っており、病気の回復が望めない患者であっても【患者の残存機能】を生

かした援助を心がけていた。また1病棟の業務は同じことが淡々と繰り返さ

れていると感じているが、その中でも【患者の個別性】を考え援助の工夫を

行っている。そのような思いは介護という【仕事に対する向上心】につな

がっていたが一方で、自分の体力や報酬の面で【介護職を続けていくことの

不安】を感じていることが明らかになった。

26

なし 16 2014

「周囲に迷惑をかけない死」を理想の死

とする人の終末期療養ニーズ　島根県の

中山間地域での調査から

Author：伊藤 智子(島根県立大学 看護学

部), 加藤 真紀, 阿川 敬子, 諸岡 了介, 浅

見 洋

Source：保健の科学(0018-3342)56巻9

号 Page637-644(2014.09)

論文種類：原著論文/比較研究

島根県江津市中山

間地域において40

歳から79歳までの

市民800名

＜看＞理想とする終末・死を「周囲

に迷惑をかけないこと」と考えてい

る人の特徴、終末期療養ニーズを明

らかにし、療養者本位の終末期ケア

について検討を行なう際の基準資料

とする。

質問紙による郵送調査。 結論　島根県江津市の中山間部に暮らす「迷惑をかけない死を理想とする

人」の終末期療養ニーズは、訪問看護をはじめとする社会サービスを活用す

ることで、配偶者や子どもの介護負担を軽減し、できるだけ自宅において自

分の意思で日常生活を送り、尊厳ある死を迎えることであると考えられた。

（思っていた）その実現のためには,・日頃からの家族間のコミュニケーショ

ンが重要である. また,自宅外に終末期療養の場所を求める若い世代も多いこ

とから,生活の継続を大切にした QOLの高い療養生活ができる社会資源の充

実や, ケア提供者に対する生活を基盤とした終末期療養生活支援訓練も今後

ますます重要になると思われる.
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QOL、医

療的ケ

ア、経管

栄養、学

生の思考

過程、倫

理教育

17 2014

高齢者に係わる医療・福祉職の倫理教育

方法の検討(その2)　新聞記事を活用し

たグループ討議における医療的ケアの倫

理教育方法に関する検討

Author：今野 修(秋田看護福祉大学 看護

福祉学部看護学科), 檜原 登志子

Source：Quality of Life Journal15巻1号

Page63-78(2014.09)

論文種類：原著論文

分析対象は,平成

25年度4月に実施

したA大学看護福

祉学部福祉学科2

年32名の演習終了

後の発表用の資料

である。資料につ

いては,様式を問

わずグループごと

に課題に対する考

えを自由に記述す

る方法をとった。

＜看＞経管栄養法の新聞記事を読

み,「老人20人の消極的安楽死につ

いて考える」の学生の対立意識・問

題意識の思考過程を検討し,医療的

ケアにおける倫理教育方法に関して

検ることである。

グループ討議の記述内容から,

学生の思考プロセスの内容分

析を行った。

グループ討議における学生の

記述内容をできるだけ学生の

言葉を用いて文節毎に抽出し,

さらに意味内容が類似した譖

句・文節をグループ化し,共通

する意味を表わすようにサプ

カテゴリーを抽出した。そし

て,サプカテゴリーの持つ意味

内容に基づいたグループ化を

行ない,本質的な意味を表わす

力テゴリーの命名を行った。

②分析結果から学生の対立意

識・問題意識における思考過

程の分析を行い,グループ討議

を活用した医療的ケアにおけ

る倫理教育方法に関する考察

を行なった。

要旨

本研究の目的は,「医療的ケア」の授業において,経管栄養法に関する新聞記

事「老人20人の消極的安楽死」についてのグループ討議を行い,学生の学び

の内容から,対立意識・問題意識の思考過程の分析を行い,倫理教育方法に関

する検討を行なうことである。

学生の学びの内容から, 7の【カテゴリー】, 14の『サプカテゴリー』が抽出

された。また,テーマに対して結論が一つでないことの気づきや,利用者の生

命の尊厳とQOLとの間でジレンマを感じていることがわかった。さらに,

QOLの語句を用いた直接的な記述は少なく, QOLについてのとらえ方の難し

さを学生は抱えていることが推察された。そして,グループ討議においては,

倫理的な課題への振り返りや気づきがもたらされており, 倫理的問題につい

ての対応方法を考えていく予備的な学習の機会に発展している。また,学生は

実習を経ておらず、学習したことと現実とのギャップ に対する対応方法が

わからない点が倫理的ジレンマにもつながっている。

今後は,具体的な事例検討や実習による体験的な学びを通して,利用者の生命

の質および人生の質の両面からQOLを議論できる倫理的感受性を 育むため

の能動的な教育を考えていかなくてはならない。「栄養チュープを用いてい

るとほとんどみじめで,尊厳がない」「ロから食べれなくなった時点で死んで

しまったのと同義なので,胃チュープをしてしまっては尊厳がないのでは」反

対の意見について「本人の意思,家族の意思があるのであれば,栄養チュープ

使用も尊厳があるものであり,本人の理想とする生き方であると考える」

19

なし 18 2015

高齢者に係わる医療・福祉職の倫理教育

方法に関する検討(その3)　新聞記事活

用による「倫理的問題意識」の学習を試

みて

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 今野 修

Source：Quality of Life Journal16巻1号

Page60-71(2015.09)

論文種類：原著論文

看護学科2年次生

名

＜看＞1 .看護学科2年次生の科目

「老年看護学方法論」で講義の単元

は「日常生活の食事援助」受講前

に、経管栄養法の新聞記事を課題と

して読み、は「老人20人消極的安

楽死について考える』で、学生の対

立意識・問題意識の思考過程を授業

評価レポートの内容分析から検討す

る目的とする。

研究デザイン、新聞記事を用

い、学生の思考プロセスの内

容分析を行う。

3 ~ 新聞記事 ー老人加人 極的

死一栄養チュープ用いずー院

長寿命に任せた」 を読み、贊

成・反対の対立意見と今後の

対 考え、 レポートする。 レ

ポートの一を、Tメディア独

による学生の自己教育力の育

成」 の項目により分析する。

自己教育カ育成の要件となる7

項目で分析し学習効果を評価

する。

Abstract：今回は、継続研究として看護学科の学生の授業評価のレポートを

記述分析した結果、新聞記事を教材としたことの学習効果は、「反対意見」

は、実習体験が影響し、又、家族の闘病体験も影響していた。メディア教育

は学生の自己教育力を育成しており、「医療者」という言葉が多かった。専

門職教育科目には、選択科目ではなく必須科目として「生命」と「倫理」と

「哲学」等と、方法はメディア教育の必要性が示唆された。(著者抄録)①経

管栄養は人間らしくないという意見②経管栄養は人問らしく生活するための

治療手段であるという意見のジレンマ対立意識があった。世の中には胃ろう

があたかも悪いような風潮があるようにおもわれる。患者の可能性を信じ、

胃ろうを行っても「ロから食べることの援助を積極的に行うべきだと思う。

（看護学生）

18

高齢者虐

待定義、

準虐待、

介護職

員、虐待

認識

13 2014 25

介護職員の虐待認識に基づいた高齢者虐

待定義の再構築への試み　「準虐待」の

構造と特徴に着目して

Author：任 貞美(同志社大学 大学院社会

学研究科博士後期課程)

Source：社会福祉学(0911-0232)54巻4

号 Page57-69(2014.02)

論文種類：原著論文

全国の介護老人福

祉施設に勤務する

介護職員5,000人

を対象に、質問紙

調査を行い、

1,143人を分析対

象とした。

＜介＞本研究は、「実践上の高齢者

虐待定義の構築」に向けて、介護職

員の虐待認識を基とに新たに「準虐

待」を加え、その構造と特徴を明ら

かにすることを目的とした。

全国の介護老人福祉施設に勤

務する介護職員5,000人を対象

に、質問紙調査を行い、1,143

人を分析対象とした。

Abstract：本研究は、「実践上の高齢者虐待定義の構築」に向けて、介護職

員の虐待認識を基とに新たに「準虐待」を加え、その構造と特徴を明らかに

することを目的とした。調査期間は2012年10月11～25日までである。因子

分析を行った結果、「準虐待」の構造として、「尊厳の侵害」「役割の侵

害」「自律の侵害」「交流の侵害」の4因子が抽出された。また、4因子の各

「下位尺度得点」の平均値を比較した結果、「尊厳の侵害」「交流の侵害」

に対する介護職員の虐待認識は高く、「役割の侵害」「自律の侵害」につい

ての虐待認識は低かった。上記の結果から、(1)高齢者にとって重要な生

活、「尊厳・役割・自律・交流」の侵害は「準虐待」であること、(2)介護

職員が見逃しがちな高齢者の「自律や役割のある生活支援」の重要性につい

て、介護職員の共通理解を強化する必要性が示唆された。(著者抄録)1 ．尊

厳 の 侵 害 （Cronbachα ＝ O．938）11項 目 因 子 負荷 量

問 8 人前 で排泄 ・入浴介助や 更衣 な どを行わ ない 配慮が ない

問 13 ひ と りの 人 間 と して の 利 用 者 の 個性が 尊重 さ れ て い ない

問 20 プ ラ イバ シーが確保 され た トイ レが ない

問 10 利用者の 行動 を制限す る と きに利用 者 に納 得 のい く説明 をし な

い

問 15 利 用 者が 疲れ た ときに，心 身を休 ませ る 場所が ない

問 ll 利 用 者 が 望 む生 き方や 利用 者 の 意思 を通 す こ とが で きな い

問 16 利用者の 部屋 を勝手 に他 人 が の ぞ く

問「17 利 用 者 が ひ と りき りに なれ る時間 と場所が ない

問 36 利用者 は病気や 障害 に対応 した 治療 や リハ ビ リ を受 け る こ と

が で きな い

問 9 利用者 の ペ ース で 生 活時間 を組 み 立 て る こ とが で きな い

問 26 利用者が 新 聞 ・雑誌 ・ラ ジ オ ・テ レ ビ等 を自由に視聴す る こ と

が で き な い



51 

 

 

キーワー

ド
年代順 年代 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 結果　考察　結論

論文

no

QOL、医

療福祉、

エイジン

グ論教

育、リス

クマネジ

メント、

自己アセ

スメント

19 2017

医療福祉職のリスクマネジメント　エイ

ジング論講義にQOL指標を用いて自己ア

セスメントを行う効果

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 庄司 光子, 黒澤

繭子

Source：Quality of Life Journal18巻1号

Page82-92(2017.09)

論文種類：原著論文

A大学看護学科・

福祉学科1年生98

名

＜看＞大学課程の看護学科1年次生

と福祉学科1年次生の総合科目に位

置ずけられている授業で「エイジン

グ論」の科目を受講した学生が、学

生自身のリスクマネージメントに重

要となる、事故防止のケアを行うた

めの「三つの枠組み」の一つ「看

護・介護する側のアセスメント」

を、QOLの指標を用いて調査し(無

記名、自記式)、今後の教育の方向

性を検討することを目的とした。

(無記名、自記式) Abstract：平成28年度の本年に始めて、終講時にQOL指標で学生自身が自己

アセスメントを行うことを授業に取り入れて検討した。この部分のみを報告

する。本研究は、結果は、1.QOL質問票の質問項目は大半の項目で「はい」

と回答していた。2.「はい」多く回答していた項目は、25～27の食事に関す

る質問、8・18の将来に関する質問、23の健康に関する質問、および40～42

の医療にかんする質問であった。3.「いいえ」と多く回答していた項目は、

34～38の認知・身体的な障害があるかに関する質問だった。これらから、学

生は健康であると考えていた。学生はQOLの高い生活を送っていると考えて

おり、特に食に関して大半の学生が満足していた。学生は現行の医療に対す

る信頼や、医療サービスに対して満足度が高かった。学生の健康や生活環境

の満足・医療への信頼性の高さから、QOLの高い生活を送れることが、今後

も尊厳あるケアを提供する基盤であり、健康意識を継続する教育の必要性へ

の示唆となる。(著者抄録)

13

認知症高

齢者、グ

ループ

ホーム、

介護職、

虐待の認

識、バー

ンアウト

20 2018

認知症グループホームの介護職における

ストレスの実態と虐待の認識との関連

Author：河野 由美子(金沢医科大学 看護

学部看護学科), 桜井 志保美

Source：日本在宅ケア学会誌(1346-

9649)21巻2号 Page67-75(2018.03)

論文種類：原著論文/比較研究

調査は、認知症グ

ループホームの介

護職645人を分析

対象者とした。

＜看＞認知症グループホームの介護

職に対してストレスの実態と虐待の

認識の関連を明らかにすることを目

的とした。

郵送法による無記名自記式質

問紙調査を行った。

Abstract：日本版バーンアウト尺度をストレス指標とし、虐待に関する個人

の認識と職場環境、日常的介護行動における虐待の認識の有無との関連につ

いて2項ロジスティック回帰分析を行った(p<0.05)。虐待に関する個人の認

識から、虐待までいかないが，不適切なケアがあると思う、虐待に関する職

場環境の認識ではｍ自分の働く施設では虐待がないと思う。分析結果から、

虐待に関する職場環境の問題とストレスとの関連が明らかとなった。また、

日常的介護行動における虐待の認識とストレスの関連が明らかとなり、新た

な知見といえる。ストレスを低減することで、認知症高齢者の尊厳に配慮し

た日常的介護行動が遂行される可能性が示唆された。(著者抄録)

12

高齢者、

認知症、

小学校の

道徳教科

書、認知

症に対す

るアン

ケート、

総合的な

学習の時

間

21 2018

「総合的な学習の時間」とリンクする

「道徳の授業」に向けて　高齢者に関わ

る社会問題(認知症など)の教材から

Author：福島 信也(森ノ宮医療大学 保健

医療学部看護学科)

Source：森ノ宮医療大学紀要12号

Page69-84(2018.03)

論文種類：原著論文

平成30（2018）

年度から小学校

（中学校は平成31

（2019）年度）

で「特別の教科

道徳」の教科書と

とＡ大学1年次生

において、特別講

義「大学と地域社

会」を受講した学

生118名 Ｂ大学2

年次生において、

「道徳教育の理論

と方法」を受講し

た学生17名 大阪

市立Ｃ小学校6年

の1学級におい

て、道徳の授業を

受ける児童26名

。

＜看＞「認知症」の人の尊厳のある

暮らしを担保するために、地域の担

い手の育成を早期に始める必要があ

るという観点から、小学校教育にお

いて「認知症」がどのように扱われ

ているかを明らかにすることを目的

とする。

平成30（2018）年度から小学

校（中学校は平成31（2019）

年度）で「特別の教科 道徳」

とし

てスタートする教科書の教材

ではどのように扱っているか

を調査。現在の子どもたちが

「認知症」に対してどのよう

な意識をもっているかをアン

ケートによって検討した。

Abstract：高齢者の人口の増加とともに、認知症の人も増加している。2004

年までは「痴呆」という言葉が使われていたが、高齢者の尊厳に対する配慮

に欠く表現ということで、「認知症」いう言葉が使われるようになった。し

かし、多様な情報によって症状のネガティブな部分だけが強調されてしま

い、「物忘れが多くなる」「自分がした行動を覚えていない」「周りに迷惑

をかける」「介護や他の人からのサポートが必要」「家族が困っている」な

どの意識をもたせてしまっている現状がある。超高齢社会を迎えている日本

にとって、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分

らしく暮らし続けることができる社会の実現が重要課題である。そのために

は、認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進、認知症の人を含む高

齢者にやさしい地域づくりの推進などの施策を展開しなければならない。そ

の結果、高齢者が主人公または主人公と関わっている教材は1～6年の全学年

に広く分布し、現代的な課題としての高齢者に関わる社会問題(認知症など)

の教材も含まれている。また、アンケート結果からは、児童・大学生の認知

症に対する意識の差異はあまりない、などの知見が得られた。今後の課題と

しては、「認知症」を正しく理解し、「認知症」の人や家族を温かく見守

り、安心して暮らせる地域の担い手となる意識を培っていく「総合的な学習

の時間」と「道徳の授業」のリンクした取り組みを実践しながら精査したい

と考えている。(著者抄録)

11

高齢者、

転倒、転

落、事故

防止

22 2018

精神一般病棟における高齢者の転倒・転

落調査　背景と要因を分析して

Author：住友 真実(光愛会光愛病院), 有

我 譲慶, 森 美由紀

Source：日本精神科看護学術集会誌61

巻1号 Page342-343(2018.06)

論文種類：原著論文

Ｂ病棟の看護およ

び介護職員。２か

月間に17件の調査

用紙記入があっ

た。そのうち15件

を有効回答とし

た。

＜看＞精神一般病棟における高齢者

の転倒・転落の傾向と要因，背景を

調査・分析し，安全・安楽，ADLの

向上に配慮したケアと転倒・転落の

予防に役立てる。

質問紙調査：研究者が作成し

た「転倒・転落に関する調査

用紙」をスタッフに配布し，

転倒・転落事故が発生した時

に，以下の項目の記入。

調査項目：発生した曜日，時

間帯，転倒した。患者の年

齢，主な疾患，活動性，転倒

の既往歴，身体的機能面，精

神的機能面，服薬内容，排泄

状況，転倒リスク，場所，場

面，環境要因，本人の

様子，スタッフ要因，対策，

の各項目を複数回答

可。質問項目ごとに自由記載

欄を設けた。分析方法：調査

項目ごとに単純集計を行っ

た。自由記載欄については質

的に分析。

Abstract：A病院B病棟は、患者の平均年齢が82歳で、認知症のある患者が7

割を占める精神一般病棟である。転倒・転落対策として、頭部を守るヘッド

ギアや、腰部を守るヒッププロテクター、ベッド周辺にセンサーマットなど

を使用している。転倒・転落リスクが極めて高い患者に対してはベッドでの

身体拘束や車椅子ベルト拘束をすることもあるが、拘束については身体的苦

痛や尊厳の問題などが指摘されている。結果でスタッフが意識しているよう

に，身体拘束に頼らないケアの工夫が重要である。そこで今回、患者の安

全・安楽と尊厳に配慮した看護ケアのために、転倒・転落の背景と要因に注

目して調査を行い、以下の示唆を得た。1)身体拘束に頼らないケアが望まし

い。2)薬剤の副作用を意識したケアが重要である。3)転倒・転落リスクが

「高い・要注意」の患者よりも「やや高い」患者で転倒率が高かったことか

ら、リスクアセスメントの見直しが必要である。4)食事の時間帯やホールの

見守りが手薄になる時間帯では、スタッフの配置の見直しや、ケアが十分で

きる人員の確保が望まれる。

7

QOL、医

療福祉

職、エイ

ジング論

教育、リ

スクマネ

ジメン

ト、自己

アセスメ

ント

23 2018

医療福祉職のリスクマネジメント　エイ

ジング論講義にQOL指標を用いて自己ア

セスメントを行う効果(2)

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 庄司 光子, 黒澤

繭子

Source：Quality of Life Journal19巻1号

Page20-33(2018.09)

論文種類：原著論文

大学課程の看護学

科1年次生と福祉

学科1年次生の総

合科目に配置して

いる授業で「エイ

ジング論」の科目

を受講した学生

＜看＞本研究は、大学課程の看護学

科1年次生と福祉学科1年次生の総

合科目に配置している授業で「エイ

ジング論」の科目を受講した学生

が、学生自身のリスクマネジメント

に重要となる、事故防止のケアを行

うための「三つの枠組み」の一つ

「看護・介護する側のアセスメン

ト」を、QOLの指標を用いて調査し

(無記名、自記式)、今後の教育の方

向性を検討することを目的とした。

無記名、自記式。 Abstract：本学の過去6年間医療福祉職のエイジング論教育にリスクマネジ

メントを取り入れて、学習評価を高齢者の理解度で調査し報告している。平

成28年度に始めて、終講時にQOL指標で学生自身が自己アセスメントを行う

ことを授業に取り入れて検討した。2回目となる本年この部分のみを報告す

る。結果は、1.QOL質問票の質問項目は大半の項目で「はい」と回答した。

「はい」1から[いいえ]5の5段階評価。2.「23の健康ですか」は、83.1%が

「はい」平均値1.71、「25食欲はありますか」は91.0%が「はい」平均値

1.45であった。3.「22毎日の生活に満足していますか」は88.3%が「はい」

平均値2,35、「28眠れますか」は80.0%が「はい」平均値1.91であった。学

生はQOLの高い生活を送っていると考えていた。4.「41治療を信頼していま

すか」は67.4%が「はい」平均値2.06の回答を得た。学生の健康や生活環境

の満足・医療への信頼性の高さから、QOLの高い生活を送れることが、今後

も尊厳あるケアを提供する基盤であり、自己アセスメントはケア事故の防止

の意識と高齢者の尊厳を高める。(著者抄録)

8
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ド
年代順 年代 発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的<看＞＜医＞＜介＞ 研究手法　尺度　　統計手法 結果　考察　結論

論文

no

口腔ケ

ア、機

能、介護

者、認知

症の入所

者、介護

施設

24 2018

生活機能の視点からみた介護職員の認知

症入所者への口腔ケアの認識

Author：蔵屋敷 美紀(福井医療大学 保健

医療学部看護学科), 中村 陽子

Source：北陸公衆衛生学会誌(0386-

3530)45巻1号 Page10-24(2018.10)

論文種類：原著論文

介護福祉士14名

(男性4名、女性10

名、平均年齢40.2

±4.7歳)

＜看＞介護職員の認識を通して、生

活機能の概念、口腔ケアと生活機能

との関係性、そして口腔ケアの意義

を明らかにする。

グラウンデッドセオリーアプ

ローチを用いて分析した。

Abstract：生活機能の視点からみた介護施設職員の認知症入所者への口腔ケ

アの認識について、介護福祉士14名(男性4名、女性10名、平均年齢40.2±

4.7歳)を対象に、グラウンデッドセオリーアプローチを用いて分析した。そ

の結果、「入所者のその人らしい生活のための口腔衛生維持」「入所者の尊

厳を尊重」「チームとしてのケア効果の気づき」「口腔ケアに対する第3者

評価への葛藤」の4カテゴリー、更に16のサブカテゴリーが抽出され、各カ

テゴリーは相互に関連していた。介護職員の考える口腔ケアにおける生活機

能とは、残存機能維持、健康維持、ADL/IADLの自立、食を楽しむ、コミュ

ニケーションであった。口腔ケアを通して介護職員のやりがいに影響すると

考えられる側面は、行動変容、臨床的側面、専門的側面、チームとしての側

面の四つであり、これらが単独あるいは複合的・累積的に知覚できた時にや

りがいを感じ、ケアの質の向上や自己の成長に寄与していた。入所者の尊厳

を尊重より、ロ腔ケアで時間を確認から、「介護職員の役割は,朝,昼タの時

間の流れを口腔ケアからわかってもらうように関わる事はとても大切だ。」

入所者の尊厳を尊重より、相手の立場で考えるから、ロ腔ケアに抵抗する認

知症入所者は,職員の声かけが命令口調になっている時がある。もっと相手の

立場になって考えれば,違った声かけになると思う。

6

新人介護

福祉士、

人権教

育、地域

における

役割、介

護福祉士

としての

成長

26 2021

特別養護老人ホームにおける新人介護福

祉士の実践と養成教育の課題　倫理綱領

遵守の観点から

Author：織田 なおみ(西野学園札幌医学

技術福祉歯科専門学校)

Source：北海道医療大学看護福祉学部学

会誌(1349-8967)17巻1号 Page23-

33(2021.03)

論文種類：原著論文

本研究に同意を得

た特養に勤務する

養成施設卒業後2

年目の介護福祉士

8名

＜看＞特別養護老人ホームに勤務す

る介護福祉士養成施設卒業後2年目

の新人介護福祉士の実践状況を倫理

綱領遵守の観点から整理し、養成教

育の課題について示唆を得ることで

ある。

半構造化インタビュー調査。

コード化の後、12のカテゴ

リー、61のサブカテゴリーが

抽出された。

Abstract：本研究の目的は、特別養護老人ホームに勤務する介護福祉士養成

施設卒業後2年目の新人介護福祉士の実践状況を倫理綱領遵守の観点から整

理し、養成教育の課題について示唆を得ることである。本研究に同意を得た

特養に勤務する養成施設卒業後2年目の介護福祉士8名に対し半構造化インタ

ビューを実施し、実践状況についてコード化の後、12のカテゴリー、61のサ

ブカテゴリーが抽出された。あるべき理想と現実のディレンマとして、自分

の生活と比べると，当たり前のことが当たり前ではなく，おかしいと感じる

施設ケア。利用者の思いを受け止められず介護者の思いが伝わらない歯がゆ

さ。和気あいあいとした生活支援のイメージとは違う，介護者主体の支援と

現状への戸惑いや，＜統一されているはずのケアのやり方が，人それぞれ違

うということへの疑問や戸惑い」。人と人とのつながりを育む介護の醍醐味

として利用者の心身状態の向上や気持ちの変化は介護のやりがい。「施設の

運営方針や経営理念を意識して実践する場面はない」と語っている．「やっ

てもやっても状態が良くならなかったりっていうことの繰り返しだと，働い

てる側も何やってんだろうと虚しくなる」て＜職員と利用者ではなく，人と

人としての共感や関わりができ，笑顔や言葉を返してくれることは介護の達

成感＞調査の結果、今後の養成教育における課題は、(1)尊厳や自立の意味

を正しく理解できるよう人権教育を充実・深化させること、(2)地域福祉の

推進や地域包括ケアにおいて介護福祉士に求められる役割を意識した教育が

必要であること、(3)実践現場や職能団体等との連携を通して、介護福祉士

が自らの成長を実感できる環境を整えることであることが示唆された。(著

者抄録)

1

QOL、医

療福祉

職、エイ

ジング論

教育、リ

スクマネ

ジメン

ト、自己

アセスメ

ント

25 2019 4

医療福祉職のリスクマネジメント　エイ

ジング論講義にQOL指標を用いて自己ア

セスメントを行う効果(3)

Author：檜原 登志子(秋田看護福祉大学

看護福祉学部看護学科), 庄司 光子, 黒澤

繭子

Source：Quality of Life Journal20巻1号

Page36-51(2019.09)

論文種類：原著論文

「エイジング論」

の科目を受講した

学生

＜看＞「エイジング論」の科目を受

講した学生が、学生自身のリスクマ

ネジメントに重要となる、事故防止

のケアを行うための「三つの枠組

み」の一つ「看護・介護する側のア

セスメント」を、QOLの指標を用い

て調査し(無記名、自記式)、今後の

教育の方向性を検討することを目的

とした。

無記名、自記式。 Abstract：日本の老年人口は2018年(平成30年)総人口の27.7%、平均寿命は

延び世界で高齢化が著しい。エイジング(加齢)の一般的現象であり、一方、

セネスセンス(老化)という病的老化も含めた高齢者の老化は特殊性のあるも

のであり、最近目標の健康寿命の延伸は重要であるが、それのみではなく、

高齢者のライフサイクルから尊厳あるケア(QOLの視点)から考えた。エイジ

ングは社会学的には2つの側面を持つといわれ、1つは「全体レベル」では日

本の人口の高齢化は急速に進み、介護システムの構築に問題が生じる。2つ

は「個人レベル」では加齢や心身の老化や平均寿命の延伸で長寿化により日

常生活の支障という問題を生じる。従来から、エイジング教育一般的には、

編成されているカリキュラムはサクセスフルエイジングが多く見られたが

(リスクマネジメントはなく)、しかし、現在の高齢者の背景にある社会状況

は、高齢者自身のQOLや介護する側のケア者のQOLも脅かす為、看護・介護

のリスクマネジメントとして、ケア者は自己アセスメントを行い自身のQOL

を高め、高齢者のQOLを高くすることを目標に置くケアが重要となる。医療

福祉職のエイジング教育にリスクマネジメントの方法を取り入れる必要性が

考えられた。本学の過去7年間医療福祉職のエイジング論教育にリスクマネ

ジメントを取り入れて、学習評価を高齢者の理解度で調査し報告している。

平成28年度に始めて、終講時にQOL指標で学生自身が自己アセスメントを行

うことを授業に取り入れて検討した。3回目となる本年この部分のみを報告

する。本研究は、大学課程の看護学科1年次生と福祉学科1年次生の総合科目

に配置している授業で結果は、1.QOL質問票の質問項目は大半の項目で「は

い」と回答した。「はい」1から[いいえ]5の5段階評価。2.「23の健康です

か」は、「はい」平均値1.93、「25食欲はありますか」は「はい」平均値

1.71であった。3.「22毎日の生活に満足していますか」は「はい」平均値

2.40、「28眠れますか」は「はい」平均値2.19であった。学生はQOLの高い

生活を送っていると考えていた。4.「41治療を信頼していますか」は「は

い」平均値2.19の回答を得た。学生の健康や生活環境の満足・医療への信頼

性の高さから、QOLの高い生活を送れることが、今後も尊厳あるケアを提供

する基盤であり、自己アセスメントはケア事故の防止の意識と高齢者の尊厳

を高める。今後の課題として、QOLの生活の質のアセスメントだけではな

く、生命の質(生き続けること)を支援する職種であるために、(LiVe)このこ

とを学生に問う必要性が示唆された。(著者抄録)
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キーワー

ド
年代順 年代 テーマ

英文　発表年　著者　雑誌名

研究課題
発表年　著者　雑誌名　研究課題 対象 目的

研究手法　尺度　　統計

手法
本文・結果・考察

論文

no

なし 2 2015

個人の尊

厳・介護施

設・医師

看護師

Can personal dignity be

assessed by others? A survey

study comparing nursing home

residents' with family

members', nurses' and

physicians' answers on the

MIDAM-LTC.

Oosterveld-Vlug MG,

Onwuteaka-Philipsen BD,

Pasman HR, van Gennip IE, de

Vet HC.Int J Nurs Stud. 2015

Feb;52(2):555-67. doi:

10.1016/j.ijnurstu.2014.06.007.

Epub 2014 Jun 19.PMID:

25005175

個人の尊厳は他の人によって評価

できますか?介護施設の入居者と

家族、看護師、医師の回答を、

MIDAM-LTCに対する調査研究マ

リスカ G オーステルフェルト ヴ

ルグ 1,ブレジェ D オンウテアカ=

フィリプセン 2,H・ロリーン W パ

スマン 2,イシス・エ・ファン・

ジェニップ 2,ヘンリカ C W デ 獣

医 3

所属膨らむ

PMID: 25005175

DOI: 10.1016/j.ijナース

トゥ.2014.06.007

オランダの6つ

の老人ホーム

の一般医療病

棟。参加者：

95人の老人

ホームの入所

者、その家

族、看護師、

老人介護医

異なる種類の代理人の応答

が、入居者の個人的尊厳を評

価する際の老人ホームの住民

の対応とどの程度対応してい

るかを探る。

設計：断面調査。

メソッド：認識率は、尊

厳に関する入所者と代理

人回答の間で計算された

。 介護施設の場合、31の

反応まや経験から構成さ

れ、存在感と尊厳に影響

を与える全体的な個人の

尊厳のための単一の項目

とした。

要約　考察

代理人は一般的に、入所者自身よりも単一の項目スコアに入所者の尊

厳をより否定的に評価した。入所者と異なる代理人間の認識率は、単

一項目の53%から63%、必要とされるものの存在に対して68%から

72%、項目が尊厳に及ぼす影響については68%から76%だった。必要

とされるものの存在と尊厳への影響に関する認識は、医師にとって最

も高く、家族にとって最も低かった。家族は、入所者の生活の中で必

要とされるものの存在だけでなく、尊厳への影響を過大評価する傾向

があった。しかし彼らは入所者の尊厳がかなり侵害されたときに最も

よく認識することができたが、医師や看護師はこれを頻繁に認識でき

ていなかった。医師や看護師は、特定の項目で特に彼ら自身が関与し

ている入所者の尊厳に対して影響するケア項目について認識できてい

ない傾向にあった。

結論

代理人の情報提供者からの報告は、単に老人ホームの入所者の個人的

尊厳の報告に置き換えることはできない。しかし、入所者自身が情報

を提供できなければ、この研究で観察された偏差のパターンに照らし

て結果が解釈されれば、尊厳に関する代理人の認識に価値がある可能

性がある。

4

20131なし

13人の医師と15人の看護

師との詳細なインタ

ビューを行った質的記述

的なインタビュー研究。

オランダの4つの老人ホー

ムの一般医療病棟で最近

認められた30人の老人

ホーム入所者の個人的尊

厳について意見を表明。

インタビューは、テーマ

分析の原則に従って文章

起こしされ、分析され

た。

要約

医師と看護師の両方によると、身体障害や他の人に依存することは住

民の尊厳を脅かしました。これが個々の居住者の尊厳の侵害につな

がったかどうかは、スタッフの意見では、入所者が回復力を示し、個

性を保つ能力に依存していました。スタッフは、尊厳を守るケアの最

も重要な要素として入所者を尊重し、プライバシーの世話をすること

に言及し、彼ら自身が扱われたいように入所者を扱うように努めまし

た。彼らはしばしば、特定の居住者の尊厳にとって重要な側面につい

て言及することができました。しかし、特定の入所者の尊厳に何が貢

献できるかと尋ねられると、彼らはしばしば尊厳を守るケアの一般的

な側面に言及し、ほとんどの老人ホームの入所者に適用される可能性

があります。尊厳を守るケアを提供しようとすることで、医師と看護

師は、多くの場合、リソースの不足によって引き起こされる毎日のケ

アと障壁で矛盾する価値観を経験しました。あなた自身が扱われたい

と思うように他の人を扱う:それは私にとって尊厳の重要な特徴で

す。敬意を払って、それは間違いなく私が考える最も重要なことであ

り、敬意を払うアプローチと治療です。(認定看護助手、25~30年)私

はあなたがプライバシーを保護するためにできる限りのことをすべき

だと思います。だから、あなたが誰かの体を洗う時には、ドアを閉め

ておいてください。それも尊厳の問題です。そして、人々をミスター

またはミセスと呼び、彼らをまともに扱う。私がここで言いたいの

は、あなたが人々の話をきちんと聞くということです。(認定看護助

手、60~65年)個人住民の尊厳と尊厳を守る要素に対する彼らの見方

にはほとんど違いが見つかりませんでした。どちらも、尊厳に影響を

与える身体的および心理社会的側面に関心を持っていました。

結論

個々の老人ホームの入所者に尊厳を守るケアを調整することは、毎日

の業務では難しいようです。老人ホーム内の運営上の障壁を解決する

ことに注意を払うだけでなく、入所者を治療する際の基準点として取

るスタッフの価値観に対する意識を高め、老人ホームにおける個人の

尊厳を促進することが必要です。

介護施設・

医師　看護

師・尊厳の

認識

2

尊厳を保つのは、終末期医療

の重要な要素であり、また老

人ホームで与えられるケアの

重要な要素です。個人の尊厳

に影響を与える要因は、老人

ホームの入所者と職員の視点

の両方から研究されていま

す。しかし、老人ホームのス

タッフが毎日の練習で個々の

居住者の個人的な尊厳を認識

し、促進する方法や、老人

ホーム内の尊厳を保つスタッ

フの経験についてはほとんど

知られていません。この研究

の目的は、この中でより多く

の洞察を得ることです。

13人の医師と

15人の看護師

老人ホームスタッフの住民の尊厳

に関する見解:定性的面接研究

マリスカ G オーステルフェルト

ヴルグ 1,H・ロリーン W パスマ

ン,イシス・エ・ファン・ジェニッ

プ,ディック L ウィレムス,ブレ

ジェ D オンウテアカ=フィリプセ

ン

所属膨らむ

PMID: 24041222

PMCID: PMC3850947

DOI: 10.1186/1472-6963-13-353

無料のPMC記事

Nursing home staff's views on

residents' dignity: a qualitative

interview study.

Oosterveld-Vlug MG, Pasman

HR, van Gennip IE, Willems DL,

Onwuteaka-Philipsen BD.BMC

Health Serv Res. 2013 Sep

16;13:353. doi: 10.1186/1472-

6963-13-353.PMID: 24041222

Free PMC article.



54 

 

令和   年   月   日 

 

                管理者 殿 

国際医療福祉大学大学院 

保健医療学 博士課程 

山下 哲司 

調査協力のご依頼 

  

私は国際医療福祉大学大学院の保健医療学科で保健医療学を専攻しております山下哲司と申します。 

このたび学校法人国際医療福祉大学の承認を得て、下記の内容で、学位論文に関する研究を行うこととなり

ました。 

つきましてはご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、アンケート回答者募集の実施および調査施設と

して貴施設にご協力いただきたく、ご承諾いただけますようお願い申し上げます。 

  

記 

1.研究課題名 

特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究  

 

2.目的 

 特別養護老人ホームの介護職は、利用者の尊厳に対する意識について、量的研究を通じて明らかにする。

それにより、介護職が要介護高齢者に対する尊厳をどのように意識して介護サービスを提供しているかにつ

いて考察したい。 

 

3.調査対象および研究方法 

47都道府県で合計 235施設を対象として、1施設 10名の介護職（常勤・夜勤あり）を対象にアンケートを

実施する。有効回答のアンケートを集計して、現状を把握して分析する。 

 アンケートの主な項目 

 1.介護職向けの主な質問紙調査票項目 

・利用者の尊厳を大切に介護しているか。 

・利用者の ADL自立は尊厳をたもつ有力な方法か。 

・自立しているより全介助の利用者の尊厳に気を配るべきか。 

・利用者の生理的状況の解決が尊厳を大切にすることか。 

・おむつよりポータブルトイレが尊厳をたもちやすいか。 

・おむつ交換は定時より排泄ごとが尊厳をたもちやすいか。 

・常食常菜の食事が尊厳を大切にするか。 

・歩行器や杖の歩行は本人の尊厳をたもつか。 等 

・介護職が考える利用者の尊厳を尊重するケアとは。（自由記述式） 
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・回答者の年齢、資格、経験 

 など。 

4.期間  令和  年   月  日 ～   月  日 

 

5.場所  貴施設内 

 

6.研究概要    ※ 詳細は別紙の研究計画書のとおり 

 

7.指導教員名・連絡先 国際医療福祉大学大学院 准教授 小平めぐみ 03-5574-3894（直） 

 

8.本人連絡先 山下哲司 080-5477-2043 

 

添付 １．倫理審査通知書    ２．研究計画書 

以上 
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アンケート 承諾書 

 

国際医療福祉大学大学院 

研究者 山下哲司 殿 

 

別紙の説明書を読んで十分理解し、本研究に関する被験者への倫理的配慮について納得しましたので、 

本施設の介護職 10名がアンケートに回答して、本研究に参加することを承諾します。 

 

1. 特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究 

2. 目的 

 特別養護老人ホームの介護職は、利用者の尊厳を尊重したケアを提供できているか、また

利用者の尊厳と自立についてどのように考えているかを、量的研究を通じて明らかにする。 

3. 調査対象および研究方法 

 47都道府県で合計 235施設を対象として、1施設 10名の介護職（常勤・夜勤あり）を対象

にアンケートを実施する。有効回答のアンケートを集計して、現状を把握して分析する。 

4. 期間 令和  年  月  日 ～   月  日 

5. 場所 貴施設 

6. 研究概要 (※詳細は研究計画書にて確認) 

 特別養護老人ホームの介護職は、利用者の尊厳を尊重したケアを提供できているか、につ

いてオムツ交換、トイレ介助、食事介助、入浴介助、移動介助を対象に介護職の認識を質問

紙調査票に回答してもらい回収分析することで介護職が利用者の尊厳の尊重についてどの

ように考えているのかを、あきらかにしたい。 

 

7. 指導教員名・連絡先 国際医療福祉大学大学院 准教授 小平めぐみ 03-5574-3894（直） 

 

8. 本人連絡先 山下哲司 080-5477-2043 

 

   

令和   年    月    日 

 

施   設   名  

 

代表者職・氏名                    印 
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同  意  書 

 

研究実施代表者 山下哲司  殿 

 

 私は「特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究」につい

て、国際医療福祉大学院 保健医療学科 博士課程 保健医療学専攻の山下哲司から、別紙の説

明書に基づき、次の項目について詳しい説明を受け、十分理解し納得できましたので、研究に参

加することに同意します。 

 

説明事項   

① 研究の名称及び当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けている旨 

② 研究機関の名称及び研究責任者の氏名（他の研究機関と共同して研究を実施する場合には、

共同研究機関の名称及び共同研究機関の研究責任者の氏名を含む。） 

③ 研究の目的及び意義 

④ 研究の方法（研究対象者から取得された試料・情報の利用目的を含む。）及び期間 

⑤ 研究対象者として選定された理由 

⑥ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

⑦ 研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても随時これを撤回できる旨（研究

対象者等からの撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場合があるときは、そ

の旨及びその理由） 

⑧ 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することによって研究対

象者等が不利益な取扱いを受けない旨 

⑨ 研究に関する情報公開の方法 

⑩ 研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情報等の保護及び当該研究の独創

性の確保に支障がない範囲内で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧で

きる旨並びにその入手又は閲覧の方法 

⑪ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含む。） 

⑫ 試料・情報の保管及び廃棄の方法 

⑬ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反 

及び個人の収益等、研究者等の研究に係る利益相反に関する状況 

⑭ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

 

令和    年    月    日 

 

                                 （自署にてお願いいたします） 

 

研究協力者                           



58 

 

 

 

同  意  撤  回  書 

 

 

研究者 山下哲司  殿 

 

 

 私は 「特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究」の参

加に同意し、同意書に署名しましたが、その同意を撤回することを、国際医療福祉大学院 保健

医療学科 博士課程 保健医療学専攻の山下哲司に伝え、ここに同意撤回書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

                                 （自署にてお願いいたします） 

 

 

研究協力者    （              ） 
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利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究 

 

令和   年    月    日 

 

国際医療福祉大学大学院 

保健医療学 博士課程 

山下 哲司 

メールアドレス：19S3089@g.iuhw.ac.jp 

 

私は国際医療福祉大学大学院の保健医療学科で保健医療を専攻しております山下哲司と申します。

このたび学校法人国際医療福祉大学の承認を得て、下記の内容で、学位論文に関する研究を行う

こととなりました。 

 つきましてはご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、アンケート回答にご協力いただき

たく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

ご記入にあたってのお願い 

 

1.このアンケート用紙には、封筒の宛先にある事業所に所属する介護職の方ご自身でお答え 

ください。 

 

2.アンケート用紙は回収後すべて整理番号にしたがって取り扱いますので、二次調査や面接調査

にご協力いただける方以外は、あなたの名前をアンケート用紙や封筒にご記入いただく必要はご

ざいません。 

 

3.アンケートは 3 ページ、質問は 16 問 20 項目です。回答にかかる時間は 5 分程度です。 

 

4.ご記入は黒のボールペンでお願いします。また回答を訂正する場合は、前の回答を二重線で消

し、訂正後の回答をご記入ください。 

 

5.ご記入が終わりましたら、封筒にアンケート用紙を入れて封入の上で、    月    日 

（当日消印有効）までにご返信ください。 

 

6.本調査用紙の回答をもって本研究の実施に同意されたものとみなします。 

実施アンケート 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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介護職向けアンケート 

以下全文 

対象 介護職 アンケート 

 

1.あなたは利用者の尊厳を大切に介護していると思いますか。 

 

①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

2.利用者の ADL が自立することは尊厳をたもつ有力な方法だと思いますか。 

 

①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

3.自立している利用者よりも全介助の利用者のほうが尊厳に気を配るべきだと思いますか。 

 

  ①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

4.利用者に対してマズローのいう「自己実現欲求」「自尊欲求」「所属欲求」を充たすよう援助する 

ことが尊厳を大切にすることだと思いますか。 

 

①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

5.利用者に対して、空腹、不快感、苦痛などの生理的状況を解決してあげることが尊厳を大切に 

することだと思いますか。 

 

①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 
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6.次の援助領域のうち、利用者の尊厳により影響しやすいと思うものを 3 つ選んで〇を 

つけて下さい。 

 

①（  ）ADL の援助・介助 

②（  ）買物などの IADL の援助・介助 

③（  ）ゲームや趣味活動などレク活動の援助・介助 

④（  ）散歩などの外出援助 

⑤（  ）他の人との交流・関係づくりの援助 

⑥（  ）病気の看護や治療の援助 

 

7.次の ADL の介助のうち尊厳により影響しやすいと思うものを 3 つ選んで〇をつけて下さい。 

 

①（  ）食事介助 ②（  ）排泄介助 ③（  ）歩行介助 

④（  ）入浴介助 ⑤（  ）着替え介助 ⑥（  ）洗面歯みがき介助 

 

8.利用者に対して、おむつを利用するよりも普通トイレやポータブルトイレを利用しておむつを 

使わないほうが尊厳をたもちやすいと思いますか。 

 

①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

9. 利用者のおむつ交換は定時に行うよりも排泄ごとに随時で行うほうが尊厳をたもち 

やすいと思いますか。 

   

  ①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

10. 食事は常食常菜とすることが尊厳を大切にすることだと思いますか。 

 

  ①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

11. できるかぎり利用者が自分で食べるよう見守るのが尊厳を大切にすることだと思い 

ますか。 

 

① とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 
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12. 利用者の食事介助では一口ごとに何を食べるか本人の意志を確認することが尊厳を大切にす

ることだと思いますか。 

 

  ①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

13. 車椅子は楽な手段なので、利用者がこれを使うことは本人の尊厳を大切にすることだと思い

ますか。 

 

  ①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

14. 利用者が歩行器や杖を使って自力で歩くと生活の自由度が大きくなるので尊厳をたもつのに

役立つと思いますか。 

 

  ①とてもそう思う ②少し思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

 

15. 最後にあなたご自身のことについてお答えください。 

 

15-1.あなたの性別   ①男性  ②女性  

 

15-2.あなたの年齢 （     歳） 

 

 

15-3.あなたが保有している介護に関する資格をすべて選び、その番号にすべて〇をつけてくださ

い。 

 

  ① 保有資格なし  ② 介護福祉士  ③ 社会福祉士  ④ ホームヘルパー  

 

⑤ 介護支援専門員  ⑥ 正看護師・准看護師   ⑦社会福祉主事 

 

⑧その他（           ） 

 

15-4.現在の施設で介護職として経験はどれくらいありますか。〇〇ヶ月でお答えください。 

  （             ヶ月） 
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15-5.これまで介護職としてどれくらいの経験がありますか。他の施設での経験も含めて合算して 

ください。〇〇ヶ月でお答えください。 

（           ヶ月） 

 

 

  以上で質問は終わりです。 

 

 

 

  本調査へのご意見、ご希望などがありましたら、以下にご自由にお書きください。 

                                                

                                              

                                              

                                              

                                                                                          

                                                                                           

 

本調査のテーマについてさらに詳しく調べるために、今回の回答者の方から二次調査や面接調査

を実施する予定です。ご協力いただけますか。 

 

 ①ぜひ協力したい    ②時間があれば協力したい   ③協力できない 

 

ご協力いただける方は以下にお名前とご連絡先を記入ください。後日ご協力いただく方にこちら

からご連絡させていただきます。 

 

  お名前                              

 

  勤務地（県名）                          

 

ご連絡先                             

（電話番号かメールアドレス） 

 

 

 

アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。 
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「特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究」 

に関する説明書 

 

研究責任者 

所属：国際医療福祉大学大学院 

職名：准教授 

氏名：小平めぐみ 

 

 この説明書は「特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳を尊重したケアに対する介護職の意識調査」の

内容について説明したものです。本研究は、 国際医療福祉大学の承認を得て行なうものです。  

この計画に参加されなくても不利益を受けることは一切ありません。 

ご理解、ご賛同いただける場合は、研究の対象者として研究にご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

① 研究の名称及び当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けている旨 

本研究の名称は「特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳を尊重したケアに対する介護職の意識調

査」です。研究の実施については国際医療福祉大学大学院の倫理審査の承認を受けて実施しています。 

② 研究機関の名称及び研究責任者の氏名 

研究機関の名称は国際医療福祉大学大学院です。研究責任者の氏名は、国際医療福祉大学大学院 

准教授 小平めぐみです。 

③ 研究の目的及び意義 

  本研究は、特別養護老人ホームの介護職は利用者の尊厳を尊重したケアを提供できているか、また利用 

者の尊厳と自立についてどのように考えているか、を明らかすることを目的としています。 

特別養護老人ホームに限らず、介護職による要介護高齢者に対する虐待が発生している現状に対して 

その対極にあると考えられる尊厳について介護職の意識調査を行うことは、なぜ虐待が介護現場で発生 

しているのかという原因分析につながると考えております。その原因を明らかにすることは介護現場に 

おいて利用者の尊厳を尊重したケアとはどのようなものであるべきかを問うことにつながるため、意義がある 

と考えます。 

④ 研究の方法（研究対象者から取得された試料・情報の利用目的を含む。）及び期間  

本研究は、アンケート調査による量的研究と質的研究による半構造化インタビューで構成されています。 

今回のインタビュー調査は、調査 1からご承諾が得られた 14名を対象としています。 

調査期間は、令和 3年 3月 1日～令和 4年 3月 31日です。インタビューは ICレコーダーに録音し逐語録

を作成します。 

音声録音の試料は研究遂行のため、または皆さんから問い合わせがあったときのために研究担当者がパス

ワードをかけて 5年間保管します。保管期間は令和 9年 3月 31日までです。 

インタビューは録音し逐語録を作成します。逐語録を意味のあるまとまりでコード化します。コード化した内容

を共通する名前をつけてサブカテゴリーとします。さらにサブカテゴリーをまとめてカテゴリーを作成します。 

コードからサブカテゴリーの生成段階でインタビュー対象者にはメンバーチェッキングをご依頼いたします。 
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⑤ 研究対象者として選定された理由 

  調査１のアンケートでインタビュー協力のご承諾が得られた方を対象としています。 

⑥ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

  本研究は研究対象者に対して、本研究に参加することによる直接のリスクは生じないと考えます。 

予測される利益としては、施設の介護職が利用者の尊厳を尊重することを意識してふりかえるという利益が 

あると考えます。 

⑦ 研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても随時これを撤回できる旨（研究対象者等からの

撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場合があるときは、その旨及びその理由） 

  研究が実施又は継続されることに同意していただいた場合であっても同意撤回書の記入提出によって随

時これを撤回できます。 

⑧ 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することによって研究対象者等が不利

益な取扱いを受けない旨 

  研究の実施又は継続されることに同意しないこと、又は同意を撤回することで不利益な取り扱いを受ける

ことはありません。 

⑨ 研究に関する情報公開の方法 

  論文にて発表いたします。 

⑩ 研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情報等の保護及び当該研究の独創性の確保

に支障がない範囲内で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧できる旨並びにその入手

又は閲覧の方法 

  研究担当者の国際医療福祉大学大学院山下哲司がメール 19s3089@g.iuhw.ac.jp  もしくは 電話 

080-5477-2043 にて対応します。 

⑪ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、匿名加工情報又は非識別加工情報を作成する場

合にはその旨を含む。） 

 アンケート調査時に氏名と連絡先をお願いしました。（終了済み）またインタビューの逐語録の作成のため 

音声を録音します。これらの個人情報は研究担当者である国際医療福祉大学大学院山下哲司が管理しま 

す。 

⑫ 試料・情報の保管及び廃棄の方法 

  研究期間中の保管場所 ：千葉県船橋市習志野台 2-6-5 リハコンテンツ㈱内にて 

保管方法 ：ICレコーダーからパスワードをかけて研究担当者が管理します。 

研究終了後の保管場所 ：千葉県船橋市習志野台 2-6-5 リハコンテンツ㈱内にて 

保管方法 ：ICレコーダーからパスワードをかけて研究者が管理します。 

保管期間  令和 9年 3月 31日迄 

破棄の方法は研究担当者が完全に破棄します。 

⑬ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る利益相

反に関する状況 

  本研究は利益相反に抵触しません。 
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⑭ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

  研究実担当者である国際医療福祉大学大学院の山下哲司がメール 19s3089@g.iuhw.ac.jp  もしくは 

電話 080-5477-2043 にて対応いたします。 

⑮ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合 

研究対象者には 1名あたりクオカード 1000円分の謝礼をお支払いいたします。 

 

＜お問い合わせ等の連絡先＞ 

・研究担当者（研究責任者の指示の下で研究活動に従事する者） 

                           所属：国際医療福祉大学大学院 博士課程 

                               保健医療学 

                           氏名：山下哲司 

                           電話：080-5477-2043 

                           E-mail:19s3089@g.iuhw.ac.jp 

                           住所：〒107-8402 東京都港区赤坂 4-1-26 

 

 

・研究責任者（当該研究機関における研究の実施に責任を負う者）   

所属：国際医療福祉大学大学院 准教授 

                          氏名：小平めぐみ 

                          電話：03-5574-3894 

                          E-mail:kodaira@g.iuhw.ac.jp 

                          住所：〒107-8402 東京都港区赤坂 4-1-26 
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同  意  書 

 

研究実施代表者 山下哲司  殿 

 

 

 私は「特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究」について、国際医

療福祉大学院 保健医療学科 博士課程 保健医療学専攻の山下哲司から、別紙の説明書に基づき、次の

項目について詳しい説明を受け、十分理解し納得できましたので、研究に参加することに同意します。 

 

 

説明事項   

① 研究の名称及び当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けている旨 

② 研究機関の名称及び研究責任者の氏名（他の研究機関と共同して研究を実施する場合には、共同

研究機関の名称及び共同研究機関の研究責任者の氏名を含む。） 

③ 研究の目的及び意義 

④ 研究の方法（研究対象者から取得された試料・情報の利用目的を含む。）及び期間 

⑤ 研究対象者として選定された理由 

⑥ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

⑦ 研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても随時これを撤回できる旨（研究対象者等

からの撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場合があるときは、その旨及びその理由） 

⑧ 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することによって研究対象者等が

不利益な取扱いを受けない旨 

⑨ 研究に関する情報公開の方法 

⑩ 研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情報等の保護及び当該研究の独創性の

確保に支障がない範囲内で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧できる旨並びに

その入手又は閲覧の方法 

⑪ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含む。） 

⑫ 試料・情報の保管及び廃棄の方法 

⑬ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る利

益相反に関する状況 

⑭ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

⑮ 研究対象者に経済的な負担又はお礼がある場合 

                                               令和    年    月    日 

                                     （自署にてお願いいたします） 

 

研究協力者                           
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同  意  撤  回  書 

 

 

研究者 山下哲司  殿 

 

 

 私は 「特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究」の参加に同意

し、同意書に署名しましたが、その同意を撤回することを、国際医療福祉大学院 保健医療学科 博士課程 

保健医療学専攻の山下哲司に伝え、ここに同意撤回書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

                                 （自署にてお願いいたします） 

 

 

研究協力者    （       氏     名       ） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

インタビューガイド 

 

【研究の名称】 

特別養護老人ホームにおける利用者の尊厳に対する介護職の意識に関する研究 

 

【導入】介護職インタビュー対象者の基本属性 

1.あなたの年齢、介護職としての経験年数を教えてください。 

2.今の介護施設に着任してからの期間は何年何ヶ月でしょうか。 

3.あなたが保有している介護の資格を教えてください。 

 

 

【本題】 

 

 

1.利用者の尊厳とは、どのようなことだと考えていますか。 

 

2.利用者の尊厳を大切に介護していますか 

 

3.利用者の排泄が自立することは尊厳にどのような影響をあたえると思いますか。 

 

4.利用者の歩行が自立することは尊厳にどのような影響をあたえると思いますか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



70 

 

カテゴリー・サブカテゴリー・コード 

 

カテゴリー サブカテゴリー コード化 番号

介護職の好ましくない言動 介護職の好ましくない態度 利用者を尊重していない場面は(悪気がないかもしれな

いが）、おふざけみたいな感じで見たことがあるが、

あまりよくないのではないかと思う。A-3

A-3

要望があってコール鳴らしているのに直ぐ駆けつけれ

ばいいけど、他に優先する仕事があればそちらを優先

したりして応えられなくて、「後でまた来るから待っ

てて」ということがちょっと多いと思う。B-4

B-4

仕事が忙しいとき（利用者さんの）前を素通りしてま

で他の優先する仕事とは何があるのだろうと思うと、

ちょっと考えさせられる。B-8

B-8

（利用者の尊厳のイメージとは）目上の人であるので

自分の父母が介護になった時にこういう接し方をして

ほしいし、自分の両親や祖父母がもし施設に入ったと

したならば、大切に扱ってもらえるようなケアを自分

がすることが利用者様の尊厳への対応に繋がると思

う。C-2

C-2

（介護職が）被り物とか面白いメガネとか顔につける

飾りとかを（つけて介助するのを）利用者さんの顔が

笑っていない状態でやって、職員が笑ったりするのは

どうかと思う。C-8

C-8

（利用者さんがトイレに）先程行っているわけだし、

ほかの人も（トイレに）連れていってあげないとなっ

た時は、（利用者さんの声が）聞こえないふりを僕も

やったことがあった。C-9

C-9

（介護職の中で）認知症の方に対して、イライラされ

る方というのは少なからず（いて）手が出ないまでも

声が大きくなるとか、高圧的になるとか、押さえつけ

るとか、あだ名をつけたりすることがあった。D-10

D-10

自分が利用者さんの立場だったら、その問いかけ、そ

の声かけないんじゃないかな、とか。良かれと思って

ボディタッチをするんだけど、それが本当にその人に

とって良いことなのかな、なれなれしいなど、（尊厳

を尊重していない場面を見たことは）率直に言うとあ

りますが、一応お客様であり人生の先輩なので、その

辺はちゃんと踏まえたほうがいいと個人的には思って

いる。G-3

G-3

介護職の抑制的な言葉づかい （利用者さんに）上からもの言ったり、何で（こんな

ことも）できないのなどの言葉が（同僚から）出たと

しても注意できない私もダメだと思う。B-7

B-7

利用者さんに怒鳴ったことがあり、本当に恥ずかしい

し、ほんと情けないです（し）、すごい利用者さんに

声を荒げたこと（も）あってそれは「ちょっとうるさ

い」よりももうちょっとひどい（言葉）であった。C-

16

C-16

（利用者さんの）若い頃とか、お勤めされてた頃の話

を聞くと、言葉が親と話してるように友達言葉みたい

になっちゃったりする時が多いんですけどこんな話し

方で到底話しできないような方たちの（介護職の方

が）尊厳を踏みにじっている一方（なのかと思う。）

C-17

C-17

親とかお婆ちゃんがもし施設に入って、職員がそうい

う風に（なれなれしく）話しかけると多分僕自身は、

ん？（と怒りを覚える）ってなりますし、家族さんの

立場に立つと嬉しくはない（と思う）。C-18

C-18

（同僚）職員さんの態度や接遇、言葉遣いが、強い口

調になったりとか命令口調で、「これをしてほしい」

「やってくれ」とか、何回も立ったりするときに

「座って下さい」ではなくて、「じゃあそこに座って

て」とかいう場面はあった。E-3

E-3

（利用者さんが）何回も立ち上がって、どうしようっ

て時に「座ってて」と言葉遣いがちょっと強くなって

いく（ことが）自分の中ではあった。E-4

E-4
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カテゴリー サブカテゴリー コード化 番号

介護職の好ましくない言動 介護職の抑制的な言葉づかい 自分も含めそうなんですけど、時間が決められてる中

でいろんなことを職員はやらなきゃいけなくて、

「ちょっとおねーさん」って呼ばれたときに忙しかっ

たりすると「ちょっと待って」って言いがちで、

ちょっと（利用者さんの）尊厳を損なっているんじゃ

ないかと思う。F-5

F-5

重度の認知症の利用者さんとか職員が思ってる以上に

予期せぬ行動したりする時「何してるの？」「何やっ

てるの？」「ちょっと待って、何やってるの？」など

自分も含めて言いがちで、そこは尊厳という意味では

駄目な部分なのかなと思う。F-8

F-8

施設のスタッフからすると、気持ちに余裕がないと

「ああ、もう何してるのもう」となりがちで、施設内

でも目にしたり自分も「ちょっと座ってて」と言った

りがある。F-9

F-9

（利用者さんの尊厳を尊重していない場面として）わ

かりやすいのは「待ってて、立たないで」「転んじゃ

うから、危ない、行かないで」など敬語が使えていな

いことが多いと思う。H-5

H-5

（利用者さんが）歩ける方が立ち上がろうとしたり、

歩けなくて立ち上がって怪我につながる可能性がある

ような行動をしたとき「○○さんどうしたんですか？

なんかしたいことあります？どっか行きたいところあ

ります？」と聞いたうえで（どこ）行きましょうか？

これやりましょうかと言うのが、1番理想だと思うが

「〇〇さん、どうしたの？」と一回ちょっと座ってく

れるとか静止をかけてしまうのは、自分自身も気をつ

けなければいけない（と思う）。G-15

G-15

利用者の名前の不適切な呼び方 利用者さんのお名前を呼ぶ時は基本的に苗字に「さ

ん」付けが原則ですが、学校の先生をされてたから

「先生」って呼ばれる方が反応良いという方がいても

「先生」って呼びたいときはケアプランにその文言を

入れなければ基本的にはダメですし、（利用者さん

の）下の名前に「ちゃん」とか呼んだり、友達感覚に

なっているのか、主に言葉遣いが（悪いのが）多い。

G-4

G-4

（利用者さんは）弱い立場になっているといってもお

客様であり尊敬する先輩なので、佐藤さんという人で

あれば”佐藤さん”と呼んで、下の名前で”何々ちゃん”

などと呼ぶべきではない（と思う）。H-4

H-4

（利用者さんにとって）ちょっと待ってて座っててっ

ていうのが、実際に、「じゃあどれぐらい待てばいい

の」がわからないので「今、これやってるから、あと

何分待っててください。」というように言い方を考え

なければいけない（と思う）。G-16

G-16

介護職の主観的な考え方 利用者の尊厳は介護職の基準でしか

守れない

介護職の尊厳は自分で守れるが利用者の尊厳は介護職

の基準で守るしかないと思う。A-8
A-8

利用者の要望を介護職が理解する必

要がある

80年90年生きてきた29名の利用者さんの生活歴をずべ

て知っているわけではなく、利用者さんを思ってはい

ても我慢させていることがあるのではないかと思う。

B-2

B-2 

（看取り支援の利用者さんが）まだトイレに行きたい

とかご飯食べたいけど、食べ過ぎちゃって吐いちゃっ

て、この位食べれればいいやというので食べたいのを

止めるという場面が何回かあり、自分と利用者さんの

中にも感じ方がやっぱり違う部分があるのかなと思い

どうしたらいいのかなと思った。E-8

E-8

特養に入られる方は、基本的に認知症を持ってらっ

しゃるのでやりたい事・してもらいたい事っていうの

がうまく（言葉で）出てこないことがあるから、その

人が何を考えているんだろうっていうところまでこっ

ちが考える必要があるのかなとは思っている。G-2

G-2



72 

 

 

カテゴリー サブカテゴリー コード化 番号

介護職の主観的な考え方 利用者の要望を介護職が理解する必

要がある

食事介助の場合、その人に適してる量か分からずに”と

りあえず全部食べさせる”という場合に、食べ過ぎて吐

くということもあり、良い量を本人の顔見ながら食べ

させたり、見極めるのが本当はデイケアとしては正し

い（と思う）。H-6

H-6

利用者のお風呂の回数が少ないのは

疑問だと思う

自分たちは毎日お風呂に入っているのに、利用者さん

はうちでは毎日お風呂に入っていたのに、（施設で

は）週に2回というのは疑問である。B-6

B-6

もう2度骨折やっているのは、（施設側の）ミスであ

り、家族に強く言われたら（また骨折してしまうと）

こちらの責任になると思う。B-10

B-10

（仕事を）早く終わらせたいから、（介護職が）自分

勝手になり、（仕事を）終わらせれば（自分が）楽に

なるだろうと思う時期もあった。C-5

C-5

（お風呂に）もう少し入れてあげたいなと思いなが

ら、でも（入浴介助を）早く終わらせれば褒めてくれ

る人もいた時もあって、（利用者ではなく）自分の

ペースで（仕事を）やっていたと思う。C-6

C-6

利用者さんが、楽しく過ごしていけるように、そうい

う企画ものを立てるのが職員の仕事なんですけど、時

間と職員の数が限られてる中で、（企画を立てるの

が）ちょっと難しいのかなと思う。F-7

F-7

風呂の声掛けしても「お風呂嫌だ」っていうかたがい

らっしゃる。でも職員の中では今日入ってもらわな

きゃダメなんだっていう頭でしかなく、（お風呂の）

順番とかもその時々に変えてもらっていいのに、職員

の自分の中の流れが「次この人」というのが強く出

ちゃうと無理強いしている場合がある。G-5

G-5

「これが嫌だ、これが嫌だ」ってなった時に綺麗にし

てる事の方が本当は本人も気持ち良いんだろうな、だ

けど絶対嫌だって言ってる人数が少ない、そうすると

できるケアが限られて、本当はこの時間にトイレ行き

たいんだろうな、だけど今いけないけどうしようか

な、やっぱりいかせてくださいって言って、「ゴメン

ナサイ、今私1人しかいなくて、見守りが見えなくて

…あともう何分待って下さい…」「行きたい」、そら

そうだろうと思いますが、漏れちゃうかもしれない。

H-12

H-12

介護職の主観的な考え方 利用者がなんでも自立すべきとは思

わない

（自立に）ならなきゃダメですかっていう思いもあ

り、何でも自分で出来るのが自立なのかと、私はこれ

が食べたいですって言えて、自分の思いを伝えられて

いる時点で自立ですし、おトイレにご自分の足で行け

ない方でも掴まっていただくことができれば、たとえ

私たちがパンツのお手伝いしたとしても掴まることが

出来ていれば、それも自立に入っていいんじゃないか

なと私は思う。D-15

D-15

（排泄がパットの中で失敗した場合）それがそうなら

ないようになったら、どれほどいいんだろうと思いま

すけど、そこが尊厳のなにがしかを決めるんだとした

ら、思いやりとかっていうのが尊厳と違う、なんとい

うのか現場にいると本当に別に（排泄が自立しなくて

も）いいじゃないと思って（しまうことがある。）D-

17

D-17

利用者の要望をかなえられなくても

切なさを受け止めてあげる

（利用者で）看取り介護の方が自宅に帰りたい（と言

われ）もしかしたら一番叶えて差し上げたい（けど）

叶えて差し上げられない（という）その切なさも丸ご

と受け止めるということが尊厳を尊重しているという

ところなのかと思う。D-4

D-4

介護職の都合で介護しているのはダ

メだと思う
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介護職の主観的な考え方 気持ちに余裕を持って利用者に接す

るべきと反省

利用者さんの尊厳を守るってことは接遇マナーとかが

繋がると思うので、改めて自分の介護を振り返ってみ

ると気持に余裕を持って利用者さんに接するべきと反

省する。F-16

F-16

一般の人と同じ扱い 一般人と変わらない配慮をすべき 利用者の尊厳とは、いやなことも恥ずかしいこともあ

ると思うので、一般人と変わらないような配慮をする

ことである。A-1

A-1 

利用者は（自分の要求を）訴えられなかったりしゃべ

れない方もいるので、介護側が本人のことを配慮して

行うべきである。A-2

A-2 

（利用者の）生命としての尊厳っていうことで、高齢

者だからとか、介護職だからとかではなく人が命とし

て生をうけてもっているものっていう風に私は捉えて

仕事をしている。D-21

D-21

集団生活でこういう大きな施設で生活する利用者さん

がいっぱい居る中で、高齢施設に生活している利用者

さんじゃなくて、何々さん一個人として接してあげて

一個人、ひとりの人間として、個人を尊重することか

なと思う。F-1

F-1

（前の施設は介護が重度の）方ばっかりだったが、も

しも障害とか認知（症）がなかったら出来ていること

が（できなくても）一緒に寄り添って「できるかもし

れない」と励ましてやってもらって「できた」って

言って（あげる）のも尊厳だと思う。H-1

H-1

（利用者さんは）普通の人であり、（自分のことが）

できないからといって物とかではないと思うので、や

りたくないことでも、もしかしたら本当はやりたいと

思っていたりするが、基本的には笑顔になっていただ

くことが大切だと思う。H-3

H-3

過剰な介護は利用者のADLの低下に

つながってしまう

介護施設って過剰介護になりすぎな部分もあって、例

えば一人で洗濯物がたためる所を職員がやってあげる

んじゃなくて、できることはなるべく無理しない範囲

で利用者さんにやってもらうべきで、（できることま

で）職員が奪ってしまうとADLの低下に繋がってし

まったりとか、利用者さんが生きる意欲をなくしてし

まうと思う。F-4

F-4

一般の人と同じ扱い 利用者の嫌なことはしない 自分がされたら嫌なことはしない（ことに気をつけて

いるのは）してほしくないことは生きて行く上におい

て最低限、皆同じようなベースがあるんじゃないかと

思う。D-2

D-2

（尊厳について）言葉として何か改まった事を言わな

ければならないと思ったが、（利用者さんにとって）

嫌なことは、なるべく自分はしたくないし相手にとっ

て嫌なことはしない。H-14

H-14

人でありもののように扱わない 利用者の尊厳とは排泄やお着替えなど日々生活する中

で行うことを踏みにじらないことと「もの」のように

扱わないことである。C-1

C-1

本人の要望が一番 本人と家族の尊厳（選択）の衝突に

対するジレンマ

家族がもう骨折はいやだからトイレに連れて言かない

で（と言われるが）本人は尿意も便意もあってトイレ

に行きたいと言うのが（利用者さんには）上手にごま

かしてトイレにお連れしていない（のは）家族の意見

も大事だからだが、本人がトイレに行きたいって言っ

ているのに、なんでトイレダメなのか疑問である。B-

9

B-9

本人も（話が）そこそこわかる方でしたが、胃ろう造

設は家族さんが決めて、家族から経口摂取はさせない

でくださいということになっている。B-13

B-13
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本人の要望が一番 本人と家族の尊厳（選択）の衝突に

対するジレンマ

（家族から）歩かせないでください、車椅子から決し

て離さないでください（と言われて）ご本人は歩くこ

とが出来、職員が見守っていれば歩けますよとお伝え

しても認めてくださらない。D-6

D-6

私たちも自分の尊厳（として）、幸せになりたいとか

元気になりたいとか、今日はこうしたい（など、）そ

れが叶えられ、今この瞬間、お水が飲みたいことが叶

えられる（が）（利用者は）ご家族がダメですと言わ

れたらダメなのかとか、私たちの一存では決められな

いという（ジレンマを感じる）。D-8

D-8

利用者が意思表示できない場合の主

体は誰か

チームカンファがあって、この方はこのようにこれか

ら介護して行きます（と決めているが）認知症だった

り、ご自分の意見が言えない状態にある方のご希望を

一体誰が言うのか誰が主体なんだろう？と、現場に居

ると思う。D-9

D-9

利用者本人の意思を尊重できていな

い

家族の介護をしているんじゃなくて、お年寄りの介護

をしてますから本人が第一だと思う。B-11
B-11

胃ろう造設した（利用者さんは）本人は食べたい（の

に）今のところ経管栄養だけで終わっている。B-12
B-12

やりたい事を叶えること 利用者の要望をかなえたい （尊厳は）利用者さん自身がこれがやりたいとか、あ

れがやりたいっていうのはどんどん言ってもらって、

叶えてあげたいなと思っている。E-1

E-1

僕よりも、自分のおじいちゃん、おばあちゃんぐらい

の年齢の方達は経験してきたものも違うし、戦争を体

験されている方もいらっしゃるので入居者の方にとっ

て不快なことをしたくない,その人のやりたいことを

やってあげることが（尊厳）を大切にすること（だと

思う）。G-1

G-1

その人らしさ 生きている限りその人らしくあるべ

き

利用者の尊厳とはその人が生まれてきて亡くなるまで

その人らしくあること（だと思う）。B-1
B-1 

尊厳とは、その方がその方として生を受けたその時点

から尊厳というものが生まれているので、そこに存在

していただいているっていうことに対して最大限の敬

意を払うということ（だと思う。）D-1

D-1

（利用者さんが）例えば長年お店で働いてきた、商売

してきた人だったり、例えばホテルにお勤めだったら

「じゃあ一緒に行こうベッドメイキングしてもらって

いいですか？」とか今までの生活歴を大事にしてあげ

ながらその人に合ったケアが必要なのかと思う。F-3

F-3

その人らしさ その人らしさを踏みにじらない （利用者さん）が今まで生きてきたいろんな人生があ

る中で、その人がその人であったことを踏みにじるよ

うな（ことはしてはいけないし）馬鹿にされていい人

は一人もいないと思う。C-4

C-4

利用者さんの昔からの暮らしとか生活、自分らしさだ

と表せるようなイメージで、(利用者さんが）短気だっ

たり、こうゆう職業やってたよとか、趣味とか、どん

どん本人から引き出してあげて、それをこちら側がケ

アしていく、お手伝いしていくという方向で考えてい

る。E-2

E-2

その人らしさで（ケアを）やりたいなってあったんで

すけど、慣れてきてしまうと気持ちを忘れることがた

まにあったりして、たまたま他に新人職員さんが入っ

てきたときに尊厳とかの話とか（利用者さんの尊厳）

のことを再度思い出す。E-9

E-9

自立できるようにその人にあったケ

アが必要

（利用者さんに）高齢になってもその人らしくいられ

るように、なるべく自立した生活が送れるように、支

援したり、ケアしたり介助してあげるという、その人

に合ったケアが必要なのかなって思っている。F-2

F-2
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プライバシーを大切にすべき 着替えや排せつのプライバシーを守

るべき

おむつ交換の時にカーテンをしないなど配慮が足らな

い場面を見たことがある。A-4
A-4

（介護職は）悪気もなくていじわるとかでやっている

わけではないですけど、（利用者が）着替える時とか

おむつ交換の時にカーテンを開けていたりすることが

ある。C-7

C-7

おトイレとかお風呂場1番入ってきてほしくないプラ

イベートな空間に、（介護職が）入って行かなければ

ならない状況をご本人が望んでいるわけがないので、

本当にそこがごめんなさいねという思いである。D-13

D-13

（排泄が自立すると）羞恥心っていう部分では、（ス

タッフに）気を使わなくて済むので羞恥心は守られ、

下剤を使わなくてよくなったり苦しい思いをしなく

なったり利用者さんの尊厳が守られると思う。F-11

F-11

排泄介助であれば（排泄）してるところを見えないよ

うに配慮するとか、一個一個のケアとして人間として

最低なことはやらないというところも尊厳だと思う。

H-2

H-2

100%は満たせない要望 利用者の要求に100%応えられないこ

とがジレンマ

（利用者が）したいと思っていらっしゃることを全て

「いいですよ」という事は、それをしない方がいいこ

ともあり、全て叶えて差し上げたい（けど）、そうは

いかないところはどの職員も多分1番抱えているジレ

ンマでありストレスだと思う。D-3

D-3

（利用者を）いくらでも歩かせて差し上げたいですけ

ど、スタッフ人数が日中限られているため、なかなか

そうはいかな（く）もっとご本人様が歩きたい時でも

1人での歩行が困難な方にお付き合いでき（ず）座っ

ていてくださいと言ってしまい、ジレンマ（を感じて

いる。）D-5

D-5

望ましいトイレでの排泄 おむつで排泄したい人はいない 利用者でおむつで排泄したい人はいないと思う。A-5 A-5

（利用者さんの立場に立って自分がおむつしている側

で本人だったら）おむつはちょっと恥ずかしいです

し、つらいと思う。C-12

C-12

（おむつの中に）ウンチが出るのは気持ち悪いに決

まってるし自分はつけたら絶対気持ち悪い（と思う

し）「そこで出して」って言われたからってそんなの

すぐに出せないし寝たまま（排泄を）やれと言われた

ら嫌だろうと思う。H-8

H-8

28名の方のうちオムツを終日つけてないのは2人3人ぐ

らいで尿意とか便意がちょっと薄れてきてオムツの中

にしてしまう方が多いが、日々の記録の中から「大体

この時間に便がでるのでその前にトイレに行ってもら

おう」という一日一回はトイレに座るサービスをして

いるので全員が（おむつの中）に排泄をするわけでは

ない。G-7

G-7

自分でトイレに行って排泄が望まし

い

身体機能とかで自分でトイレにいけない人はしょうが

ないと思うが、自分でトイレに行って排泄（すること

が）が理想だと思う。A-6

A-6

本当は自分で催して（トイレに）行って出してくるの

が一番（で）下の事なんて絶対人に見られたくないし

触りたくもない（し、）女性である私が利用者さんを

みるとき、やっぱり嫌なんじゃないかなと思う。B-14

B-14

歩行器を使うと歩行が安定して、自分でトイレに向か

うこともある（ので、）失敗しても自分で行くってい

うのはいいことだと思う。B-16

B-16

（排泄を）人の手を煩わさなくてできるっていうこと

は、健康的（だと思う）。D-14
D-14

自分もオムツを学生の時につけたことがあるんですけ

ども、体験した時にすごく気持ち悪い感覚になるの

で、利用者さんにとってみればトイレでちゃんとお

しっこができるってすごい大事なことなので、トイレ

で排泄は自分でさせてあげたいし、自分で出来ること

が本人にとってのヤル気にも繋がってくる（と思

う）。E-5

E-5
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望ましいトイレでの排泄 自分でトイレに行って排泄が望まし

い

排泄は基本的には誰にも見られないで1人でするもの

（なので）自立してなかったりすると、恥ずかしいと

か、おしっこが出ちゃうから飲み物を我慢したり（ト

イレに）連れてってもらうのも申し訳ないから我慢し

てもらしたり（することがある。）F-10

F-10

（排泄を）オムツの中にしてしまうよりおトイレに

行って便器内で排泄できた方が、いいにこしたことは

ない（と思うが現実にはむりなのではないか。）F-12

F-12

（排泄の自立は）尊厳であったり自尊心って事にはい

い影響しかないのかなとは思っていて、自分がもし利

用者さんの立場になったら、排泄を誰かに手伝っても

らうっていうのは多分苦痛で、認知症になってもあま

り手伝ってはもらいたくない（と思う）。G-6

G-6

法人としてはオムツ0を目指したいし、自分の力でト

イレに行くのが1番理想だが、実際僕がここに入って

からオムツを全く使わなくなった人はいないのでイ

メージにしかならない。G-8

G-8

（排泄が自立したら）イメージだけど、すごくいきい

きされて、すごく元気になって最近調子良さそうとい

うイメージである。G-9
G-9

病院から（入所した時に）この人絶対オムツだよとい

う人もいたけど車椅子でちゃんと座れるからまずは布

パンツにしてパットちょっと当ててみて「あれ、意外

ともっといけるね。じゃ、ちょっとパット薄くしてみ

ようか」「パットに出ないからやめてみようか？」と

いうことがあり「多分そんなに（おむつは）必要ない

けどどついてるな」といことがあり対応は入所のタイ

ミングの時が1番やり易かった。H-9

H-9

トイレで排泄出来たらうれしいと思

う

（おむつの中で）便とかおしっこでもそうだけど人は

喜ばないし、（介護職が）「うっ」てなった顔とかも

見ていて、ごめんねっていう気持ちもあるので（利用

者が自分で）トイレでできたらうれしいと思う。C-10

C-10

おむつだと（介護を）やる側としては楽ですが、（で

も）介護っていう仕事をやっていく上でトイレに連れ

て行くっていうのはすごく喜ばしいと思う。C-11

C-11

（排泄は）ほかの人にやってもらいたくないし、（排

泄介助はほかの人に）見られたくないことなので、ご

自身でちゃんと出せれば、気持ちもいいし1番ご本人

にとっても嬉しい（と思う）。H-7

H-7

食事する場所で排泄すべきではない 寝床とご飯とトイレは絶対別がいい、それこそ尊厳の

第1原則で、食べるところで出さないっていうのは大

事（だと思う）。D-16

D-16

意思表示の回復 利用者にしっかり向き合うことが回

復につながった

（改善した利用者に）に対して職員がすごく一生懸命

に向き合って、立って歩くと転んでしまうという方

だったので、話し相手になろう、ドリルをしようと

か、排泄介助でも、これは嫌なんだとかいう事がやっ

ぱ向き合っていると分かってくる（ので）快・不快に

対して不快ならやらないでおこうっていう小さな積み

重ねで一年かからないうちに、朝ご挨拶ができるよう

になってお話できるようになって、名前を覚えてくだ

さるようになったという凄い回復をされた方がいた。

D-12

D-12
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歩行の自立は自由 歩行の自立で生活が変わる 利用者の（歩行の自立は）自由度が上がり生活が一変

すると思う。A-7
A-7

（歩行が自立すれば）それこそ排泄に繋がるかもしれ

ませんけど、自分でトイレに好きな時に行って好きな

時に戻って（食事も）自分の足で行って自分の足で戻

れたらというのは最高だと思う。B-15

B-15

（歩けると）行きたいところに行けるので、家族さん

がどこかへ連れて行ってあげたいってなった時に、歩

けるのは嬉しいと思う。C-15

C-15

歩けるっていうことは、まずは自分の足であそこに行

きたいとか、あの海を撮りたいとか、明るい日々が送

れるだろうなと思う。D-18

D-18

歩けることは喜びにつながる （利用者が）座ったまま動けないことは、褥瘡ができ

たり、血行が悪くなったり、足がむくんだり、体にも

良くないので、歩けるとなると怖いなと最初（は）

思っていたが（歩けるのは）嬉しいものである。C-14

C-14

（歩行が自立したら）集団の中が嫌な人もいらっしゃ

るので自分の好きな時に好きなところに行けて、日向

ぼっこをしたりとかお部屋の中でゆっくり自分の時間

を過ごしたりできて、いきいきされると思う。G-10

G-10

歩行の自立は筋力ややる気につなが

る

（利用者さんは）歩けるなら歩いてもらった方が筋力

の低下も少しは抑えられる部分もあるし、自分の足で

ちゃんと歩けると筋力とかADLに関してもやっぱり維

持が出来ることが一番大事で歩いてるって感覚にも繋

がってヤル気とかも出てくるのかなと思う。E-7

E-7

自分で立って歩けないと人の手が必要で、車椅子で連

れて行くと、案外車椅子に優しくない世界であり、自

分で立って歩けると、利用者さんの生きる力や意欲に

もなり、行きたい時に自分の足で歩いて行けることに

よって社会への参加につながる。F-13

F-13

歩行の自立でトイレに行ける 利用者さんは歩きながら運動も兼ねて行けるわけ（な

ので）トイレに連れて（行かれるのは）嬉しいと思

う。C-13

C-13

自由に動けることは重要だが歩行の

自立は少ない

（利用者さんにとって）歩ける、歩けないにしても自

由に動けるってところは重要で、体は元気だけど認知

症がキツい人の歩行が自立という方は、車椅子と歩行

と半分くらいで、施設では車椅子自走とかは結構いら

しても（自立）歩行は少ない。H-10

H-10

コロナ禍で自由が制限されて

尊厳が失われている

外出や家族との面会ができない コロナ警戒で外出や買い物や家族との面会もできない

ため、自由が制限されていると思う。B-3
B-3

このコロナ禍という中で個人というよりか施設全体の

問題みたいなところですが、施設に閉じこもりがちで

楽しみも何もない状態で、ただただ1日1日が過ぎてい

くっていうのも利用者さんの尊厳がちょっと失われて

ると思う。F-6

F-6

（通常だと）外出計画を立てて、利用者さんと外に出

て気晴らしして利用者さんもリフレッシュして自分も

リフレッシュしているが、今コロナの状況で、どうし

ても外出支援が厳しく箱詰め状態なので、（利用者さ

んを）見てて可哀想な生活させているが、逆の立場で

利用者さんの立場だったら、こんな生活は絶対嫌（だ

と思う）。F-17

F-17

施設に閉じこもり楽しみがない
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介護職の好ましくない態度

利用者を尊重していない場面は悪気が（ないかもしれ

ないが）、おふざけみたいな感じで見たことがある

が、あまりよくないのではないかと思う。A-3

A-3

それっぽいこと（利用者を尊重していない場面）は悪気がなく、なにかおふざけみた

いな感じで多少見たことがあるような気がします。ちょっとからかっているように聞

こえなくもないようなことがありましたかねえ？本当に悪気はないのはわかってるけ

ど、親しみを込めて。やってるんでしょうけど、取る人からとったら、それはあまり

良くないんじゃないかなっていうのはありました。

要望があってコール鳴らしているのに直ぐ駆けつけれ

ばいいけど、他に優先する仕事があればそちらを優先

したりして応えられなくて、「後でまた来るから待っ

てて」ということがちょっと多いと思う。B-4

B-4

（制限させてしまっていることは）要望にすぐ応えられないということはありますよ

ね。ちょっと待っててっていうのが多いです。あっちもこっちもかけもちになってし

まうんですよ。どうしても職員が足りなくて。

待っててという時間も回数もちょっと多いかなって。

仕事が忙しいとき（利用者さんの）前を素通りしてま

で他の優先する仕事とは何があるのだろうと思うと、

ちょっと考えさせられる。B-8

B-8

仕事が忙しいときね。それを理由にこの（利用者さんの）前を素通りしてしまいま

す。利用者さんの前を。そうですね。素通りしてまで他の優先する仕事って何だろ

うって思うんですけど。

自分は出来てるのかと思ったら、ちょっと考えさせられますね。

（利用者の尊厳のイメージとは）目上の人であるので

自分の父母が介護になった時にこういう接し方をして

ほしいし、自分の両親や祖父母がもし施設に入ったと

したならば、大切に扱ってもらえるようなケアを自分

がすることが利用者様の尊厳への対応に繋がると思

う。C-2

C-2

目上の人であるというのはもちろんだし、もし自分の父母が介護になった時にこうい

う接し方されてほしいなって・・自分の両親や祖父母がもし施設に入ったとしたなら

ばこういう接し方されてほしいなって・・大切に扱ってもらえるようなケアを自分が

することが利用者様の尊厳への対応に繋がるとおもいます。

（介護職が）被り物とか面白いメガネとか顔につける

飾りとかを（つけて介助するのを）利用者さんの顔が

笑っていない状態でやって、職員が笑ったりするのは

どうかと思う。C-8

C-8

被り物とか、面白いメガネとか、顔につける飾りとかを

利用者さんの顔が笑っていない状態でやって、職員で笑ったりするのはどうなのだろ

うかと思ったりします。

（利用者さんがトイレに）先程行っているわけだし、

ほかの人も（トイレに）連れていってあげないとなっ

た時は、（利用者さんの声が）聞こえないふりを僕も

やったことがあった。C-9

C-9

僕もやっちゃうんですよね。聞こえないふりといいますか、ダメなのですけど。例え

ばトイレだと数分前に行ったばかりで、ただその人自身尿意が感じているのか、それ

ともいかなくちゃという思いがあるのか、とりあえず意地悪でその人も「おねがいし

ます」と言っているわけではないので、先程行っているわけだし、ほかの人も連れて

いってあげないとなった時は申し訳ないなとは思うのですが聞こえないふりというか

やってしまう時がありましたね。

（介護職の中で）認知症の方に対して、イライラされ

る方というのは少なからず（いて）手が出ないまでも

声が大きくなるとか、高圧的になるとか、押さえつけ

るとか、あだ名をつけたり）することがあった。D-10

D-10

認知症の方に対して、イライラされる方というのは少なからずいらっしゃって。いろ

んな方がいましたけど。

手が出ないまでも声が大きくなるとか。高圧的になるという感じですかね。押さえつ

けるとかね。あだ名がついたり。

自分が利用者さんの立場だったら、その問いかけ、そ

の声かけないんじゃないかな、とか。良かれと思って

ボディタッチをするんだけど、それが本当にその人に

とって良いことなのかな、なれなれしいなど、（尊厳

を尊重していない場面を見たことは）率直に言うとあ

りますが、一応お客様であり人生の先輩なので、その

辺はちゃんと踏まえたほうがいいと個人的には思って

いる。G-3

G-3

率直に言うとあります、やっぱり言葉遣いが一番目に付く。自分が利用者さんの立場

だったら、その問いかけ、その声かけないんじゃないかな、とか。

良かれと思ってボディタッチをするんだけど、それが本当にその人にとって良いこと

なのかな、みたいなことは感じるときはあります。なれなれしいというか。

やっぱり一応お客様っていうところもありますし、人生の先輩っていうところもある

ので、その辺はちゃんと踏まえたほうがいいとは個人的には思っています。

介護職の抑制的な言葉づかい
（利用者さんに）上からもの言ったり、何で（こんな

ことも）できないのなどの言葉が（同僚から）出たと

しても注意できない私もダメだと思う。B-7

B-7

（利用者さんに）上からものを言ったりとか。自分達が元気なばかりに（利用者さん

は）何で（こんなことも）できないのって。

何でできないのは、なんでそんなとこまでなのかなって、（同僚から）そういう言葉

が出たとしても注意できない私もダメですけどね。

利用者さんに怒鳴ったことがあり、本当に恥ずかしい

し、ほんと情けないです（し）、すごい利用者さんに

声を荒げたこと（も）あってそれは「ちょっとうるさ

い」よりももうちょっとひどい（言葉）であった。C-

16

C-16

怒ったことはあります。利用者さんに怒鳴ったことがあります。本当恥ずかしい限り

です。自分の仕事でうまくいかないもんだから、そこでやっぱり、よくしゃべる利用

者さんとかだと・・・

なんででしょうね、ほんと情けないですけど、すごい利用者さんに声を荒げたことが

あります。ちょっとうるさいよりももうちょっとひどいことです。

（利用者さんの）若い頃とか、お勤めされてた頃の話

を聞くと、言葉が親と話してるように友達言葉みたい

になっちゃったりする時が多いんですけどこんな話し

方で到底話しできないような方たちの（介護職の方

が）尊厳を踏みにじっている一方（なのかと思う。）

C-17

C-17

むしろなんか、この方達の若い頃とか、お勤めされてた頃の話を聞くと、とてもじゃ

ないけど、自分みたいな人間がこう、よく言葉がなんか親と話してるように友達言葉

みたいになっちゃったりする時が多いんですけどこんな話し方で到底話できないよう

な方たち、本当に凄い経験とすごい身分・凄い頑張ってきた人たちなので、なんか逆

に尊厳を踏みにじられたというよりは踏みにじってる一方なんですかね。

親とかお婆ちゃんがもし施設に入って、職員がそうい

う風に（なれなれしく）話しかけると多分僕自身は、

ん？（と怒りを覚える）ってなりますし、家族さんの

立場に立つと嬉しくはない（と思う）。C-18

C-18

親とかお婆ちゃんがもし施設に入って、職員がそういう風に話しかけると、多分、僕

自身は、ん？ってなります。自分がこうやってるのに、僕自身、聞いてる家族さんの

立場に立つと嬉しくはないですよね。

（同僚）職員さんの態度や接遇、言葉遣いが、強い口

調になったりとか命令口調で、「これをしてほしい」

「やってくれ」とか、何回も立ったりするときに

「座って下さい」ではなくて、「じゃあそこに座って

て」とかいう場面はあった。E-3

E-3

職員さんの態度がちょっと、もしかすると接遇、言葉遣い。ここはちょっと、えって

いうか、強い口調になったりとか命令口調で、「これをしてほしい」「やってくれ」

とか、そういう見た場面はあります。立ち上がっちゃったりするとき、何回も立った

りするときに「座って下さい」って言葉一つで伝わり方が違うので、「じゃあそこに

座ってて」とかいう話は聞いた場面はありました。
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介護職の抑制的な言葉づかい

（利用者さんが）何回も立ち上がって、どうしようっ

て時に「座ってて」と言葉遣いがちょっと強くなって

いく（ことが）自分の中ではあった。E-4

E-4

そうですね、昔ちょっと、やっぱりその何回も立ってしまう利用者さんが居た時に

「座ってて」、やっぱり最初は丁寧な言葉で接するんですけども、だんだんやっぱり

何回も立ち上がって立ち上がって、どうしようって時に「座ってて」と言葉遣いが

ちょっと強くなっていく、自分の中ではあります。そうですね。「今トイレ行きたい

んだけど」と、「今ちょっと5分くらい入ってる人いるので待ってください」って言

うことはあります。本人に時間を必ず伝えるってことはやってます。

自分も含めそうなんですけど、時間が決められてる中

でいろんなことを職員はやらなきゃいけなくて、

「ちょっとおねーさん」って呼ばれたときに忙しかっ

たりすると「ちょっと待って」って言いがちで、

ちょっと（利用者さんの）尊厳を損なっているんじゃ

ないかと思う。F-5

F-5

自分も含めそうなんですけど、やっぱりこう時間が決められてる中でいろんなことを

職員はやらなきゃいけなくて、「ちょっとおねーさん」って呼ばれたときにこう忙し

かったりすると「ちょっと待って」って言いがちなんですね。そういうときとか

ちょっと尊厳を損なっているんじゃないかなって思いましたね。

重度の認知症の利用者さんとか職員が思ってる以上に

予期せぬ行動したりする時「何してるの？」「何やっ

てるの？」「ちょっと待って、何やってるの？」など

自分も含めて言いがちで、そこは尊厳という意味では

駄目な部分なのかなと思う。F-8

F-8

重度の認知症の利用者さんとか、やっぱりこう職員が思ってる以上に予期せぬ行動し

たりする時とか、やっぱりとっさに「何してるの？」って自分も含めいいがちという

か…「何やってるの？」とか…その人にはやっぱりそういう、何かこう目的があって

やっていることでも、どうしてもこう忙しいと理解してあげられなくて、とっさに何

しても「ちょっと待って、何やってるの？」みたいな、言いがちというか、そこは尊

厳という意味では駄目な部分なのかなと思いますね。

施設のスタッフからすると、気持ちに余裕がないと

「ああ、もう何してるのもう」となりがちで、施設内

でも目にしたり自分も「ちょっと座ってて」と言った

りがある。F-9

F-9

日常茶飯事ではあるんですけど、施設のスタッフからすると。やっぱりこう自分の心

とかに、気持ちに余裕がないとこう、「ああ、もう何してるのもう」ってなりがちな

のかなと。そういうのは施設内でも目にしたりとか、自分も言っちゃたりとか、

「ちょっと座ってて」とかありますね。

（利用者さんの尊厳を尊重していない場面として）わ

かりやすいのは「待ってて、立たないで」「転んじゃ

うから、危ない、行かないで」など敬語が使えていな

いことが多いと思う。H-5

H-5

あとは1番わかりやすいので、敬語が使えないと思います。「待ってて」みたいな。

咄嗟に出ちゃうのは何となく分かるんですけど、慌ててるときとかに。

「今行きますね」って言えますよね。「待ってて、立たないで」、そういうのはやっ

ぱりあります。「転んじゃうから、危ない、行かないで」って。

というのは結構、すごい、そこは多分多かったんじゃないかな。

（利用者さんが）歩ける方が立ち上がろうとしたり、

歩けなくて立ち上がって怪我につながる可能性がある

ような行動をしたとき「○○さんどうしたんですか？

なんかしたいことあります？どっか行きたいところあ

ります？」と聞いたうえで（どこ）行きましょうか？

これやりましょうかと言うのが、1番理想だと思うが

「〇〇さん、どうしたの？」と一回ちょっと座ってく

れるとか静止をかけてしまうのは、自分自身も気をつ

けなければいけない（と思う）。G-15

G-15

歩ける方が立ち上がろうとしたり、歩けないけど、立ち上がっちゃって何かしたりと

か。利用者さんに怪我につながる可能性のある行動っていうんですかね。される時に

本当尊厳とか、そういったところちゃんと踏まえるんだったら、「○○さんどうした

んですか？なんかしたいことあります？どっか行きたいところあります？」で、ま

あ、それに答えられたことに対してじゃあ、行きましょうか？これやりましょうかっ

て言うのが、多分1番理想とまあ、多分、そこになるんですけど、やっぱり他の事も

やりつつ、そういった行動をされる方に出てくると、その「〇〇さん、どうした

の？」っていう言葉よりも一回ちょっと座ってくれるとか、一回ちょっと制止をかけ

ちゃうっていうところは、自分自身もちょっと、気をつけなきゃいけない部分だな。

利用者の名前の不適切な呼び方 利用者さんのお名前を呼ぶ時は基本的に苗字に「さ

ん」付けが原則ですが、学校の先生をされてたから

「先生」って呼ばれる方が反応良いという方がいても

「先生」って呼びたいときはケアプランにその文言を

入れなければ基本的にはダメですし、（利用者さん

の）下の名前に「ちゃん」とか呼んだり、友達感覚に

なっているのか、主に言葉遣いが（悪いのが）多い。

G-4

G-4

利用者さんのお名前を呼ぶ時は基本的に苗字に「さん」付けが原則なんですけど、

中には職業柄学校の先生をされてたから「先生」って呼ばれる方が反応良いという方

は中にはいらっしゃるんですけど「先生」って呼びたいんだったらケアプランにまず

それもその文言をのっけなきゃ基本的にはダメなので。

入居されてる何人かはそうやって呼んでもいいですよっていう方は実際にはいるんで

すけど、それ以外に下の名前に「ちゃん」とか呼んだりを、今まで働いていた中でも

あるのでそういうことがやっぱり目につく。主に言葉遣いが多いですね。友達感覚に

なっちゃってるんじゃないかな。

（利用者さんは）弱い立場になっているといってもお

客様であり尊敬する先輩なので、佐藤さんという人で

あれば”佐藤さん”と呼んで、下の名前で”何々ちゃん”

などと呼ぶべきではない（と思う）。H-4

H-4

1番は言葉遣いとか、やっぱりね、あのいくらこういった、こう弱い立場になって

るっていってもお客様な訳です。例えば佐藤さんって人だったら”佐藤さん”、下の名

前で”何々ちゃん”とか絶対に呼ばないお客様だし、尊敬する先輩なんだからっていう

ところで来ましたけど。まあ、それがあだ名になっちゃったりっていうところ。

（利用者さんにとって）ちょっと待ってて座っててっ

ていうのが、実際に、「じゃあどれぐらい待てばいい

の」がわからないので「今、これやってるから、あと

何分待っててください。」というように言い方を考え

なければいけない（と思う）。G-16

G-16

（利用者さんにとって）ちょっと待ってて座っててっていうのが、実際に、「じゃあ

どれぐらい待てばいいの」っていうのは利用者さんわからないので、こっちにしては

2～3分待ってて、ってちょっと待ってが2～3分だったとしても向こうは、例えば30秒

ぐらいとか。ということもあるので「ちょっと待ってて」って言うときも「今、これ

やってるから、あと何分待っててください。」とか言い方をちょっと考えなきゃいけ

ないのかなっていうところは、はい、個人的には思っております。

利用者の尊厳は介護職の基準でしか

守れない 介護職の尊厳は自分で守れるが利用者の尊厳は介護職

の基準で守るしかないと思う。A-8
A-8

（あなたの尊厳と利用者の尊厳の相反している場面）自分の場合ですと自分で守れる

んですけど、利用者の場合はこちら。の配慮しないといけないので、その辺は職員の

基準っていうんですかね？ちょっと重いと思うので、職員の動き次第だと思います。

利用者の要望を介護職が理解する必

要がある

80年90年生きてきた29名の利用者さんの生活歴をずべ

て知っているわけではなく、利用者さんを思ってはい

ても我慢させていることがあるのではないかと思う。

B-2

B-2 

今まで80年90年生きてきた生活歴があり、私たちは29名利用者さんがいるんですけ

ど、29名分の生活歴が言えるかというと言えないですし、じゃあその人を思っていて

も我慢させているところがあるのではないかと思う

（看取り支援の利用者さんが）まだトイレに行きたい

とかご飯食べたいけど、食べ過ぎちゃって吐いちゃっ

て、この位食べれればいいやというので食べたいのを

止めるという場面が何回かあり、自分と利用者さんの

中にも感じ方がやっぱり違う部分があるのかなと思い

どうしたらいいのかなと思った。E-8

E-8

1回だけ、見取り支援をやっている時、ここではないんですけど、違う所でやった時

に。その方が高齢なんですけれども、でもまだトイレに行きたいとかご飯食べたい、

食べ過ぎちゃって吐いちゃったとか。その人の意向を聞こうとするとやっぱりその反

転、気持ち悪くて具合悪くなってしまったという場面が何回かあって。その人の介助

をしようとする時、その人がこの位食べれればいいやというので食べたいのを止める

のはどうなのかな？という場面が何回かあったことがあります。食べたい、食べちゃ

うと吐いちゃうしなって怖さもあるし、どうしたらいいのかなって。自分と利用者さ

んの中にも感じ方がやっぱり違う部分があるのかなと思いました。

特養に入られる方は、基本的に認知症を持ってらっ

しゃるのでやりたい事・してもらいたい事っていうの

がうまく（言葉で）出てこないことがあるから、その

人が何を考えているんだろうっていうところまでこっ

ちが考える必要があるのかなとは思っている。G-2

G-2

特養に入られる方、やっぱり基本的には認知症という病気を持ってらっしゃる方がい

るので頭の中ではこう思ってるんだけど、それが言葉に出ないとか。やりたい事・し

てもらいたい事っていうのがうまく出てこないことがある方たちなのかなと。だか

ら、その人が何を考えているんだろうっていうところまでこっちが考える必要がある

のかなとは思ってます。

食事介助の場合、その人に適してる量か分からずに”と

りあえず全部食べさせる”という場合に、食べ過ぎて吐

くということもあり、良い量を本人の顔見ながら食べ

させたり、見極めるのが本当はデイケアとしては正し

い（と思う）。H-6

H-6

食事介助、そう、その人に適してる量かどうかは分からないけど、”とりあえず全部

食べさせる”というようなことかが結構前はありました。結局無理には食べ過ぎて吐

くっていう人だっている訳ですし、本当はそこの良い量を本人の顔見ながら食べれな

いとしても見極めるのが本当はデイケアとして正しいかな。
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利用者のお風呂の回数が少ないのは

疑問だと思う 自分たちは毎日お風呂に入っているのに、利用者さん

はうちでは毎日お風呂に入っていたのに、（施設で

は）週に2回というのは疑問である。B-6

B-6

自分たちは毎日お風呂に一日1回入っているのに利用者さんは週に2回。

これも特養のユニットの流れなんですけど、ちょっと風呂が週に2回というのはどう

なのかなと思いますけど。お風呂に入れてあげたいって言ってしまえばそれまでなん

ですけどね。また大便したら本当に綺麗に流してあげたいですけどね。うちでは毎日

入っていたのに、お風呂大好きな方はそう言われます。

介護職の都合で介護しているのはダ

メだと思う

もう2度骨折やっているのは、（施設側の）ミスであ

り、家族に強く言われたら（また骨折してしまうと）

こちらの責任になると思う。B-10

B-10
もう2度骨折やってますから、こっちのミスなんですけど。家族にどうしても強く言

われたらこちらの責任になるので。

（仕事を）早く終わらせたいから、（介護職が）自分

勝手になり、（仕事を）終わらせれば（自分が）楽に

なるだろうと思う時期もあった。C-5

C-5
この仕事をやっていてたまに自分勝手になるんですよ、

僕自身が。早く終わらせたいから、終わらせれば後は楽だろうと思う時期もあって。

（お風呂に）もう少し入れてあげたいなと思いなが

ら、でも（入浴介助を）早く終わらせれば褒めてくれ

る人もいた時もあって、（利用者ではなく）自分の

ペースで（仕事を）やっていたと思う。C-6

C-6

（お風呂に）もう少し入れてあげたいなと思いながら、でも早く終わらせれば、変な

言い方になるかもしれませんが褒めてくれる人もいた時もあって、尊厳・・その人の

ペースとしつつ自分のペースでやっていたのかなと思っていた時もあって

利用者さんが、楽しく過ごしていけるように、そうい

う企画ものを立てるのが職員の仕事なんですけど、時

間と職員の数が限られてる中で、（企画を立てるの

が）ょっと難しいのかなと思う。F-7

F-7

利用者さんが、こう楽しく過ごしていけるように、そういう企画ものを立てるのが職

員の仕事なんですけど、時間が限られてる中で、職員の数が限られている中でちょっ

と難しいのかなって思いますね。

風呂の声掛けしても「お風呂嫌だ」っていうかたがい

らっしゃるでも職員の中では今日入ってもらわなきゃ

ダメなんだっていう頭でしかなく、（お風呂の）順番

とかもその時々に変えてもらっていいのに、職員の自

分の中の流れが「次この人」というのが強く出ちゃう

と無理強いしている場合がある。G-5

G-5

具体的に言うと、お風呂の声掛けしても「お風呂嫌だ」っていうかたがいらっしゃる

とか。

でも職員の中では今日入ってもらわなきゃダメなんだっていう頭でしかないので、例

えば時間を置こうとか、別の日に振ろうとかでなくて「お風呂なんだから行くよ」で

も本人は「嫌だ嫌だ」というときはあります。でも一応今日のお風呂入る予定の人は

この人たちですよというのを提示はだしているので、順番とかもその時々に変えても

らって全然構わないということなんですけど、担当する職員の自分の中の流れが「次

この人」というのが強く出ちゃうとちょっと無理強いという方はあるかなと。

「これが嫌だ、これが嫌だ」ってなった時に綺麗にし

てる事の方が本当は本人も気持ち良いんだろうな、だ

けど絶対嫌だって言ってるな人数が少ない、そうする

とできるケアが限られて、本当はこの時間にトイレ行

きたいんだろうな、だけど今いけないけどうしようか

な、やっぱりいかせてくださいって言って、「ゴメン

ナサイ、今私1人しかいなくて、見守りが見えなくて

…あともう何分待って下さい…」「行きたい」、そら

そうだろうと思いますが、漏れちゃうかもしれない。

H-12

H-12

しゃべれる人とかだと「これが嫌だ、これが嫌だ」ってなった時に、でも本当は綺麗

にしないと、何かイケないというか、綺麗にしてる事の方が本当は本人も気持ち良い

んだろうな、だけど絶対嫌だって言ってるな、ほんとは。他のユニットもそうだと思

うんですけど、人数が少ない、そうするとできるケアが限られてる。本当はこの時間

にトイレ行きたいんだろうな。だけど今いけないよな。どうしようかな。やっぱりい

かせてくださいって言って、「ゴメンナサイ、今私1人しかいなくて、見守りが見え

なくて…あともう何分待って下さい…」いたいのとかは結構悩みますよね。「行きた

い」、そらそうだろうと思いますが、漏れちゃうかもしれないんだけど、それは悪い

なって思うけど。でも、ほかの人の安全も考えないといけないから、「ちょっと待っ

てください」って言わざるを得ない。

利用者がなんでも自立すべきとは思

わない

（自立に）ならなきゃダメですかっていう思いもあ

り、何でも自分で出来るのが自立なのかと、私はこれ

が食べたいですって言えて、自分の思いを伝えられて

いる時点で自立ですし、おトイレにご自分の足で行け

ない方でも掴まっていただくことができれば、たとえ

私たちがパンツのお手伝いしたとしても捕まることが

出来ていれば、それも自立に入っていいんじゃないか

なと私は思う。D-15

D-15

思えないっていうか、ならなきゃダメですかっていう思いもあります。自立って何で

も自分で出来るのが自立なのかって思ってしまいますし、できないところを皆でお互

い様で助け合っていって出来ていることも…。

私はこれが食べたいですしか言えなくて、誰かに食べさせてもらうけど、でも私はこ

れが食べたいですって言えたらもうそれは自立。自分の思いを伝えられている時点で

自立ですし、おトイレにご自分の足で行けない方でも掴まっていただくことができれ

ば、たとえ私たちがパンツのお手伝いしたとしても掴まることが出来ていれば、それ

も自立に入っていいんじゃないかなと私は思ってしまうので。

（排泄がパットの中で失敗した場合）それがそうなら

ないようになったら、どれほどいいんだろうと思いま

すけど、そこが尊厳のなにがしかを決めるんだとした

ら、思いやりとかっていうのが尊厳と違う、なんとい

うのか現場にいると本当に別に（排泄が自立しなくて

も）いいじゃないと思って（しまうことがある。）D-

17

D-17

極論すぎてですね…、本当に。どうですか。

逆にですね。あの失敗されてしまうこともあります、皆さん。パットの中でそれを

「あっ」て。手伝ってもらうことを本当に悲しいと思っていらっしゃるのは重々わか

ります。だから、それがそうならないようになったら、どれほどいいんだろうと思い

ますけど、だからと言って。えっと、何て言うのかな、そこが尊厳のなにがしかを決

めるんだとしたら…思いやりとかっていうのが尊厳と違う、なんというのか難しいで

す。現場にいると本当に別にいいじゃないと思っちゃうんですね。

利用者の要望をかなえられなくても

切なさを受け止めてあげる （利用者で）看取り介護の方が自宅に帰りたい（と言

われ）もしかしたら一番叶えて差し上げたい（けど）

叶えて差し上げられない（という）その切なさも丸ご

と受け止めるということが尊厳を尊重しているという

ところなのかと思う。D-4

D-4

最近ですと、看取り介護の方が自宅に帰りたいと日々仰いました。

でもそれは叶わない事なので、多分若しかしたら一番叶えて差し上げたい所で、最後

の願いというか。どこで自分の人生を終わらせたいかということに対する意思表明が

ハッキリありましたけど、私たちでも叶えて差し上げられない、ご家族でも、ご家族

がそれは無理だと仰ることである訳なので、ご本人様がどれほど懇願、熱く思われて

いても最後まで叶わない所ですよね。でもその切なさも丸ごと受け止めるということ

が尊厳を尊重しているというところなのかと思っています。

気持ちに余裕を持って利用者に接す

るべきと反省

利用者さんの尊厳を守るってことは接遇マナーとかが

繋がると思うので、改めて自分の介護を振り返ってみ

ると気持に余裕を持って利用者さんに接するべきと反

省する。F-16

F-16

利用者さんの尊厳、まあ、尊厳を守るってことは接遇マナーとかが繋がると思うの

で、改めて自分の介護を振り返ってみて、もうちょっとなんだろうな、余裕を持って

というか、気持に余裕を持って利用者さんに接してあげなきゃなーって、反省じゃな

いですけど、そうですね、うん、感じましたね。
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一般人と変わらない配慮をすべき 利用者の尊厳とは、いやなことも恥ずかしいこともあ

ると思うので、一般人と変わらないような配慮をする

ことである。A-1

A-1 

職員と、同じようにあのー、何ですかね。嫌なことも恥ずかしいこともあると思いま

すけど、そういうことに配慮して。

なんですかね？一般人と変わらないような配慮や、守られることだと思う。

利用者は（自分の要求を）訴えられなかったりしゃべ

れない方もいるので、介護側が本人のことを配慮して

行うべきである。A-2

A-2 

どうしても訴えられないとか、あまり喋れないとか、そういう人もいらっしゃいます

ので。介護側の行うことが重要で介護側が本人のことも配慮して行う必要があると思

います。

（利用者の）生命としての尊厳っていうことで、高齢

者だからとか、介護職だからとかではなく人が命とし

て生をうけてもっているものっていう風に私は捉えて

仕事をしている。D-21

D-21

もう生まれたその瞬間からその方は生きていて良いっていうことだと。命としての尊

厳ですよね。その生命としての尊厳っていうことで、私は捉えて仕事をしています。

高齢者だからとか、介護職だからとかではなく人が命として生をうけてもっているも

のっていう風にとらえてはいます。

集団生活でこういう大きな施設で生活する利用者さん

がいっぱい居る中で、高齢施設に生活している利用者

さんじゃなくて、何々さん一個人として接してあげて

一個人、ひとりの人間として、個人を尊重することか

なと思う。F-1

F-1

一個人、ひとりの人間として、個人を尊重することかなと思います。集団生活でこう

いう大きな施設で生活する利用者さんがいっぱい居る中で、やっぱりどうしても時間

が忙しくて後回しになって、「ちょっと待っててね」とかなっちゃいがちなんです。

ただ利用者さん、高齢施設に生活している利用者さんじゃなくて、何々さん一個人と

して接してあげるって、言い方ちょっと上から目線ですけど、接しないといけないの

かなって、するべきなのかなって思います。

（前の施設は介護が重度の）方ばっかりだったが、も

しも障害とか認知（症）がなかったら出来ていること

が（できなくても）一緒に寄り添って「できるかもし

れない」と励ましてやってもらって「できた」って

言って（あげる）のも尊厳だと思う。H-1

H-1

私が行ったのは本当に従来型で、二次のきつい方ばっかりだったと思うんですけど。

まあ、普通のことが普通にできるというか、当たり前の生活って、あのう、もしも障

害とか認知とからなかったら普通に出来ていることを、その人たちも普通にできるっ

ていうことかな本当は出来るけど、この何か気持ちの問題とかで、「私はもうどうせ

できないから」っていうふうにやったら、まあそこちょっと一緒に寄り添って「でき

るかもしれない」って言って、励ましてやってもらって「できた」って言ってもらう

のも尊厳だと思う。

（利用者さんは）普通の人であり、（自分のことが）

できないからといって物とかではないと思うので、や

りたくないことでも、もしかしたら本当はやりたいと

思っていたりするが、基本的には笑顔になっていただ

くことが大切だと思う。H-3

H-3

基本は普通の人でいられるよっていうところ。できないから物資とかじゃないと思う

んです。もうやりたいっていうことはできる、逆にまあ、やりたくないっていうこと

でも、もしかしたら本当はやりたいと思っているかもしれないと、心の面ではちょっ

とわからないところもいっぱいありましたけど。基本的に笑顔になれるようなとこ

ろ。

過剰な介護は利用者のADLの低下に

つながってしまう
介護施設って過剰介護になりすぎな部分もあって、例

えば一人で洗濯物がたためる所を職員がやってあげる

んじゃなくて、できることはなるべく無理しない範囲

で利用者さんにやってもらうべきで、（できることま

で）職員が奪ってしまうとADLの低下に繋がってし

まったりとか、利用者さんが生きる意欲をなくしてし

まうと思う。F-4

F-4

介護施設って過剰介護になりすぎな部分もあって、例えば一人で洗濯物がたためる所

を職員がやってあげるんじゃなくて、できることはなるべく無理しない範囲で利用者

さんにやってもらう。そこを職員を奪ってしまうとADLの低下に繋がってしまったり

とか、利用者さんが生きる意欲をなくしてしまうというか、ただただ車椅子にぼーっ

と座ってるだけとかになってしまうので、やっぱり何でもかんでもやってあげるん

じゃなく、利用者さんができることはなるべく。一緒にできない部分を手伝いなが

ら、利用者さんも一人の人間として自立した生活が送れるように、一緒に時間を過ご

す

利用者の嫌なことはしない 自分がされたら嫌なことはしない（ことに気をつけて

いるのは）してほしくないことは生きて行く上におい

て最低限、皆同じようなベースがあるんじゃないかと

思う。D-2

D-2

最低限自分がされたら嫌なことはしないということは気をつけています。してもらい

たい事というのは人それぞれ違うと思うのですが、してほしくないことは生きて行く

上において最低限、皆同じようなベースがあるんじゃないかと思うので、そこは気を

つけています。

（尊厳について）言葉として何か改まった事を言わな

ければならないと思ったが、（利用者さんにとって）

嫌なことは、なるべく自分はしたくないし相手にとっ

て嫌なことはしない。H-14

H-14

イメージっていっても、言葉としても何か改まった事言わなきゃいけないかなぁみた

いな。「全然違う」と言われちゃうと…確かにされて嫌なことは、なるべく自分はし

たくないなってやってますけど。私は大丈夫って思っても、相手が大丈夫と思うかわ

からないから、相手にとって嫌なことをしない。

人でありもののように扱わない 利用者の尊厳とは排泄やお着替えなど日々生活する中

で行うことを踏みにじらないことと「もの」のように

扱わないことである。C-1

C-1

利用者さんの尊厳とは排泄であったりお着替えであったり日々生活する中で行うこと

を踏みにじらないといいますか・・・上手く言葉に出来ないですけど、その人がその

人であって「もの」として扱わないように・・

本人と家族の尊厳（選択）の衝突に

対するジレンマ

家族がもう骨折はいやだからトイレに連れて言かない

で（と言われるが）本人は尿意も便意もあってトイレ

に行きたいと言うのが（利用者さんには）上手にごま

かしてトイレにお連れしていない（のは）家族の意見

も大事だからだが、本人がトイレに行きたいって言っ

ているのに、なんでトイレダメなのか疑問である。B-

9

B-9

1人骨折を過去に2回した方がいるんですけど、家族がもう骨折はいやだからトイレに

連れて言ってくれるな、という家族がいらっしゃいます。でも本人さんは尿意便意も

あってトイレに行きたいと言うんです。家族さんがそう言われるので、騙し騙しその

方に骨折されたし、今も治りかけだからとか上手に言いながらごまかしてトイレにお

連れしてないです。本人の思いと裏腹に家族が出てくるとちょっと厄介ですよね。わ

たしたち、お年寄りを見ているので、確かに家族の意見も大事ですけど、本人がトイ

レに行きたいって言ってるのに、なんでトイレダメなのかなって。

本人も（話が）そこそこわかる方でしたが、胃ろう造

設は家族さんが決めて、家族から経口摂取はさせない

でくださいということになっている。B-13

B-13

それ（経管栄養）も家族さんが決めました。本人さんもそこそこわかる方なんですけ

ど、次に食べたら本当に最後になる可能性も高いので、胃ろう造設となりまして、経

口摂取はさせないでくださいということで。

（家族から）歩かせないでください、車椅子から決し

て離さないでください（と言われて）ご本人は歩くこ

とが出来、職員が見守っていれば歩けますよとお伝え

しても認めてくださらない。D-6

D-6

以前は勤めていた有料老人ホームでそういうことがありました。歩かせないでくださ

い、車椅子から決して離さないでくださいと。ご本人は歩くことが出来、職員が見

守っていれば歩けますよとお伝えしても認めてくださらない。逆に医学的に食べては

いけないものを好きなものなので、食べさせてくださいというお話もあります。

私たちも自分の尊厳（として）、幸せになりたいとか

元気になりたいとか、今日はこうしたい（など、）そ

れが叶えられ、今この瞬間、お水が飲みたいことが叶

えられる（が）（利用者は）ご家族がダメですと言わ

れたらダメなのかとか、私たちの一存では決められな

いという（ジレンマを感じる）。D-8

D-8

私たちも自分の尊厳、生きて行く上で当然持っている権利、幸せになりたいとか元気

になりたいとか、今日はこうしたい。それが叶えられる、または叶えられるために今

日があるというか、その明日のために今日があるっていうね。そして今この瞬間、お

水が飲みたいことが叶えられるっていう。でもご家族がダメですと言われたらダメな

のかとか、私たちの一存では決められないという…。

利用者が意思表示できない場合の主

体は誰か

チームカンファがあって、この方はこのようにこれか

ら介護して行きます（と決めているが）認知症だった

り、ご自分の意見が言えない状態にある方のご希望を

一体誰が言うのか誰が主体なんだろう？と、現場に居

ると思う。D-9

D-9

こういうことになりましたというチームカンファがあって、この方はこのようにこれ

から介護して行きますという申し送りノートがあり、それに沿ってやっていきます。

認知症だったり、もうご自分の意見が言えない状態にある方のご希望を一体誰が言う

のかってとこですもんね。

最初から誰が主体なんだろう？と、現場に居ると思います。
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利用者本人の意思を尊重できていな

い 家族の介護をしているんじゃなくて、お年寄りの介護

をしてますから本人が第一だと思う。B-11
B-11

私たちは家族の介護してるんじゃなくて、お年寄りの介護をしてますから。

本人様が第一だと思います。

胃ろう造設した（利用者さんは）本人は食べたい（の

に）今のところ経管栄養だけで終わっている。B-12
B-12

看取りとまで言われた方が危険な状態だったんですけれども、結局、経口摂取できな

くて。胃ろう造設したんですね。でも本人さんは食べたい。

でも誤嚥性肺炎を繰り返して本当に危険な状態もあったので。それもかわいそうです

よね。本人さんも本当は食べたいんです。経管栄養だけで今のところ終わってます

ね。

利用者の要望をかなえたい （尊厳は）利用者さん自身がこれがやりたいとか、あ

れがやりたいっていうのはどんどん言ってもらって、

叶えてあげたいなと思っている。E-1

E-1

(尊厳とは）利用者さん自身が自分自身の生活の上でこれがやりたいとか、あれがやり

たいっていうのはどんどん言ってもらって、それをどんどん叶えていけるところは叶

えてあげたいなと思っています。

僕よりも、自分のおじいちゃん、おばあちゃんぐらい

の年齢の方達は経験してきたものも違うし、戦争を体

験されている方もいらっしゃるので入居者の方にとっ

て不快なことをしたくない,その人のやりたいことを

やってあげることが（尊厳）を大切にすること（だと

思う）。G-1

G-1

年齢ではるかに僕よりも、自分のおじいちゃん、おばあちゃんぐらいの年齢の方達に

なってくるんですけど、やっぱり経験してきたものも違うですし、よく言われるのが

戦争を体験されている方もいらっしゃるので入居者の方にとって不快なことをしたく

ない,その人のやりたいことをやってあげる、するみたいな形かなと思っています。

生きている限りその人らしくあるべ

き
利用者の尊厳とはその人が生まれてきて亡くなるまで

その人らしくあること（だと思う）。B-1
B-1 

（利用者の尊厳とは）その人がその人らしくずっと生まれてきて、最後なくなるまで

は、その人がその人らしくっていうのは言われても綺麗ごとなのかもしれませんけ

ど。

尊厳とは、その方がその方として生を受けたその時点

から尊厳というものが生まれているので、そこに存在

していただいているっていうことに対して最大限の敬

意を払うということ（だと思う。）D-1

D-1

私が考える尊厳とは、その方がその方として生を受けたその時点から尊厳というもの

が生まれているんだと思っているので、ただそこに存在していただいているっていう

ことに対しての最大限の敬意を払うということをいつも心に留めて働いています。

（利用者さんが）例えば長年お店で働いてきた、商売

してきた人だったり、例えばホテルにお勤めだったら

「じゃあ一緒に行こうベッドメイキングしてもらって

いいですか？」とか今までの生活歴を大事にしてあげ

ながらその人に合ったケアが必要なのかと思う。F-3

F-3

例えば長年お店で働いてきた、商売してきた人だったら、なんかその人らしく今まで

こう送ってきた生活を尊重しながら…例えばじゃあホテルにお勤めだったら「じゃあ

一緒に行こうベッドメイキングしてもらっていいですか？」とか今までこう生活して

きた生活歴を大事にしてあげながらその人に合ったケアが必要なのかなって。

その人らしさを踏みにじらない （利用者さん）が今まで生きてきたいろんな人生があ

る中で、その人がその人であったことを踏みにじるよ

うな（ことはしてはいけないし）馬鹿にされていい人

は一人もいないと思う。C-4

C-4

その人が今まで生きてきた、例えば１０代２０代３０代４０代と過ごしてきて、

いろんな人生がある中で後輩・先輩・兄弟がいたでしょうし、その人がその人であっ

たことを踏みにじるような‥馬鹿にされていい人なんて一人もいないわけで

利用者さんの昔からの暮らしとか生活、自分らしさだ

と表せるようなイメージで、(利用者さんが）短気だっ

たり、こうゆう職業やってたよとか、趣味とか、どん

どん本人から引き出してあげて、それをこちら側がケ

アしていく、お手伝いしていくという方向で考えてい

る。E-2

E-2

利用者さん自身が自分のちゃんとした昔からの暮らしとか生活、ここをちゃんと表に

出せて、その人が自分らしさだと表せるようなイメージでちょっと仕事の方は持って

ます。性格とか色んなことがあると思うんですけども、その人短気だったりとか、こ

の人昔、こうゆう職業やってたよとか、そういうのをちょっとどんどん引き出したり

とか、趣味とか、どんどん本人から引き出してあげて、それをこちら側がやってって

あげるじゃないけども、ケアしていく、お手伝いしていくという方向で考えていま

す。

その人らしさで（ケアを）やりたいなってあったんで

すけど、慣れてきてしまうと気持ちを忘れることがた

まにあったりして、たまたま他に新人職員さんが入っ

てきたときに尊厳とかの話とか（利用者さんの尊厳）

のことを再度思い出す。E-9

E-9

最初の方に思って、その人らしさでやりたいなってあったんですけど、慣れてきてし

まうと慣れって怖いなと思うのが、気持ちをちょっと忘れることがたまにあったりし

て、たまたま他に新人職員さんが入ってきたときに尊厳とかの話とかその人のことを

再度思い出します。で、こうゆうのだったよね。って自分も初心に戻って振り返られ

る感じでずっとやってました。

自立できるようにその人にあったケ

アが必要
（利用者さんに）高齢になってもその人らしくいられ

るように、なるべく自立した生活が送れるように、支

援したり、ケアしたり介助してあげるという、その人

に合ったケアが必要なのかなって思っている。F-2

F-2

高齢になってもその人らしくいられるように、なるべく自立した生活が送れるよう

に、そこを支えてあげる支援したり、ケアしたり介助してあげる、その人に合ったケ

アが必要なのかなって思います。

着替えや排せつのプライバシーを守

るべき
おむつ交換の時にカーテンをしないなど配慮が足らな

い場面を見たことがある。A-4
A-4

（利用者を尊重していない場面）例えば、もしおむつ交換の時とかちゃんとカーテン

をしないとか、窓側のカーテンが空いてるとか。ちょっと配慮がたらない場面を見た

ことがあります。

（介護職は）悪気もなくていじわるとかでやっている

わけではないですけど、（利用者が）着替える時とか

おむつ交換の時にカーテンを開けていたりすることが

ある。C-7

C-7

着替える時とかおむつ交換の時にカーテンを開けていたりとか。

あとその人自身は多分悪気もなくて意地悪とかでやっているわけではないですけど。

おトイレとかお風呂場1番入ってきてほしくないプラ

イベートな空間に、（介護職が）入って行かなければ

ならない状況をご本人が望んでいるわけがないので、

本当にそこがごめんなさいねという思いである。D-13

D-13

1番入ってきてほしくないプライベート空間だと思っていて、おトイレとかお風呂場

とか。そこにこちらが入って行かなければならない状況をご本人が望んでいるわけが

ないので、本当にそこがごめんなさいねという思いです。

（排泄が自立すると）羞恥心っていう部分では、（ス

タッフに）気を使わなくて済むので羞恥心は守られ、

下剤を使わなくてよくなったり苦しい思いをしなく

なったり利用者さんの尊厳が守られると思う。F-11

F-11

羞恥心っていう部分では、少なからず気を使わなくて済むのかなって、そのスタッフ

に。その羞恥心は守られるっていうんですか。あとはまあ、下剤を使わなくてよく

なったりとか、それで苦しい思いをしなくなったりとか、そこは自立することでそう

ですね。そういう部分では、利用者さんの尊厳が守られるのかなって。

排泄介助であれば（排泄）してるところを見えないよ

うに配慮するとか、一個一個のケアとして人間として

最低なことはやらないというところも尊厳だと思う。

H-2

H-2

排泄介助だったらしてると見えないようにして、その時には必ず配慮するとか、そう

いうところも尊厳かなと思って、一個一個のケアとしてはまあ人間として最低なこと

はやらないようにとやってきました。
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利用者の要求に100%応えられないこ

とがジレンマ

（利用者が）したいと思っていらっしゃることを全て

「いいですよ」という事は、それをしない方がいいこ

ともあり、全て叶えて差し上げたい（けど）、そうは

いかないところはどの職員も多分1番抱えているジレ

ンマでありストレスだと思う。D-3

D-3

全部が全部したいと思っていらっしゃることを全て「いいですよ」という事が出来て

いるかと言えば、それをしない方がいいこともありますし。なので、そこがこの施設

職員として働く上での大きなジレンマではあると思います。全て叶えて差し上げた

い、でもなかなかそうはいかないところはどの職員も多分1番抱えているジレンマで

ありストレスだと思います。

（利用者を）いくらでも歩かせて差し上げたいですけ

ど、スタッフ人数が日中限られているため、なかなか

そうはいかな（く）もっとご本人様が歩きたい時でも

1人での歩行が困難な方にお付き合いでき（ず）座っ

ていてくださいと言ってしまい、ジレンマ（を感じて

いる。）D-5

D-5

例えば、歩きたい衝動ってありますよね？

いくらでも歩かせて差し上げたいですけど、手が回らずスタッフ人数が日中限られて

いるためなかなかそうはいかないですね。

自立支援介護で歩行の目標値に到達するように、またそれ以上に歩いていますが、そ

れよりもっとご本人様が歩きたい時でも1人での歩行が困難な方にお付き合いできな

いです。座っていてくださいと言ってしまいます。

本当にジレンマですね。

おむつで排泄したい人はいない

利用者でおむつで排泄したい人はいないと思う。A-5 A-5

世の中、誰もあのおむつで排泄をしたいという人はいないと思うんですね。おむつ対

応になっているというのは、別に望んでそうなっているわけじゃないんでええ。

（利用者さんの立場に立って自分がおむつしている側

で本人だったら）おむつはちょっと恥ずかしいです

し、つらいと思う。C-12

C-12
（利用者さんの立場に立って自分がオムツしている側で本人だったら）オムツは

ちょっと恥ずかしいですし、つらいですね。

（おむつの中に）ウンチが出るのは気持ち悪いに決

まってるし自分はつけたら絶対気持ち悪い（と思う

し）「そこで出して」って言われたからってそんなの

すぐに出せないし寝たまま（排泄を）やれと言われた

ら嫌だろうと思う。H-8

H-8

ウンチが出るのは気持ち悪いに決まってるんだから、自分はつけたら絶対気持ち悪い

だろうなっていう。「そこで出して」って言われたからってそんなのすぐに出せない

よって、寝たままやれって言われたって嫌だろうなっていう。１回なんか体験を…オ

ムツ体験みたいなのをやったような。

28名の方のうちオムツを終日つけてないのは2人3人ぐ

らいで尿意とか便意がちょっと薄れてきてオムツの中

にしてしまう方が多いが、日々の記録の中から「大体

この時間に便がでるのでその前にトイレに行ってもら

おう」という一日一回はトイレに座るサービスをして

いるので全員が（おむつの中）に排泄をするわけでは

ない。G-7

G-7

うちではパットのタイプのおむつを使っているのであれですけど、28名の方が生活さ

れていて、オムツを終日つけてないのは2人3人ぐらい。それを他の方は皆さんパット

を当てさせてもらう。安心のためにつけている人と、尿意とか便意がちょっと薄れて

きてオムツの中にしてしまうって方も多いですかね。

なので3人つけてないとして、25人の人がおむつ当てて、全員がその中に排泄をする

かっていったらそうでもない。基本的には一日一回はトイレに座るっていうような

サービスをさせてもらってるので。

日々の記録の中から「この人大体この時間に便がでるよね、じゃあその前におトイレ

に行ってもらおうか」というところの工夫を少しずつはさせてもらっている流れとな

ります。

自分でトイレに行って排泄が望まし

い
身体機能とかで自分でトイレにいけない人はしょうが

ないと思うが、自分でトイレに行って排泄（すること

が）が理想だと思う。A-6

A-6

普通に自分でトイレに行って用を足すのが理想だとは思うんですが、まあ、実際、身

体機能とかでトイレに行けない人もいらっしゃいますので、まあその辺はしょうがな

いですけども。

できればトイレでが、そういうものが理想だと思います。

本当は自分で催して（トイレに）行って出してくるの

が一番（で）下の事なんて絶対人に見られたくないし

触りたくもない（し、）女性である私が利用者さんを

みるとき、やっぱり嫌なんじゃないかなと思う。B-14

B-14

下の事なんて絶対人には見られたくないし、触りたくもないから。本当はそうやって

自分で催して行って始末して出てくれば一番なんでしょうけど、だから一番見られた

くないところを人に見られて、ましてや女性同士だからいいとは思いませんけども、

女性である私が男性の利用者さんをみるとき、やっぱり嫌なんじゃないかなと思いま

す。プライバシーというかやっぱり見られたくないところだと思います。

歩行器を使うと歩行が安定して、自分でトイレに向か

うこともある（ので、）失敗しても自分で行くってい

うのはいいことだと思う。B-16

B-16

歩けている方がいるので、転倒リスクもあるんですけども、最近、歩行器を使ったん

ですよ。これを使うことによって歩行が安定して、自分でトイレに向かうこともある

んですが、ほぼ失敗しても自分で行くっていうのはいいことだと思います。私たちが

汚れたら交換すればいいだけですから。

（排泄を）人の手を煩わさなくてできるっていうこと

は、健康的（だと思う）。D-14
D-14

人生の大先輩の皆さんが、そこが人の手を煩わさなくてできるっていうことは、本当

に皆さんの一日が1番健やかになるんだろうと思います。

健康的っていうか、言葉は難しいですけど。

下の世話を他人にされる皆さん、あの年代の皆さんが持っていらっしゃるイメージっ

ていうのをとても根強いと思っています。

自分もオムツを学生の時につけたことがあるんですけ

ども、体験した時にすごく気持ち悪い感覚になるの

で、利用者さんにとってみればトイレでちゃんとお

しっこができるってすごい大事なことなので、トイレ

で排泄は自分でさせてあげたいし、自分で出来ること

が本人にとってのヤル気にも繋がってくる（と思

う）。E-5

E-5

トイレで排泄は自分でさせてあげたい。オムツとかだとすごいお尻が気持ち悪くなっ

たりとか。自分もオムツを学生の時につけたことがあるんですけども、体験した時に

すごく気持ち悪い感覚になるので。利用者さんにとってみればトイレでちゃんとお

しっこができるってすごい大事なことだと思って。で、2人介助でも良いので、その

人のちゃんとおトイレに座れる体制を作ってあげて。自分で出来ることが一番本人に

とってのヤル気にも繋がってくるのかなと。

排泄は基本的には誰にも見られないで1人でするもの

（なので）自立してなかったりすると、恥ずかしいと

か、おしっこが出ちゃうから飲み物を我慢したり（ト

イレに）連れてってもらうのも申し訳ないから我慢し

てもらしたり（することがある。）F-10

F-10

この質問の答えが未だにあんまり出てないんですけども、やっぱり排泄って基本的に

は誰にも見られないで1人でするものじゃないですか。そこがこうやっぱり、自立し

てなかったりすると、恥ずかしいとか、おしっこが出ちゃうから飲み物を我慢し

ちゃったりとか。ちょっと連れてってもらうのも申し訳ないから我慢しちゃってもら

しちゃったりとか、まあそこが自立することによって、利用者さんも何だろな…この

質問難しかったですね。

（排泄を）オムツの中にしてしまうよりおトイレに

行って便器内で排泄できた方が、いいにこしたことは

ない（と思うが現実にはむりなのではないか。）F-12

F-12
まあでもオムツの中にしてしまうよりだったら、おトイレに勿論行って便器内で排泄

できた方が、いいにこしたことはないと言いますか。

自分でトイレに行って排泄が望まし

い
（排泄の自立は）尊厳であったり自尊心って事にはい

い影響しかないのかなとは思っていて、自分がもし利

用者さんの立場になったら、排泄を誰かに手伝っても

らうっていうのは多分苦痛で、認知症になってもあま

り手伝ってはもらいたくない（と思う）。G-6

G-6

（排泄の自立は）いい影響しかないのかなとは思って、尊厳であったり自尊心って事

にはなるんですけど、やっぱり自分がもし利用者さんの立場になったら、やっぱり排

泄を誰かに手伝ってもらうっていうのは今の自分だったら多分苦痛なんです。認知症

になって、ちょっと自分がどこに居るのかもわかんない。家族の名前もわかんないっ

てなったら、また少し変わってくるのかもしれないんですけど

あまり手伝ってはもらいたくないところかな。

法人としてはオムツ0を目指したいし、自分の力でト

イレに行くのが1番理想だが、実際僕がここに入って

からオムツを全く使わなくなった人はいないのでイ

メージにしかならない。G-8

G-8

法人としてはそこを目指したい。オムツ0っていう

ずっと僕が入ったときから話はしてるので、やっぱり自分の力でトイレに行くのが1

番理想はそこだと思う。自分の好きなときに、トイレに行ける理想ですけど、やっぱ

りパットに出なくてもトイレにお連れするのはこっちのお手伝いが必要だったりと

か。実際僕がここに入ってからオムツがもう全く使わなくなったって人はいないので

ちょっとイメージにしかならないですけど。
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（排泄が自立したら）イメージだけど、すごくいきい

きされて、すごく元気になって最近調子良さそうとい

うイメージである。G-9

G-9

イメージだけど、すごく多分いきいきされるんじゃないかなとは思う。

すごく大きな抽象的なことになっちゃって申し訳ないですけど、多分生き生きする

か、すごく元気になってるっていうような。最近なんか調子良さそうだね、みたいな

感じになるかなってイメージです。

病院から（入所した時に）この人絶対オムツだよとい

う人もいたけど車椅子でちゃんと座れるからまずは布

パンツにしてパットちょっと当ててみて「あれ、意外

ともっといけるね。じゃ、ちょっとちょっとパット薄

くしてみようか」「パットに出ないからやめてみよう

か？」ということがあり「多分そんなに（おむつは）

必要ないけどどついてるな」といことがあり対応は入

所のタイミングの時が1番やり易かった。H-9

H-9

病院からとかだと基本こう紙テープとかで来る人が、入院しててからの入所とかだと

結構紙テープで来て、オムツ絶対だよみたいな人もいらっしゃいましたけど、意外と

こう、車椅子でちゃんと座れるんだからまずは普通の布パンツにして、パットちょっ

と当てるにしてみて、それで時間やってみて、「あれ、意外ともっといけるね。

じゃ、ちょっとちょっとパット薄くしてみようか」「パットに出ないからやめてみよ

うか？」みたいなのはありました。もともと「多分そんなに必要ないんじゃないか

な。だけどついてるな」っていうような人とかで、はい、入所のタイミングの時が1

番やり易かったです。

トイレで排泄出来たらうれしいと思

う
（おむつの中で）便とかおしっこでもそうだけど人は

喜ばないし、（介護職が）「うっ」てなった顔とかも

見ていて、ごめんねっていう気持ちもあるので（利用

者が自分で）トイレでできたらうれしいと思う。C-10

C-10

便とかおしっこでもそうだけど不快感ではないけど、人は喜ばないじゃないですか。

漏れたりしたら。やっぱりそういうなんか僕たちが「うっ」てなった顔とかも利用者

様が見ているだろうし。ごめんねっていう気持ちももちろんあるだろうし。だからト

イレでできたらうれしいですよね。その人自身がトイレでやるものですよね。

おむつだと（介護を）やる側としては楽ですが、（で

も）介護っていう仕事をやっていく上でトイレに連れ

て行くっていうのはすごく喜ばしいと思う。C-11

C-11

オムツだとやる側としては楽です。作業みたいに慣れてしまえばかなり楽なのですけ

ど。でもやっぱりこの介護っていう仕事をやっていく上でトイレに連れて行くってい

うのはすごく喜ばしいというか、トイレでやってくださるっていうのは、実際、パッ

トにもおしっこも便もついていなくてトイレでやってくれたら嬉しいです。というこ

とをこちらに来て初めて知りました。

（排泄は）ほかの人にやってもらいたくないし、（排

泄介助はほかの人に）見られたくないことなので、ご

自身でちゃんと出せれば、気持ちもいいし1番ご本人

にとっても嬉しい（と思う）。H-7

H-7

1番はやっぱり、本当に見られたくないところなので、ご自身でしっかり、ちゃんと

出せて気持ちもできてっていうのもたぶん1番ご本人にとっても嬉しい。嬉しいって

言うのもあれですけど、ほかの人にやってもらいたくないという気持ちはすごくある

のかなと思う。

食事する場所で排泄すべきではない 寝床とご飯とトイレは絶対別がいい、それこそ尊厳の

第1原則で、食べるところで出さないっていうのは大

事（だと思う）。D-16

D-16
そうですね。寝床とご飯とトイレは絶対別がいいと思います。それはもう、それこそ

尊厳の第1原則っていうか。食べるところで出さないっていうのは大事。

利用者にしっかり向き合うことが回

復につながった

（改善した利用者に）に対して職員がすごく一生懸命

に向き合って、立って歩くと転んでしまうという方

だったので、話し相手になろう、ドリルをしようと

か、排泄介助でも、これは嫌なんだとかいう事がやっ

ぱ向き合っていると分かってくる（ので）快・不快に

対して不快ならやらないでおこうっていう小さな積み

重ねで一年かからないうちに、朝ご挨拶ができるよう

になってお話できるようになって、名前を覚えてくだ

さるようになったという凄い回復をされた方がいた。

D-12

D-12

その方に対して職員がすごく一生懸命に向き合ったというのが一番大きいのではない

かと思います。その方に椅子に座っていただいて、ダイニングテーブルの椅子を壁に

付けて、ダイニングテーブルも立てないような位置にして、その方が立てないように

していたんです。そのぐらい立ち上がってしまう。立って歩くと転んでしまうという

方でした。まあ、そこからですかね。いろんな方法で立ち上がらないように、お話し

相手になろうとか、ドリルをしようとか、なんかそういう本当に…。信頼関係ですか

ね？

排泄介助でも、これは嫌なんだとかいう事がやっぱ向き合っていると分かってくるの

で。その方は嫌だと思っていることに対しノーと言えなかったし、最初はお話しも出

来ないし、ご自分の名前が分かっているのか、分からないのかも分からないっていう

ぐらいの方だったんですけど。

だんだん不快か快かは分かってくるので。

その快・不快に対して不快ならやらないでおこうっていうことの小さな積み重ねで一

年かからないうちに、朝ご挨拶ができるようになって目を合わせて頂けるようになっ

た。

お話ご挨拶できるようになって、名前を覚えてくださるようになったという凄い回復

をされた方がいらっしゃいました。

歩行の自立で生活が変わる
利用者の（歩行の自立は）自由度が上がり生活が一変

すると思う。A-7
A-7

（歩行の自立）は利用者の自由度が上がりますので、生活も一変するでしょうし、ど

こに行くにも車椅子を押してもらわないといけないっていう状態よりは自由度が広が

ると思いますが。

（歩行が自立すれば）それこそ排泄に繋がるかもしれ

ませんけど、自分でトイレに好きな時に行って好きな

時に戻って（食事も）自分の足で行って自分の足で戻

れたらというのは最高だと思う。B-15

B-15

（歩行が自立すれば）それこそ排泄に繋がるかもしれませんけど。

OKになれば、歩けるといえば結構なレベルだと思うので。

もよおせば自分でトイレに好きな時に行って好きな時に戻って。

ご飯ですよって言って、自分の足で行って自分の足で戻れたらというのは最高だと思

います。

（歩けると）行きたいところに行けるので、家族さん

がどこかへ連れて行ってあげたいってなった時に、歩

けるのは嬉しいと思う。C-15

C-15

この人が生きてるこの時間をその人が行きたいところに行ける、その人がその時間を

使えるっていうのは、すばらしいことだなって思うし、家族さんがどっか行きたい・

どこか連れて行ってあげたいってなった時に、歩けるってのは嬉しいですよね。

歩けるっていうことは、まずは自分の足であそこに行

きたいとか、あの海を撮りたいとか、明るい日々が送

れるだろうなと思う。D-18

D-18

明るい日々が送れるだろうなと思うんですよね。歩けるっていうことが。まずは自分

の足であそこに行きたいとか、あの海を撮りたいとか。尊厳って自立支援では逆にど

ういう風に仮定されるんですか。
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歩けることは喜びにつながる

（利用者が）座ったまま動けないことは、褥瘡ができ

たり、血行が悪くなったり、足がむくんだり、体にも

良くないので、歩けるとなると怖いなと最初（は）

思っていたが（歩けるのは）嬉しいものである。C-14

C-14

歩行が自立することは、動けるっていうのがちょっと見てる方としてはすごい怖かっ

たりもするんですけれども、でも実際座ったまま動けないのって、やっぱり体にも良

くないですし、それに伴って褥瘡ができたりとか、血行が悪くなったり、足がむくん

だりとかも色々ある訳で・・・

寝返りを打てるとかのレベルじゃなくて歩けるってなると怖いなと最初思ってたんで

すけど嬉しいもんですね。

（歩行が自立したら）集団の中が嫌な人もいらっしゃ

るので自分の好きな時に好きなところに行けて、日向

ぼっこをしたりとかお部屋の中でゆっくり自分の時間

を過ごしたりできて、いきいきされると思う。G-10

G-10

さっきの排泄のところにも多分繋がっちゃうんですけど、

いきいきされるかなというところかなとは思いますね。自分の好きな時に好きなとこ

ろに行けるとか。集団の中がやっぱり嫌な人も中にはいらっしゃるので自分の好きな

ところで日向ぼっこをしたりとかお部屋の中でゆっくり自分の時間を過ごしたりとい

うところがお手伝いなくしてできるってことを考えると、やっぱりそこに繋がってく

るのかなとは思ってます。

歩行の自立は筋力ややる気につなが

る
（利用者さんは）歩けるなら歩いてもらった方が筋力

の低下も少しは抑えられる部分もあるし、自分の足で

ちゃんと歩けると筋力とかADLに関してもやっぱり維

持が出来ることがが一番大事で歩いてるって感覚にも

繋がってヤル気とかも出てくるのかなと思う。E-7

E-7

自分の足でちゃんと歩ける、やっぱりその力、筋力とかADLに関してもやっぱり維持

が出来る、が一番大事なのかなと思います。でやっぱり結局日常生活で少しでも歩け

るなら歩いてもらった方が筋力の低下も少しは抑えられる部分もあるし、自分でちゃ

んと歩いてるって感覚にも繋がってヤル気とかも出てくるのかなと思います。機能訓

練士さんがいるので、ここで立位の訓練とか座位の訓練とか少し個別で行っていると

思います。

自分で立って歩けないと人の手が必要で、車椅子で連

れて行くと、案外車椅子に優しくない世界であり、自

分で立って歩けると、利用者さんの生きる力や意欲に

もなり、行きたい時に自分の足で歩いて行けることに

よって社会への参加につながる。F-13

F-13

歩行が自立することによって社会への参加につながるんじゃないかなって。やっぱり

こう自分で立って歩けないと、やっぱりどうしても人の手が必要ですし、案外歩道っ

て車椅子にすごい優しくないと言いますか、車椅子で連れて行くと、案外こう車椅子

に優しくない世界なんだな世の中…って凄く思う時がありまして。そこがやっぱりこ

う自分で立って歩けると、もちろん利用者さんの生きる力にもなると思いますし、意

欲にもなると思いますし、行きたい時に自分の足で歩いて行ける。えっと社会への参

加っていう部分には繋がるんじゃないかなと思います。

歩行の自立でトイレに行ける 利用者さんは歩きながら運動も兼ねて行けるわけ（な

ので）トイレに連れて（行かれるのは）嬉しいと思

う。C-13

C-13

利用者さんは嬉しいんじゃないかな。

誰もトイレに連れて行くのをいやって言う人もいないし、歩きながら運動も兼ねて行

けるわけです。人として。

自由に動けることは重要だが歩行の

自立は少ない

（利用者さんにとって）歩ける、歩けないにしても自

由に動けるってところは重要で、体は元気だけど認知

症がキツい人の歩行は自立という方は、車椅子と歩行

と半分くらいで、施設では車椅子自走とかは結構いら

しても（自立）歩行は少ない。H-10

H-10

自由に動けるっていうの凄く気持ちの面で楽なところがあると思うので、歩ける、歩

けないにしても自由に動けるってところは重要なのかなと思います。要介護3以上に

という意識があってからは、逆に体は元気だけど認知症がキツいみたいな人の、歩行

自体は自立っていう方は、まあまあ最近割と車椅子、歩行と半分くらい。この施設で

は車椅子自走とかは結構いらっしゃいますけど、歩行は少ないですね。

外出や家族との面会ができない

コロナ警戒で外出や買い物や家族との面会もできない

ため、自由が制限されていると思う。B-3
B-3

コロナにならなければ外に行って買い物したり花見したりとか。

面会があれば家族と会えたりできるのに。その人らしくっていうか、自由も制限され

ているので。

施設に閉じこもり楽しみがない このコロナ禍という中で個人というよりか施設全体の

問題みたいなところですが、施設に閉じこもりがちで

楽しみも何もない状態で、ただただ1日1日が過ぎてい

くっていうのも利用者さんの尊厳がちょっと失われて

ると思う。F-6

F-6

このコロナ禍という中で施設に閉じこもりがち、何もすることがないって言ったらあ

れですけども、楽しみも何もない状態で、ただただ1日1日が過ぎていくっていうのも

利用者さんの尊厳っていう部分ではどうなんだろうなーって、尊厳がちょっと失われ

てるところがあるのかなーって、施設全体、個人というよりか施設全体の問題みたい

なところはあるのかなって思いますね。？

（通常だと）外出計画を立てて、利用者さんと外に出

て気晴らし利用者さんもリフレッシュして自分もリフ

レッシュしているが、今コロナの状況で、どうしても

外出支援が厳しく箱詰め状態なので、（利用者さん

を）見てて可哀想な生活させているが、逆の立場で利

用者さんの立場だったら、こんな生活は絶対嫌（だと

思う）。F-17

F-17

ええ、そうですね…なかなか今コロナの状況で、どうしても外出支援っていうことが

厳しいですけども、まあ、もしコロナじゃ無かったら、外出計画を立てて、利用者さ

んと外に出て気晴らしとかしてたんじゃないかなと思いますけど。施設の中だけじゃ

なくて、外の空気、一緒に散歩とかも厳しいので、人混みなので,、こう利用者さんも

リフレッシュして自分もリフレッシュして、もうちょっと人間らしい生活がコロナ

じゃなかったらできたのかなって。もう外に行って空気を吸ってという事がもうない

ので、もう全くないので箱詰め状態だったので、それは見てて可哀想な生活させてい

るなっていうのがすごい思います。逆の立場で利用者さんの立場だったら、こんな生

活したいか？って聞かれたら絶対嫌ですよ。


